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ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 

 

 

 

 

ト－①放射性廃棄物の廃棄施設は，気体，液体及び固体

の各廃棄物処理系で構成する。 

 

 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

 

 

 

 

ト(1)(ⅰ)－①気体廃棄物処理系の主要な設備は発電用

原子炉で発生する水素と酸素とを再結合させる排ガス再

結合器，排ガス中の放射能を減衰させる活性炭式希ガス・

ホールドアップ塔である。排ガスは，放射性物質濃度を監

視しながら排気筒から放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，タービン・グランドのシールには，復水貯蔵タン

ク水を加熱蒸発した蒸気を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 気体廃棄物処理系 

7.1.1 概要 

＜中略＞ 

 

 

気体廃棄物のうち主要なものは，空気抽出器排ガスであ

る。これは，活性炭式希ガス・ホールドアップ塔で排ガス

中の放射能を十分減衰させた後，放射性物質濃度を監視し

ながら排気筒から放出する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.12 タービン設備 

5.12.3 主要設備 

5.12.3.1 蒸気タービン 

(6) タービン・グランド蒸気系 

タービン・グランドのシールには，復水貯蔵タンクの水

をグランド蒸気発生器に導き，タービン抽気あるいは主蒸

気で加熱し発生した蒸気を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.2 廃棄物処理設備 

＜中略＞ 

ト(1)(ⅰ)－①気体廃棄物処理設備は，主として排ガス

予熱器，原子炉で発生する水素と酸素とを再結合させる排

ガス再結合器，排ガス復水器，除湿冷却器，脱湿塔，活性

炭式希ガスホールドアップ塔等で構成し，排ガスは，放射

性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出する設計と

する。 

＜中略＞ 

気体状の放射性廃棄物は，フィルタを通し放射性物質の

濃度を監視可能な排気筒等から放出する設計とする。 

また，フィルタは，放射性物質による汚染の除去又は交

換に必要な空間を有するとともに，必要に応じて梯子等を

設置し，取替が容易な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））第五号ト項

において，設計及び工事

の計画の内容は，以下の

通り整合している。 

 

設置許可申請書（本文

（五号））ト－①に整合

していることは，本資料

にて個別に示す。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(1)(ⅰ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(1)(ⅰ)

－①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「タービン・
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(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

 

 

 

ト(1)(ⅱ)－①活性炭式希ガス・ホールドアップ塔によ

り，キセノンを約30日間，クリプトンを約40時間保留でき

る。 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 排気口の位置 

 

 

排気筒位置 原子炉中心からほぼ北西約100m 

 

 

 

 

排気口地上高さ 約120mト(1)(ⅲ)－①（標高約130m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 気体廃棄物処理系 

7.1.3 主要設備 

＜中略＞ 

排ガス復水器を出た排ガスを，活性炭式希ガス・ホール

ドアップ塔に導く。ここでキセノンを約30日間，クリプト

ンを約40時間保留して放射能を減衰させ，フィルタを通し

た後，排気筒から放出する。 

 なお，触媒による水素ガスと酸素ガスの再結合の効率を

高めるため，排ガス予熱器を設け排ガスを加熱する。また，

排ガス復水器を出た排ガスは，活性炭の保留性能を高くす

るために除湿冷却器及び脱湿塔で水分を除去する。 

＜中略＞ 

2. プラント配置 

2.5 建物及び構築物 

2.5.8 排気筒 

 

 

 

 

 

タービン建物の西側に設置する排気筒は地上高さ約

120mの鋼製鉄塔支持型とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 廃棄物処理設備 

＜中略＞ 

 

 

なお，ト(1)(ⅱ)－①活性炭式希ガスホールドアップ塔

は，キセノンを約 30日間，クリプトンを約 40時間保持す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（要目表） 

2. 気体，液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項 

2.1 気体廃棄物処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランドのシール」は，

設置許可のみの要求事

項であり，本設工認の対

象外である。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(1)(ⅱ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(1)(ⅱ)

－①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））の排気口の

位置のうち「排気筒位

置」は，本工事計画の対

象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のト(1)(ⅲ)－①は，設計及び工事の計画の「第 6-1-1-2-1

図 排気筒構造図」と同義であり，整合している。 
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(2) 液体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ) 構造 

 

 

 

 

ト(2)(ⅰ)－①液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理

系）は，廃棄物の性状に応じて処理するため，機器ドレン

系（１号及び２号炉共用，既設），床ドレン・化学廃液系

（１号及び２号炉共用，既設），ランドリ・ドレン系（１

号及び２号炉共用，既設）等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト(2)(ⅰ)－②ａ．機器ドレン系は，機器ドレン・タンク，

ろ過脱塩器，脱塩器，処理水タンク等で構成する。 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.2 液体廃棄物処理系 

7.2.1 概要 

 

 

 

液体廃棄物処理系は，機器ドレン系（１号及び２号炉共

用，既設），床ドレン・化学廃液系（１号及び２号炉共用，

既設），ランドリ・ドレン系（１号及び２号炉共用，既設）

等で構成する。 

液体廃棄物処理系系統概要図を第 7.2－1図に示す。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.11 原子炉浄化系 

5.11.2 設計方針 

(2) 冷却材の系外排出 

 

 

 

 

発電用原子炉の起動時，停止時及び高温待機時に冷却材

を浄化して復水器又は液体廃棄物処理系へ排出が可能な

ようにする。 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.2 液体廃棄物処理系 

7.2.3 主要設備 

 

(1) 機器ドレン系 

機器ドレン系は，機器ドレン・タンク，ろ過脱塩器，脱

【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.2 廃棄物処理設備 

＜中略＞ 

ト(2)(ⅰ)－①液体廃棄物処理設備は，廃液の性状によ

り，機器ドレン系（１，２号機共用（以下同じ。）），床ド

レン化学廃液系（１，２号機共用（以下同じ。）），ランド

リドレン系（１，２号機共用（以下同じ。））等で処理する

設計とする。 

放射性物質を含む原子炉冷却材を通常運転時において

原子炉冷却系統外に排出する場合は，床ドレン及び機器ド

レン系のサンプを介して，液体廃棄物処理系へ導く設計と

する。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第１章 共通項目 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置 

設計基準対象施設は，通常運転時において，放射性物質

を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，弁その他の設

備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において

は，系統外に漏えいさせることなく，各建物等に設けられ

た機器ドレン又は床ドレン等のサンプ又はタンクに収集

し，液体廃棄物処理設備に送水する設計とする。 

【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.2 廃棄物処理設備 

＜中略＞ 

ト(2)(ⅰ)－②液体廃棄物処理設備は，廃液の性状によ

り，機器ドレン系（１，２号機共用（以下同じ。）），床ド

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(2)(ⅰ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(2)(ⅰ)

－①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(2)(ⅰ)－②は，設置
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本系の処理済液は，復水貯蔵タンクに回収して再使用す

る。 

ｂ．床ドレン・化学廃液系は，床ドレン・タンク，化学廃

液タンク，濃縮器，ろ過脱塩器，脱塩器，処理水タンク等

で構成する。 

本系の処理済液は，原則として復水貯蔵タンクに回収し

て再使用するが，一部については放射性物質濃度が低いこ

とを確認して，復水器冷却水放水路に放出する場合があ

る。 

ｃ．ランドリ・ドレン系は，収集タンク，濃縮器，脱塩器，

サンプル・タンク，ろ過器，ランドリ・ドレン・タンク等

で構成する。 

本系の処理済液は，放射性物質濃度が低いことを確認し

て，復水器冷却水放水路に放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩器，機器ドレン処理水タンク，計測制御装置等で構成す

る。 

機器ドレン廃液は，原子炉建物，ドライウェル，タービ

ン建物及び廃棄物処理建物の各機器ドレン・サンプにそれ

ぞれ集めた後，あるいは直接タンクに収集し，機器ドレン

系で処理する。機器ドレン系によりろ過，脱塩した処理済

液は，復水貯蔵タンク又は補助復水貯蔵タンクに回収し再

使用する。 

なお，機器ドレン廃液は，トーラス水受入タンク（１号

及び２号炉共用，既設）に貯留することもできる。 

(2) 床ドレン・化学廃液系 

床ドレン・化学廃液系は，床ドレン・タンク，化学廃液

タンク，濃縮器，ろ過脱塩器，脱塩器，処理水タンク，計

測制御装置等で構成する。 

導電率が高く脱塩処理に適さない原子炉建物，ドライウ

ェル，タービン建物及び廃棄物処理建物等の床ドレン・サ

ンプに集めた床ドレン廃液，脱塩器の樹脂再生等で発生す

る化学廃液，機器の除染廃液等はタンクに収集し，床ドレ

ン・化学廃液系で処理する。 

床ドレン・化学廃液系により，蒸留，ろ過，脱塩した処

理済液は，原則として復水貯蔵タンク又は補助復水貯蔵タ

ンクに回収して再使用するが，一部については放射性物質

の濃度が十分低いことを確認して，復水器冷却水放水路に

放出する場合がある。 

なお，床ドレン廃液は，トーラス水受入タンクに貯留す

ることもできる。 

化学廃液タンクは，廃液の中和用にも使用する。 

(3) ランドリ・ドレン系 

ランドリ・ドレン系は，ランドリ・ドレン収集タンク，

濃縮器，脱塩器，ランドリ・ドレン・サンプル・タンク，

ろ過器，ランドリ・ドレン・タンク，計測制御装置等で構

成する。 

保護衣類を除染する際に発生するランドリ・ドレン廃液

等はタンクに収集し，ランドリ・ドレン系で処理する。 

ランドリ・ドレン系により，蒸留し，必要に応じて脱塩

処理した処理済液は，放射性物質の濃度が十分低いことを

確認して，復水器冷却水放水路に放出する。 

なお，放射性物質による汚染がほとんどない下着類のラ

レン化学廃液系（１，２号機共用（以下同じ。）），ランド

リドレン系（１，２号機共用（以下同じ。））等で処理する

設計とする。 

放射性物質を含む原子炉冷却材を通常運転時において

原子炉冷却系統外に排出する場合は，床ドレン及び機器ド

レン系のサンプを介して，液体廃棄物処理系へ導く設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本文

（五号））のト(2)(ⅰ)

－②と同義であり，整合

している。 
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ト(2)(ⅰ)－③これら液体廃棄物処理系の主要機器は独

立した区域に設けるか，せきを設置する等，放射性物質の

漏えいを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

ト(2)(ⅱ)－①液体廃棄物処理系の各タンク類の容量及

び濃縮器，脱塩器等の処理容量は，発電用原子炉の起動，

停止の態様を考慮して発生廃液量が最大と予想される場

ンドリ・ドレン廃液は必要に応じ，ランドリ・ドレン・タ

ンクに収集し，放射性物質の濃度が十分低いことを確認し

て，復水器冷却水放水路に放出する場合がある。 

また，上着類の洗濯は，ドライ・クリーニングする場合

がある。 

7.2.2 設計方針 

 

 

(4) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防

止 

液体廃棄物処理系の機器等及びこれを収納する建物又

は区域は，液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外

への管理されない放出を防止するため，次の各項を考慮し

た設計とする。 

＜中略＞ 

ｅ．液体廃棄物処理系の機器は，独立した区画内に設ける

か，周辺にせきを設け建物又は区域内での漏えいの拡大を

防止し，建物又は区域外に通じる出入口等にはせきを設

け，建物又は区域外への漏出を防止する。 

また，屋外設備，屋外配管は，漏えい液体を遮蔽壁，配

管ダクト等内に留めるようにする。液体状の放射性廃棄物

が留まるおそれのある建物又は区域の床及び壁面は，漏え

いし難い構造とする。 

7.2.1 概要 

＜中略＞ 

液体廃棄物処理系は，本原子炉施設で発生する放射性廃

液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃

液を，その性状により分離収集し，処理する。 

液体廃棄物処理系により処理した後の処理済液は，原則

として回収して再使用するが，試料採取分析を行い，放射

性物質の濃度の低いことを確認して放出する場合もある。 

液体廃棄物処理系は屋外タンクを除き２号炉廃棄物処

理建物に設置する。 

 

＜中略＞ 

7.2.2 設計方針 

(2) 処理能力 

液体廃棄物処理系の各タンク類，脱塩器，濃縮器等は，

 

 

 

 

 

1.3 汚染拡大防止 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えいし難い構造及び漏

えいの拡大防止 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(2) 漏えいの拡大防止 

ト(2)(ⅰ)－③床面は，床面の傾斜又は床面に設けられ

た溝の傾斜により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に

導かれる構造とし，かつ，気体状のものを除く流体状の放

射性廃棄物を処理又は貯蔵する設備の周辺部には，堰又は

堰と同様の効果を有するものを施設し，流体状の放射性廃

棄物の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

＜中略＞ 

 

1.4 排水路 

液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯蔵設備及びこれらに

関連する施設を設ける建屋の床面下には，発電所外に管理

されずに排出される排水が流れる排水路を施設しない設

計とする。 

また，液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯蔵設備及びこ

れらに関連する施設を設ける建屋内部には発電所外に管

理されずに排出される排水が流れる排水路に通じる開口

部を設けない設計とする。 

 

 

1.2 廃棄物処理設備 

ト(2)(ⅱ)－①放射性廃棄物を処理する設備は，周辺監

視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水

中の放射性物質の濃度が，それぞれ，「核原料物質又は核

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(2)(ⅰ)－③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(2)(ⅰ)

－③と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(2)(ⅱ)－①は，設置

変更許可申請書（本文
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合に対して十分対処できる大きさとする。 

濃縮器，脱塩器等の除染能力は，処理済液の発電所内再

使用あるいは所外放出を可能とするのに十分な性能を有

するものとする。 

 

(ⅲ) 排水口の位置 

排水口は，発電所敷地前面の沖合約 100m の海底に設置

する復水器冷却水放水口（１号，２号及び３号炉共用，既

設）である。 

 

 

 

(3) 固体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ) 構造 

ト(3)(ⅰ)－①固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理

系）は，廃棄物の種類に応じて処理又は貯蔵保管するため，

ト(3)(ⅰ)－②a 濃縮廃液タンク（１号及び２号炉共用，既

設），ランドリ・ドレン濃縮廃液タンク（１号及び２号炉

共用，既設），樹脂貯蔵タンク（１号及び２号炉共用，既

設），スラッジ貯蔵タンク（１号及び２号炉一部共用，既

設），ドラム詰装置（１号及び２号炉共用），雑固体廃棄物

焼却設備（１号，２号及び３号炉共用，既設），雑固体廃

棄物処理設備（１号，２号及び３号炉共用，既設），減容

機（１号及び２号炉共用，既設），サイトバンカ（１号，

２号及び３号炉共用，既設），固体廃棄物貯蔵所（１号，

２号及び３号炉共用，既設）等で構成する。 

 

 

 

床ドレン・化学廃液系の濃縮器から発生する濃縮廃液

は，濃縮廃液タンクで放射能を減衰させた後，ドラム詰装

置でト(3)(ⅰ)－③ドラム缶内に固化材（セメント）と混

合して固化しト(3)(ⅰ)－②ｂ貯蔵保管する。 

ランドリ・ドレン系の濃縮器から発生する濃縮廃液は，

ランドリ・ドレン濃縮廃液タンクに集め放射能を減衰させ

た後，(3)(ⅰ)－④a 雑固体廃棄物焼却設備で焼却する。ト

(3)(ⅰ)－②ｃ焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵保管する

か，又は雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ドラム缶内

発電用原子炉施設の運転に伴い発生する廃液量が最大と

予想される場合に対して十分対処できる処理容量とする。 

濃縮器，脱塩器等の除染能力は，処理済液の発電所内再

使用あるいは所外放出を可能とするのに十分な性能を有

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 固体廃棄物処理系 

7.3.1 概要 

固体廃棄物処理系は，廃棄物の種類に応じて処理又は貯

蔵保管するため，濃縮廃液タンク（１号及び２号炉共用，

既設），ランドリ・ドレン濃縮廃液タンク（１号及び２号

炉共用，既設），樹脂貯蔵タンク（１号及び２号炉共用，

既設），スラッジ貯蔵タンク（１号及び２号炉一部共用，

既設），ドラム詰装置（１号及び２号炉共用），雑固体廃棄

物焼却設備（１号，２号及び３号炉共用，既設），雑固体

廃棄物処理設備（１号，２号及び３号炉共用，既設），減

容機（１号及び２号炉共用，既設），サイトバンカ（１号，

２号及び３号炉共用，既設），固体廃棄物貯蔵所（１号，

２号及び３号炉共用，既設）等で構成する。 

＜中略＞ 

7.3.3 主要設備 

(1) 濃縮廃液の処理 

＜中略＞ 

床ドレン・化学廃液系の濃縮器から発生する濃縮廃液

は，約３年分の貯蔵容量を有する濃縮廃液タンクに集め，

放射能を減衰させた後，ドラム詰装置でドラム缶内に固化

材（セメント）と混合して固化し貯蔵保管する。 

ランドリ・ドレン系の濃縮器から発生する濃縮廃液は，

約３か月分の貯蔵容量を有するランドリ・ドレン濃縮廃液

タンクに集め，放射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却

設備で焼却する。焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵保管する

か，又は雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ドラム缶内

燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」に定められた濃度限度以下となる

ように，発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物

を処理する能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

ト(3)(ⅰ)－①a 放射性廃棄物を貯蔵する設備の容量は，

通常運転時に発生する放射性廃棄物の発生量と放射性廃

棄物処理設備の処理能力，また，放射性廃棄物処理設備の

稼働率を想定した設計とする。 

＜中略＞ 

1.2 廃棄物処理設備 

ト(3)(ⅰ)－①b 固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種類に

応じて，濃縮廃液をト(3)(ⅰ)－③a 固化材（プラスチック）

と混合して固化するドラム詰装置（１，２号機共用（以下

同じ。）），ト(3)(ⅰ)－④可燃性雑固体廃棄物，濃縮廃液，

使用済樹脂及びフィルタスラッジを焼却する雑固体廃棄

物焼却設備（１号機設備，１，２，３号機共用（以下同じ。）），

ト(3)(ⅰ)－⑤不燃性雑固体廃棄物を圧縮減容する減容機

（１号機設備，１,２号機共用（以下同じ。）），不燃性雑固

体廃棄物を溶融又はモルタル固化する雑固体廃棄物処理

設備（１号機設備，１，２，３号機共用（以下同じ。））で

処理する設計とする。 

なお，ト(3)(ⅰ)－③b 火災評価の前提条件としてプラス

チック固化材を考慮していないため，可燃性のプラスチッ

ク固化材はドラム詰装置内に保管しない設計とし，プラス

チック固化材は２号機の発電用原子炉に燃料体を挿入す

る前までに撤去する。今後，プラスチック固化に関する機

器等を撤去し，セメント固化専用の機器等を追設する。 

＜中略＞ 

（五号））のト(2)(ⅱ)

－①を全て含んでおり，

整合している。 

 

 

 

設置許可変更申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「排水口」は，

新規制基準対応設備を

申請範囲としている本

設工認の対象外である。 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－①a 及びト

(3)(ⅰ)－①b は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－①と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－②a～ト(3)(ⅰ)－②h

と同義であり整合して

いる。 

 

設置許可変更申請書（本

文（五号））のト(3)(ⅰ)

－③の固化材について

は，新規制基準対応設備

を申請範囲としている

本設工認の対象外であ

るものの，設計及び工事

の計画のト(3)(ⅰ)－③
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にモルタル固化して貯蔵保管する。 

 

 

 

 

 

 

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から発生する使

用済樹脂及びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラッジ

は，樹脂貯蔵タンク及びスラッジ貯蔵タンクに貯蔵し放射

能を減衰させた後，(3)(ⅰ)－④b 雑固体廃棄物焼却設備で

焼却する。ト(3)(ⅰ)－②d 焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵

保管するか，又は雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ド

ラム缶内にモルタル固化して貯蔵保管する。 

 

ト(3)(ⅰ)－②e 復水系及び液体廃棄物処理系以外の脱

塩器から発生する使用済樹脂及びろ過脱塩器から発生す

るフィルタ・スラッジは，樹脂貯蔵タンク及びスラッジ貯

蔵タンクに貯蔵する。 

 

 

 

可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管す

るか，又は(3)(ⅰ)－④c 雑固体廃棄物焼却設備で焼却す

る。ト(3)(ⅰ)－②f 焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵保管す

るか，又は雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ドラム缶

内にモルタル固化して貯蔵保管する。ト(3)(ⅰ)－⑤不燃

性雑固体廃棄物は，圧縮可能なものは圧縮減容し，ト

(3)(ⅰ)－②g ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか，又は雑

固体廃棄物処理設備で，溶融してドラム缶内にモルタル固

化するか，若しくは溶融しないでドラム缶内にモルタル固

化して，貯蔵保管する。 

なお，貯蔵保管している可燃性雑固体廃棄物，焼却灰，

不燃性雑固体廃棄物についても必要に応じて焼却，溶融，

モルタル固化し，ドラム缶に詰めて貯蔵保管する。 

 

 

 

にモルタル固化して貯蔵保管する。 

 

 

 

 

(2) 使用済樹脂及びフィルタ・スラッジの処理 

＜中略＞ 

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から発生する使

用済樹脂及びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラッジ

は，約５年分の貯蔵容量を有する復水系樹脂貯蔵タンク及

び約５年分の貯蔵容量を有する復水系スラッジ貯蔵タン

クに貯蔵し，放射能を減衰させた後，雑固体廃棄物焼却設

備で焼却する。焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵保管する

か，又は雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ドラム缶内

にモルタル固化して貯蔵保管する。 

復水系及び液体廃棄物処理系以外の脱塩器から発生す

る使用済樹脂及びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラ

ッジは，約 30 年分の貯蔵容量を有する原子炉浄化系樹脂

貯蔵タンク及び約 30 年分の貯蔵容量を有する原子炉浄化

系スラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

(3) 雑固体廃棄物の処理 

＜中略＞ 

可燃性雑固体廃棄物は，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管す

るか，又は雑固体廃棄物焼却設備で焼却する。焼却灰はド

ラム缶に詰めて貯蔵保管するか，又は雑固体廃棄物処理設

備で溶融した後，ドラム缶内にモルタル固化して貯蔵保管

する。不燃性雑固体廃棄物は，圧縮可能なものは減容機に

より圧縮減容を行い，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管する

か，又は雑固体廃棄物処理設備で，溶融してドラム缶内に

モルタル固化するか，若しくは溶融しないでドラム缶内に

モルタル固化して，貯蔵保管する。 

＜中略＞ 

なお，貯蔵保管している可燃性雑固体廃棄物，焼却灰，

不燃性雑固体廃棄物についても必要に応じて焼却，溶融，

モルタル固化し，ドラム缶に詰めて貯蔵保管する。 

＜中略＞ 

7.3.2 設計方針 

(3) 散逸等の防止 

ト(3)(ⅰ)－⑧放射性廃棄物を処理する設備は，放射性

廃棄物が漏えいし難い又は処理する過程において放射性

物質が散逸し難い構造とし，かつ，放射性廃棄物に含まれ

る化学薬品の影響及び不純物の影響により著しく腐食し

ない設計とする。 

＜中略＞ 

1.3 汚染拡大防止 

1.3.2 固体状の放射性廃棄物の汚染拡大防止 

ト(3)(ⅰ)－②固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が

設置される発電用原子炉施設は，固体状の放射性廃棄物を

ドラム缶に詰める，容器に入れる又はタンク内に貯蔵する

ことによる汚染拡大防止措置を講じることにより，放射性

廃棄物による汚染が広がらない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

a 及びト(3)(ⅰ)－③b

にて，今後，固化材を変

更することを示してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－④a～ト(3)(ⅰ)－④c

を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－⑤は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－⑤と同義であり，整合

している。 
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ト(3)(ⅰ)－⑥また，使用済制御棒等の放射化された機

器は燃料プールに貯蔵した後，サイトバンカに貯蔵保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト(3)(ⅰ)－⑦雑固体廃棄物焼却設備及び雑固体廃棄物

処理設備からの排ガスは，フィルタを通し放射性物質濃度

を監視しつつ専用の排気口から放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト(3)(ⅰ)－⑧固体廃棄物処理系は，廃棄物の破砕，圧

縮，焼却，溶融，固化等の処理過程における放射性物質の

散逸等を防止する設計とする。 

ト(3)(ⅰ)－②h 上記濃縮廃液等を詰めたドラム缶等は，

＜中略＞ 

使用済制御棒等は，その放射能を減衰させるため，燃料

プールに貯蔵した後，サイトバンカに貯蔵保管する。 

＜中略＞ 

7.3.3 主要設備 

(4) 固体廃棄物の焼却処理 

雑固体廃棄物焼却設備は，可燃性雑固体廃棄物，使用済

樹脂，フィルタ・スラッジ及びランドリ・ドレン系の濃縮

廃液を焼却するための設備である。（１） 

本設備は，雑固体焼却炉，焼却排ガス処理装置等で構成

する。 

焼却排ガス処理装置は，１次及び２次のセラミック・フ

ィルタ並びに排ガス・フィルタで構成する。 

系統全体の除染係数105以上（１）（２）で処理された焼却排

ガスは，放射性物質濃度を監視しつつ，サイトバンカ建物

排気口（地上高さ約24m）から放出する。 

＜中略＞ 

(5) 固体廃棄物の溶融処理 

雑固体廃棄物処理設備は，不燃性雑固体廃棄物及び焼却

灰を溶融しドラム缶内にモルタル固化するか，又は不燃性

雑固体廃棄物を溶融しないでドラム缶内にモルタル固化

するための設備である。 

本設備は，雑固体溶融炉，溶融排ガス処理装置，モルタ

ル固化装置等で構成する。 

溶融排ガス処理装置は，セラミック・フィルタ及び排ガ

ス・フィルタで構成する。 

系統全体の除染係数107以上（３）（４）で処理された溶融排

ガスは，放射性物質濃度を監視しつつ，サイトバンカ建物

排気口（地上高さ約24m）から放出する。 

＜中略＞ 

7.3.2 設計方針 

(3) 散逸等の防止 

固体廃棄物処理系は廃棄物の破砕，圧縮，焼却，溶融，

固化等の処理過程における放射性物質の散逸等を防止す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ト(3)(ⅰ)－⑥燃料プールは，２号機の全炉心燃料の約

630%相当分の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器

等の貯蔵及び取扱いができるスペースを確保した設計と

する。なお，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯蔵できる

容量を確保できる設計とする。 

＜中略＞ 

【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.2 廃棄物処理設備 

＜中略＞ 

ト(3)(ⅰ)－⑦気体状の放射性廃棄物は，フィルタを通

し放射性物質の濃度を監視可能な排気筒等から放出する

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－⑥は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－⑥と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－⑦は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)

－⑦と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅰ)－⑧は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅰ)
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所要の遮蔽設計を行った発電所内の固体廃棄物貯蔵所に

貯蔵保管する。 

 

ト(3)(ⅰ)－⑨なお，必要に応じて，固体廃棄物を廃棄

事業者の廃棄施設へ廃棄する。 

 

 

 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

 

ト(3)(ⅱ)－①a 原子炉浄化系樹脂貯蔵タンクの容量は

ト(3)(ⅱ)－①b 約 520m3，復水系樹脂貯蔵タンクの容量は

ト(3)(ⅱ)－①c 約 250m3，原子炉浄化系スラッジ貯蔵タン

クの容量はト(3)(ⅱ)－①d 約 140m3，復水系スラッジ貯蔵

タンクの容量はト(3)(ⅱ)－①e 約 790m3，また，サイトバ

ンカの容量はト(3)(ⅱ)－①f 約 2,200m3である。 

ト(3)(ⅱ)－①g 固体廃棄物貯蔵所は，200Lドラム缶約

35,500本相当を貯蔵保管する能力がある。 

これらは，必要がある場合には増設を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 主要設備 

(6) 固体廃棄物の貯蔵 

ａ．固体廃棄物貯蔵所 

固体廃棄物貯蔵所は，所要の遮蔽設計を行うとともに，

200Lドラム缶約35,500本相当を貯蔵保管することができ

る。 

＜中略＞ 

第7.3－1表 固体廃棄物処理系基本仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 設計方針 

(5) 貯蔵容量 

＜中略＞ 

固体廃棄物貯蔵所は，200L ドラム缶約 35,500 本相当を

貯蔵保管できる設計とする。サイトバンカは，使用済制御

棒等を発生量の約 20年分を貯蔵保管できる設計とする。 

これらは，必要がある場合には増設を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

ト(3)(ⅱ)－①放射性廃棄物を貯蔵する設備の容量は，

通常運転時に発生する放射性廃棄物の発生量と放射性廃

棄物処理設備の処理能力，また，放射性廃棄物処理設備の

稼働率を想定した設計とする。 

放射性廃棄物を貯蔵する設備は，放射性廃棄物が漏えい

し難い設計とする。また，崩壊熱及び放射線の照射により

発生する熱に耐え，かつ，放射性廃棄物に含まれる化学薬

品の影響及び不純物の影響により著しく腐食しない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－⑧と同義であり整合

している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））のト(3)(ⅰ)

－⑨は，保安規定にて対

応する。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ト(3)(ⅱ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のト(3)(ⅱ)

－①a～ト(3)(ⅱ)－①g

と同義であり，整合して

いる。 

なお，設置変更許可申請

書（本文（五号））にお

いて許可を受けたト

(3)(ⅱ)－①の容量及び

ト(3)(ⅱ)－①g の保管

能力については，本工事

計画の対象外である。 
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【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（要目表） 

1. 気体，液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 

1.1 固体廃棄物貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－①b を詳細設計した結果であり，整合している。 

ト(3)(ⅱ)－①b 

整合性 

・設計及び工事の計画のト(3)(ⅱ)－①b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のト(3)(ⅱ)

－①b を詳細設計した結果であり，整合している。 
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整合性 

・設計及び工事の計画のト(3)(ⅱ)－①c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のト(3)(ⅱ)

－①c を詳細設計した結果であり，整合している。 
ト(3)(ⅱ)－①c 
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整合性 

・設計及び工事の計画のト(3)(ⅱ)－①e は，設置変更許可申請書（本文（五号））のト(3)(ⅱ)

－①e を詳細設計した結果であり，整合している。 

ト(3)(ⅱ)－①e 

720



 

ト-13           

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

1.2 固体廃棄物貯蔵設備（サイトバンカ設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のト(3)(ⅱ)－①f は，設置変更許可申請書（本文（五号））のト(3)(ⅱ)

－①f を詳細設計した結果であり，整合している。 ト(3)(ⅱ)－①f 

721



 

チ-1           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

チ 放射線管理施設の構造及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ-①発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の

安全管理を確実に行うため，次の放射線管理施設を設け

る。 

 

 

 

 

(1)  屋内管理用の主要な設備の種類 

(ⅰ) 出入管理設備（１号及び２号炉共用，既設） 

チ(1)（ⅰ）-①管理区域への出入及び被ばく線量並びに

汚染の管理のため，チ(1)（ⅰ）-②出入管理室を設け，出

入・被ばく線量管理設備及び汚染管理設備を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 試料分析・測定設備（１号，２号及び３号炉共用，

既設） 

各系統の試料，放射性廃棄物の放出管理用試料の放射能測

定及び化学分析を行うため，チ(1)（ⅱ）-①放射能測定室

及び分析室を設け，必要な測定機器等を備える。 

 

 

 

 

 

8. 放射線管理施設 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.1 概要 

 

放射線管理設備は，発電所周辺の一般公衆及び放射線業

務従事者等の放射線被ばくを管理するためのもので，出入

管理関係設備，試料分析関係設備及び放射線監視設備等か

らなる。 

 

 

 

 

8.1.1.2 設計方針 

放射線被ばくは，合理的に達成できる限り低くすること

とし，次の設計方針に基づき，放射線管理設備を設ける。

(1) 放射線業務従事者等及び物品の搬出入に対して，出

入の管理，汚染管理及び各個人の被ばく管理ができるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 万一の事故に備えて，必要な放射線測定器を備える。 

(5) 通常運転時の放射性物質放出に係る放射線監視設備

は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

チ-①発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該発電用

原子炉施設における各系統の放射性物質の濃度，管理区域

内等の主要箇所の外部放射線に係る線量当量率等を監視，

測定するために，プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び放射線サーベイ機器を設ける設計とす

る。 

 

 

チ(1)（ⅰ）-②a 出入管理関係設備（１，２号機共用）

には，チ(1)（ⅰ）-①放射線業務従事者及び一時立入者の

出入管理，汚染管理のためのチ(1)（ⅰ）-②b 測定機器等

を設ける設計とする。各系統の試料，放射性廃棄物の放出

管理用試料及び環境試料の化学分析並びに放射能測定を

行うため，試料分析関係設備（１，２，３号機共用）を設

ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

出入管理関係設備（１，２号機共用）には，放射線業務

従事者及び一時立入者の出入管理，汚染管理のための測定

機器等を設ける設計とする。各系統の試料，放射性廃棄物

設置変更許可申請書（本

文（五号））第五号チ項

において，設計および工

事の計画の内容は，以下

のとおり満足している。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ-①は，設置変更許可

申請書（本文（五号））

のチ-①を具体的に記載

しており，整合してい

る。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅰ）-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅰ）

-①と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅰ）-②a 及びチ

(1)（ⅰ）-②b は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅰ）

-②と同義であり，整合

している。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅱ）-①a及びチ

(1)（ⅱ）-②bは，設置
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(ⅲ) 放射線監視設備 

各系統の放射性物質の濃度，管理区域内等の主要箇所の

外部放射線に係る線量当量率等を監視，測定するために，

チ(1)（ⅲ）-①プロセス放射線モニタリング設備，エリア

放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器チ(1)

（ⅲ）-②（１号，２号及び３号炉共用，既設）を設ける。 

 

 

 

チ(1)（ⅲ）-③プロセス放射線モニタリング設備及びエ

リア放射線モニタリング設備については，設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な情報を中央制御室及

び緊急時対策所に表示できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定に関する指針」に適合するようにする。 

 

 

 

 

 

(2) 発電所内外の外部放射線に係る線量当量率及び放射

性物質濃度等を測定，監視できるようにする。 

(3) 万一の事故に備えて，必要な放射線測定器を備える。 

 

 

 

 

 

(4) 中央制御室及び緊急時対策所に必要な情報の通報が 

可能である設計とする。 

(6) 設計基準事故時に必要な放射線監視設備は，「発電 

用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関す 

る審査指針」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の放出管理用試料及びチ(1)（ⅱ）-①a 環境試料の化学分

析並びに放射能測定を行うため，チ(1)（ⅱ）-①b 試料分

析関係設備（１，２，３号機共用）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

1.1 放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，当該発電用原子炉

施設における各系統の放射性物質の濃度，管理区域内等の

主要箇所の外部放射線に係る線量当量率等を監視，測定す

るために，チ(1)（ⅲ）-①プロセスモニタリング設備，エ

リアモニタリング設備及び放射線サーベイ機器を設ける

設計とする。 

＜中略＞ 

チ(1)（ⅲ）-③プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び固定式周辺モニタリング設備について

は，設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情

報を中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））及び緊

急時対策所に表示できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅱ）

-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅲ）-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅲ）

-①と同義であり，整合

している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））のチ(1)（ⅲ）

-②の「放射線サーベイ

機器（１号，２号及び３

号炉共用，既設）」は，

設計及び工事の計画に

おいては，チ(1) （ⅲ）-

②の重大事故等時に使

用する放射線サーベイ

機器の記載と同義であ

り，整合している。 

なお，設計基準事故のみ

に使用する放射線サー

ベイ機器は，新規制基準

対応設備を申請範囲と

している本設工認の対

象外である。 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅲ）-③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅲ）

-③と同義であり，整合

している。 
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【放射線管理施設】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ(1)（ⅲ）-② 
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8.1.1.4 主要設備 

8.1.1.4.3 放射線監視設備 

放射線監視設備は，プロセス放射線モニタリング設備，

エリア放射線モニタリング設備，環境モニタリング設備，

携帯用及び半固定放射線測定機器からなり次の機能を持

つ。 

1) 各系統及び各領域における放射線レベルの異常を早

期に検出し警報する。 

2) 発電所外へ放出する放射性物質を常時監視する。 

3) 格納容器雰囲気放射線モニタは，事故時においても対

応し得るよう多重性，独立性を有し，格納容器エリア放射

線量率を監視する。 

(1) プロセス放射線モニタリング設備 

プロセス放射線モニタは，連続的に放射線を測定し，中

央制御室，廃棄物処理制御室又はサイトバンカ建物制御室

で記録，指示を行い，放射線レベルがあらかじめ設定した

値をこえたときは警報を発する。主なプロセス放射線モニ

タとして次のものがあり，その配置図を第 8.1－1 図に示

す。 

a． 格納容器雰囲気放射線モニタ 

事故時における放射性物質に対する放射能障壁の健全

性を把握するために格納容器エリア放射線量率の監視を

行う。検出器には電離箱を使用する。 

c． サイトバンカ建物排気筒モニタ（１号炉と共用，既

設） 

サイトバンカ建物排気筒から放出する気体廃棄物の監

視を行う。検出器にはＮａＩシンチレータを使用し，粒子

用フィルタを設けて粒子状放射性物質を連続的に捕集，測

定する。 

また，よう素用フィルタを設けて放射性よう素を連続的

に捕集し，定期的に回収，測定する。 

d． 空気抽出器排ガス・モニタ 

空気抽出器から放出する気体の放射線レベルを監視す

る。検出器には電離箱を使用する。 

e． 活性炭式希ガス・ホールドアップ塔排ガス・モニタ 

活性炭式希ガス・ホールドアップ塔通過後の空気抽出器

から放出する気体の放射線レベルを監視する。検出器には

ＮａＩシンチレータを使用する。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，原子炉格納容器内の放射性物質の濃度及び

線量当量率，主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気ター

ビン又は復水器に接続する放射性物質を内包する設備の

排ガス中の放射性物質の濃度，排気筒の出口又はこれに近

接する箇所における排気中の放射性物質の濃度を計測す

るためのプロセスモニタリング設備を設け，計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。また，計測結果を記録

し，及び保存することができる設計とする。 

原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排気筒の出口又はこ

れに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度及

び排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射

性物質の濃度は，試料採取設備により断続的に試料を採取

し分析を行い，測定結果を記録し，及び保存する。 

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に

開口部がある排水路を施設しないことから，排水路の出口

近傍における排水中の放射性物質の濃度を計測するため

の設備を設けない設計とする。 

プロセスモニタリング設備のうち，原子炉格納容器内の

線量当量率を計測する格納容器雰囲気放射線モニタ（ドラ

イウェル）及び格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッシ

ョンチェンバ）は，それぞれ多重性，独立性を確保した設

計とする。 

＜中略＞ 
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f． グランド蒸気排ガス・モニタ 

グランド蒸気復水器及び復水器の真空ポンプから放出

する気体の放射線レベルの監視を行う。検出器にはＮａＩ

シンチレータを使用する。 

g． 主蒸気管モニタ 

主蒸気中の放射線レベルを監視し，主蒸気管放射線高に

より原子炉スクラム信号を出すとともに主蒸気隔離弁を

閉鎖する。検出器には電離箱を使用する。 

h．換気系排気モニタ 

換気系排気中の放射線レベルを監視する。検出器にはＮ

ａＩシンチレータを使用する。 

i． 原子炉棟排気モニタ 

原子炉建物原子炉棟排気中の放射線レベルを監視し，原

子炉棟排気放射線高により非常用ガス処理系を起動させ

る。検出器にはＮａＩシンチレータ及び半導体検出器を使

用する。 

j． 燃料取替階放射線モニタ 

燃料取替階雰囲気中の放射線レベルを監視し，燃料取替

階放射線高により非常用ガス処理系を起動させる。検出器

には半導体検出器を使用する。 

k． 非常用ガス処理系排ガス・モニタ 

非常用ガス処理系から放出する気体廃棄物の監視を行

う。検出器には電離箱及びＮａＩシンチレータを使用す

る。 

また，サンプリング用のよう素及び粒子フィルタを設け

て，事故時には，放射性よう素及び粒子状放射性物質を定

期的に捕集し測定する。 

m． 原子炉補機冷却水モニタ 

原子炉補機冷却水中の放射線レベルの監視を行い，熱交

換器の細管漏えいを検知する。検出器にはＮａＩシンチレ

ータを使用する。 

n． 原子炉補機海水モニタ 

原子炉補機冷却系海水中の放射線レベルの監視を行う。

検出器にはＮａＩシンチレータを使用する。 
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(2) エリア放射線モニタリング設備 

エリア放射線モニタは建物内に設置し，中央制御室で記

録，指示を行い，放射線レベルがあらかじめ設定した値を

こえたときは，中央制御室及びその他必要な箇所で警報を

発するようにする。検出器には電離箱を使用する。 

エリア放射線モニタを設ける主な区域は次のとおりで

ある。 

a． 中央制御室（１号炉と共用，既設） 

b． 燃料取替階 

c． 原子炉浄化系の操作区域 

d． 制御棒駆動系の水圧制御ユニット区域 

e． 原子炉建物機器搬入口 

f． タービン発電機運転階 

g． 復水昇圧ポンプ区域 

h． 固体廃棄物ドラム詰操作区域 

i． 廃棄物処理制御室（１号炉と共用，既設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に，管理区域内において人が常時立ち入る場所その他

放射線管理を特に必要とする場所の線量当量率を計測す

るためのエリアモニタリング設備を設け，計測結果を中央

制御室に表示できる設計とする。また，計測結果を記録し，

及び保存することができる設計とする。 

＜中略＞ 
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重大事故等時の燃料プール上部の空間線量率を測定す

るための燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）（ＳＡ）については，ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの

冷却等のための設備に記載する。 

 

 

 

重大事故等チ(1)（ⅲ）-④時の原子炉格納容器内の放射

線量率をチ(1)（ⅲ）-⑤測定するための格納容器雰囲気放

射線モニタ（ドライウェル）及び格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（サプレッション・チェンバ）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の排出経路における放射性

物質濃度を測定するための第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）については，リ，(3)，(ⅱ)，

ｄ．水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備に記載する。 

 

 

緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低

減又は防止するための加圧判断ができるよう，放射線量を

監視，測定するための可搬式エリア放射線モニタについて

は，ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所に記載する。 

 

 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.2 設計方針 

＜中略＞ 

(4) 燃料プールの状態監視に用いる設備 

重大事故等時の燃料プール上部の空間線量率を測定す

るための燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）（ＳＡ）については，「4.2 使用済燃料貯蔵プール

の冷却等のための設備」に記載する。 

 

(5) 原子炉格納容器内の状態監視に用いる設備 

 

重大事故等時の原子炉格納容器内の放射線量率を測定

するための格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

及び格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ）については，「6.4 計装設備（重大事故等対処設備）」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 格納容器フィルタベント系の状態監視に用いる設備 

格納容器フィルタベント系の排出経路における放射性

物質濃度を測定するための第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）については，「9.5 水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」

に記載する。 

 

(7) 緊急時対策所の放射線量の測定に用いる設備 

緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低

減又は防止するための加圧判断ができるよう，放射線量を

監視，測定するための可搬式エリア放射線モニタについて

は，「10.8 緊急時対策所」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

重大事故等チ(1)（ⅲ）-④が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータとして，

原子炉格納容器内の線量当量率，最終ヒートシンクの確保

チ(1)（ⅲ）-⑤の監視及び燃料プールの監視に必要なパラ

メータを計測する装置を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ニ,(3),(ⅱ) 

燃料プールの冷却等の

ための設備」に示す。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅲ）-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅲ）

-④と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅲ）-⑤は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)（ⅲ）

-⑤を全て含んでおり，

整合している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「リ，(3)，

(ⅱ) ，d．水素爆発によ

る原子炉格納容器の破

損を防止するための設

備」に示す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ，(3)，

(ⅵ)緊急時対策所」に示

す。 
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チ(1)（ⅲ）-⑥プロセス放射線モニタリング設備       

チ(1)（ⅲ）-⑦一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8.1－1表 放射線管理設備の主要機器仕様 

(3) 放射線監視設備  

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

1. 放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。） 

 (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ(1)（ⅲ）-⑥a  チ(1)（ⅲ）-⑦a 
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チ(1)（ⅲ）-⑧エリア放射線モニタリング設備        

チ(1)（ⅲ）-⑨一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 放射線監視設備  

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑥a 及びチ(1)（ⅲ）-⑥b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑥を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑦a 及びチ(1)（ⅲ）-⑦b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑦を具体的に記載しており，整合している。 

なお，設置変更許可申請書（本文（五号））において許可を受けた「プロセスモニタリング設備」のうち「主蒸気管放射線モニタ」，「格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）」，

「格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）」，「排気筒低レンジ放射線モニタ」，「燃料取替階放射線モニタ」，「原子炉棟排気高レンジ放射線モニタ」，「非常用ガス処

理系排ガス高レンジ放射線モニタ」以外のプロセスモニタリング設備については，新規制基準対応設備を申請範囲としている本設工認の対象外である。 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑧を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑨は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑨を具体的に記載しており，整合している。 

なお，設置変更許可申請書（本文（五号））において許可を受けた「エリアモニタリング設備」のうち「原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア）」以外のエリアモニタリング設備

については，新規制基準対応設備を申請範囲としている本設工認の対象外である。 

チ(1)（ⅲ）-⑦b  チ(1)（ⅲ）-⑥b  

チ(1)（ⅲ）-⑨ チ(1)（ⅲ）-⑧ 
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チ-10           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

チ(1)（ⅲ）-⑩放射線サーベイ機器（１号，２号及び３号

炉共用，既設）     

チ(1)（ⅲ）-⑪一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 放射線監視設備  

 

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ(1)（ⅲ）-⑪ 

チ(1)（ⅲ）-⑩ 

整合性 

設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑩及びチ(1)（ⅲ）-⑪の「放射線サーベイ

機器（１号，２号及び３号炉共用，既設）一式」は設計及び工事の計画ではチ(1)（ⅲ）-⑩及び

チ(1)（ⅲ）-⑪の重大事故等時に使用する放射線サーベイ機器の記載と同義であり，整合してい

る。 

なお，設計基準事故のみに使用する放射線サーベイ機器は，新規制基準対応設備を申請範囲と

している本設工認の対象外である。 
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チ-11           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

チ(1)（ⅲ）-⑫燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ） 

チ(1)（ⅲ）-⑬（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等の

ための設備及びへ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

 

高レンジ 

個  数 １ 

 

低レンジ 

個  数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器

仕様 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

ａ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

 

高レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10１～10８mSv／h 

低レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10－３～10４mSv／h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ(1)（ⅲ）-⑫ 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑫は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅲ）-⑫と同義であり，整合している。 

・「燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）」及び「燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅲ）-⑬

を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理しており，整合している。 
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チ-12           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

 

チ(1)（ⅲ）-⑭（へ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

 

 

個  数 ２ 

 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

 

チ(1)（ⅲ）-⑭（へ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

 

 

個  数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) プロセス放射線モニタリング設備 

ａ．格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（通常運転時等） 

個  数 ２ 

計測範囲 10－２～10５Sv/h 

ｂ．格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（通常運転時等） 

個  数 ２ 

計測範囲 10－２～10５Sv/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「格納容器雰囲気放射

線モニタ（ドライウェ

ル）」及び「格納容器雰

囲気放射線モニタ（サプ

レッションチェンバ）」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけ

るチ(1)（ⅲ）-⑭を設計

及び工事の計画の「放射

線管理施設」のうち「放

射線管理用計測装置」に

整理しており，整合して

いる。 
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チ-13           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

チ(1)（ⅲ）-⑮第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ） 

チ(1)（ⅲ）-⑯（へ 計測制御系統施設の構造及び設備及

びリ，(3)，(ⅱ)，ｄ．水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備と兼用） 

 

高レンジ 

個  数 ２ 

 

低レンジ 

個  数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

可搬式エリア放射線モニタ 

チ(1)（ⅲ）-⑰（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

個  数        １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

高レンジ 

個  数 ２ 

計測範囲 10－２～10５Sv/h 

低レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10－３～10４mSv/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

ｂ． 可搬式エリア放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

種  類 半導体式検出器 

計測範囲 0.001～999.9mSv／h 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅲ）-⑮a及びチ(1)（ⅲ）-⑮bは，設置変更許可申請書（本文（五号））

のチ(1)（ⅲ）-⑮と同義であり，整合している。 

・「第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）」及び「第１ベントフィルタ出口放射線モニ

タ（低レンジ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅲ）-⑯を設計及び工事

の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理しており，整合している。 

整合性 

「可搬式エリア放射線モニタ」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅲ）-⑰を

設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理しており，整合し

ている。 

チ(1)（ⅲ）-⑮a 

チ(1)（ⅲ）-⑮b 
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チ-14           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅳ) 個人管理用測定設備及び測定機器（１号，２号及び

３号炉共用，既設） 

個人管理用測定機器 

一式 

ホール・ボディ・カウンタ 

一式 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 遮蔽設備 

 

 

 

 

 

 

放射線業務従事者等のチ(1)(ⅴ)－①被ばく線量を低減

するため，遮蔽設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8.1－1表 放射線管理設備の主要機器仕様 

 

(4) 個人管理用測定設備及び測定機器  

一式 

(4) 個人管理用測定設備及び測定機器 

一式 

 

 

 

 

 

1.  安全設計 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の 

方針 

1.10.1 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25年 12月 

25日申請）に係る実用発電用原子炉及びその附属施設の位 

置、構造及び設備の基準に関する規則への適合 

＜中略＞ 

(1) 発電用原子炉施設は，「実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則」に基づいて管理区域を定めるとともに

通常運転時，定期事業者検査時等において放射線業務従事

者が受ける線量が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告

示」に定められた線量限度を超えないようにし，不要の被

ばくを防止するような遮蔽及び機器の配置を行う設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.3 生体遮蔽装置等 

 

 

設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原子炉

施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる発電所周辺の空間線量率が，放射線業務従事者等のチ

(1)(ⅴ)－①放射線障害を防止するために必要な生体遮蔽

等を適切に設置すること及び発電用原子炉施設と周辺監

視区域境界までの距離とあいまって，発電所周辺の空間線

量率を合理的に達成できる限り低減し，周辺監視区域外に

おける線量限度に比べ十分に下回る，空気カーマで年間 50

μGyを超えないような遮蔽設計とする。 

発電所内における外部放射線による放射線障害を防止

する必要がある場所には，通常運転時の放射線業務従事者

の被ばく線量が適切な作業管理とあいまって，「核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」を満足できる遮蔽設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「個人管理用

測定機器」及び「ホー

ル・ボディ・カウンタ」

は，新規制基準対応設備

を申請範囲としている

本設工認の対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)

－①と同義であり，整合 

している。 
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チ-15           

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

a． 中央制御室遮蔽 

 

 

 

チ(1)(ⅴ)a.－①中央制御室遮蔽は，原子炉冷却材喪失

等の設計基準事故時に，中央制御室にとどまり必要な操

作，措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設

する。また，運転員の勤務形態を考慮し，事故後 30日間

において，運転員が中央制御室に入り，とどまっても，中

央制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央制御

室換気系等の機能とあいまって，100mSv を下回るよう設

計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるチ(1)(ⅴ)a.－②ために必要な遮

蔽設備として，中央制御室遮蔽を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 遮蔽設備 

8.3.4 主要設備 

8.3.4.5 中央制御室遮蔽 

(1) 通常運転時等 

中央制御室遮蔽は，制御室建物内に設置し，原子炉冷却

材喪失等の設計基準事故時に，中央制御室内にとどまり必

要な操作，措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよ

う施設する。また，運転員の勤務形態を考慮し，事故後 30

日間において，運転員が中央制御室に入り，とどまっても，

中央制御室遮蔽を透過する放射線による線量，中央制御室

に侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央制

御室換気系等の機能とあいまって，「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈」に示される 100mSvを下回る遮蔽とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるために必要な遮蔽設備として，中央

制御室遮蔽を設ける。中央制御室遮蔽については，「6.10 

制御室」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

 

 

チ(1)(ⅴ)a.－①中央制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が中央制御室に出入りするた

めの区域は，原子炉冷却材喪失等の設計基準事故時に，中

央制御室内にとどまり必要な操作及び措置を行う運転員

が過度の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤務形態

を考慮し，事故後 30 日間において，運転員が中央制御室

に入り，とどまっても，中央制御室遮蔽（「１号機設備，

１，２号機共用」（以下同じ。））を透過する放射線による

線量，中央制御室に侵入した外気による線量及び入退域時

の線量が，中央制御室の気密性並びに中央制御室空調換気

系，中央制御室遮蔽，原子炉二次遮蔽及び補助遮蔽の機能

とあいまって，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る

被ばく評価手法について（内規）」に基づく被ばく評価に

より，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する

規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に示され

る 100mSv を下回る設計とする。また，運転員その他の従

事者が中央制御室にとどまるため，気体状の放射性物質及

び中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換気設備の隔離その

他の適切に防護するための設備を設ける設計とする。 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても，中央制御

室送風機，中央制御室非常用再循環送風機，中央制御室非

常用再循環処理装置フィルタ，中央制御室待避室正圧化装

置（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮

蔽チ(1)(ⅴ)a.－②により，運転員が中央制御室にとどま

ることができる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)a.－①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)a.

－①を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)a.－②は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)a.

－②と同義であり，整合

している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

b． 中央制御室待避室遮蔽 

炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるチ(1)(ⅴ)b.－①放射性雲に

よる運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央

制御室待避室を設け，中央制御室待避室には，遮蔽設備と

して，中央制御室待避室遮蔽を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4.6 中央制御室待避室遮蔽 

炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出される放射性雲による運転員の被ば

くを低減するため，中央制御室内に中央制御室待避室を設

け，中央制御室待避室には，遮蔽設備として，中央制御室

待避室遮蔽を設ける。中央制御室待避室遮蔽については，

「6.10 制御室」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるチ(1)(ⅴ)b.－①a プルーム通

過時に，運転員の被ばくを低減するため，中央制御室待避

室には，遮蔽設備として，中央制御室遮蔽，中央制御室待

避室遮蔽を設ける設計とする。中央制御室待避室は，中央

制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）で正圧化すること

により，放射性物質が中央制御室待避室に流入することを

一定時間完全に防ぐことができる設計とする。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 

(1) 中央制御室機能 

e. 居住性の確保 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるチ(1)(ⅴ)b.－①b プルーム通

過時に，運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に

中央制御室待避室を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)b.－①a 及び

チ(1)(ⅴ)b.－①b は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のチ

(1)(ⅴ)b.－①と同義で

あり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室遮蔽 

チ(1)(ⅴ)b.－②（へ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用） 

チ(1)(ⅴ)b.－③一式 

中央制御室遮蔽は，チ(1)(ⅴ)b.－④設計基準事故時及 

び重大事故等時ともに使用する。 

第 8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(1) 中央制御室遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

厚  さ   mm以上 

材  料 普通コンクリート 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央

制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対

策所において従事者等の放射線防護を目的として設置す

るものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使

用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用

容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）

の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.3 生体遮蔽装置等 

＜中略＞ 

中央制御室遮蔽は，チ(1)(ⅴ)b.－④設計基準事故対処

設備であるとともに，重大事故等時においても使用するた

め，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針

を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散

を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことか

ら，重大事故等対処設備の基本方針のうち多様性及び独立

性並びに位置的分散の設計方針は適用しない。 

「中央制御室遮蔽」は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））におけるチ

(1)(ⅴ)b.－②を設計及

び工事の計画の「放射線

管理施設」のうち「生体

遮蔽装置」に整理してお

り，整合している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)b.－③は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)b.

－③を具体的に記載し

ており，整合している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)b.－④は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ) 

b.－④と同義であり，整

合している。 

チ(1)(ⅴ）b.-③
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

中央制御室待避室遮蔽 

チ(1)(ⅴ)b.－⑤（へ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用） 

チ(1)(ⅴ)b.－⑥一式 

第 8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(2) 中央制御室待避室遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時）

厚  さ 鉛  mm相当以上 

材  料 鉛及び鋼板 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央

制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対

策所において従事者等の放射線防護を目的として設置す

るものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使

用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用

容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）

の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料 

「中央制御室待避室遮

蔽」は，設置変更許可申

請書（本文（五号））に

おけるチ(1)（ⅴ）b.-

⑤を設計及び工事の計

画の「放射線管理施設」

のうち「生体遮蔽装置」

に整理しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅴ）b.-⑥は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)b.

－⑥を具体的に記載し

ており，整合している。 

チ(1)(ⅴ）b.-⑥
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

c． 緊急時対策所遮蔽 

重大事故等が発生した場合においても，緊急時対策所チ

(1)(ⅴ)c.－①で当該重大事故等に対処するために必要な

遮蔽設備として，緊急時対策所遮蔽を設置する設計とす

る。 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所換気空調チ

(1)(ⅴ)c.－②設備の機能とあいまって，居住性に係る判

断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が

７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

本設備については，ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所に記

載する。 

8.3.1 概要 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう，緊急時対策所の居住性を確保

するための遮蔽設備として，緊急時対策所遮蔽を設置する

設計とする。 

8.3.4.8 緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，緊急時対策所の気密性，緊急時対策所換気空調設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効線

量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

本設備については，「10.8 緊急時対策所」に記載する。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所チ

(1)(ⅴ)c.－①の居住性を確保するための設備として，緊

急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調系の設備，可搬式

モニタリングポスト及び可搬式エリア放射線モニタを設

置又は保管する設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の気密性及び緊急時

対策所換気空調チ(1)(ⅴ)c.－②系の機能とあいまって，

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7日間で

100mSvを超えない設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)c.－①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)c.

－①と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅴ)c.－②は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)c.

－②と同義であり，整合

している。 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ，(3)，

(ⅵ)緊急時対策所」に示

す。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所遮蔽 

チ(1)(ⅴ)c.－③（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

チ(1)(ⅴ)c.－④一式 

第 8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(3) 緊急時対策所遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

厚  さ    mm 

材  料 普通コンクリート 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央

制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対

策所において従事者等の放射線防護を目的として設置す

るものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使

用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用

容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）

の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料 

「緊急時対策書遮蔽」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけ

るチ(1)（ⅴ）c.-③を設

計及び工事の計画の「放

射線管理施設」のうち

「生体遮蔽装置」に整理

しており，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(1)（ⅴ）c.-④は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅴ)c.

－④を具体的に記載し

ており，整合している。 

チ(1)(ⅴ）c.-④
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅵ) 換気空調設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及びチ(1)(ⅵ)－①重大事故等時に発電所従業員に新

鮮な空気を送るとともに，空気中の放射性物質の除去低減

が可能なチ(1)(ⅵ)－②換気空調設備を設ける。 

チ(1)(ⅵ)－③中央制御室には，炉心の著しい損傷が発

生した場合においても運転員がとどまるために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

8.2 換気空調設備 

8.2.1 概要 

＜中略＞ 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

チ(1)(ⅵ)－①炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても，チ(1)(ⅵ)－②a 中央制御室送風機，中央制御室非常

用再循環送風機，中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タ，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制

御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽により，運転員が中央制

御室にとどまることができる設計とする。 

＜中略＞ 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，放射線障害を防止するため，発電所従業員

に新鮮な空気を送るとともに，空気中の放射性物質の除

去・低減が可能なチ(1)(ⅵ)－②b 換気設備を設ける設計と

する。 

＜中略＞ 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても，チ

(1)(ⅵ)－③中央制御室送風機，中央制御室非常用再循環

送風機，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ，中央

制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，

中央制御室待避室遮蔽により，運転員が中央制御室にとど

まることができる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)－①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)

－①と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)－②a 及びチ

(1)(ⅵ)－②b は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ) 

－②を具体的に記載し

ており，整合している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)－③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)

－③を具体的に記載し

ており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

a． 原子炉棟換気系，タービン建物換気系及び廃棄物処理

建物換気系 

チ(1)(ⅵ)a.－①原子炉棟換気系，タービン建物換気系

及び廃棄物処理建物換気系は，それぞれ原子炉建物，ター

ビン建物及び廃棄物処理建物チ(1)(ⅵ)a.－②に外気を

供給し，その排気を必要に応じてフィルタを通して排気筒

から大気へ放出する。 

8.2.4 主要設備 

(1) 原子炉棟換気系

原子炉棟換気系は，給気ファン，排気ファン，フィルタ

等で構成する。 

＜中略＞ 

(2) タービン建物換気系

タービン建物換気系は，給気ファン，排気ファン，フィ

ルタ等で構成する。

＜中略＞ 

(5) 廃棄物処理建物換気系

廃棄物処理建物換気系は，給気ファン，排気ファン，フ

ィルタ等で構成する。 

＜中略＞ 

8.2.2 設計方針 

＜中略＞ 

(1) 清浄区域は，汚染の可能性のある区域より正圧に保

ち，排気は汚染の可能性のある区域から行う。 

(2) 汚染の可能性のある区城からの排気は，フィルタを

通した後，排気筒から放出する。 

8.2.4  主要設備 

＜中略＞ 

2.2 換気設備 

2.2.3 原子炉棟空調換気系 

チ(1)(ⅵ)a.－①a 原子炉棟空調換気系は，送風機及び排

風機により，発電所通常運転中，原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）チ(1)(ⅵ)a.－②a 内の換気を行い，各建物内

を負圧に保ち，排気空気は，フィルタを通したのち，排気

筒から放出する。 

また，原子炉棟空調換気系の給気及び排気ダクトには，

それぞれ 2個の空気作動の隔離弁を設け，原子炉棟放射能

高等の信号により，隔離弁を自動閉鎖するとともに原子炉

棟空調換気系から非常用ガス処理系に切り替わることで

放射性物質の放散を防ぐ設計とする。 

2.2.4 タービン建物空調換気系 

チ(1)(ⅵ)a.－①b タービン建物空調換気系は，送風機及

び排風機により，発電所通常運転中，タービン建物内チ

(1)(ⅵ)a.－②b の換気を行い，各建物内を負圧に保ち，汚

染の可能性のある排気空気は，フィルタを通したのち，排

気筒から放出する。 

2.2.5 廃棄物処理建物空調換気系 

チ(1)(ⅵ)a.－①c 廃棄物処理建物空調換気系は，送風機

及び排風機により，発電所通常運転中，廃棄物処理建物チ

(1)(ⅵ)a.－②c 内の換気を行い，各建物内を負圧に保ち，

汚染の可能性のある排気空気は，フィルタを通したのち，

排気筒から放出する。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)a.－①a，チ

(1)(ⅵ)a.－①b及び 

チ(1)(ⅵ)a.－①cは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)a.

－①と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)a.－②a，チ

(1)(ⅵ)a.－②b及び 

チ(1)(ⅵ)a.－②cは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)a.

－②と同義であり，整合

している。 

743



チ-23

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

b． 中央制御室換気系 

中央制御室等の換気及び冷暖房チ(1)(ⅵ)b.－①を行

うための中央制御室換気系を設ける。 

中央制御室換気系チ(1)(ⅵ)b.－②には，通常のライン

の他，チャコール・フィルタを内蔵した非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニット及びチャコール・フィルタ・ブー

スタ・ファンからなる非常用ラインを設け，設計基準事故

時には外気との連絡口を遮断し，チャコール・フィルタを

通る系統隔離運転モードとし，運転員を放射線被ばくから

防護する設計とする。外部との遮断が長期にわたり，室内

の雰囲気が悪くなった場合には，外気をチャコール・フィ

ルタで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。

(3) 中央制御室換気系

＜中略＞ 

中央制御室換気系は，設計基準事故時に放射線業務従事

者等を内部被ばくから防護し，必要な運転操作を継続する

ことができるようにするため，他の換気系とは独立にし

て，外気との連絡口を遮断し，チャコール・フィルタを通

して再循環することができ，また，必要に応じて，外気を

チャコール・フィルタを通して取り入れることができる設

計とする。 

＜中略＞ 

中央制御室換気系は，再循環用ファン，チャコール・フ

ィルタ，排気ファン等で構成する。 

なお，本系統の電源は，外部電源喪失時に非常用電源に

切り替えることができる設計とする。 

2.2.1 中央制御室空調換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央制御室送風機，中

央制御室排風機，中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タ，中央制御室非常用再循環送風機等から構成するチ

(1)(ⅵ)b.－①中央制御室空調換気系により行う。 

＜中略＞ 

中央制御室空調換気系は，通常のラインの他，チ

(1)(ⅵ)b.－②粒子用高効率フィルタ及びチャコールフィ

ルタを内蔵した中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タ並びに中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用

ラインを設け，設計基準事故時には，中央制御室空調換気

系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉とすることにより外

気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環処理装置

フィルタを通る系統隔離運転モードとし，放射性物質を含

む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐことがで

き，運転員を放射線被ばくから防護する設計とする。外部

との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気が悪くなった場合

には，外気を中央制御室非常用再循環処理装置フィルタで

浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるプルーム通過時において，中央

制御室空調換気系は中央制御室外気取入調節弁（MV264-1）

を閉操作することで，外気との連絡口を遮断し，中央制御

室非常用再循環処理装置フィルタを通る系統隔離運転モ

ードとすることにより，中央制御室バウンダリを外気から

隔離可能な設計とする。 

中央制御室空調換気系の外気取入ダクト及び排気ダク

トの一部は中央制御室等とともに中央制御室バウンダリ

を形成しており，重大事故等発生時において中央制御室内

にとどまる運転員の被ばく線量を低減するために必要な

気密性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)b.－①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)b.

－①と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)b.－②は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)b.

－②を具体的に記載し

ており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガス，ばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対し，中央制御室換気系の

外気取入れを手動で遮断し，系統隔離運転モードに切り替

えることが可能な設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においてもチ

(1)(ⅵ)b.－③中央制御室に運転員がとどまるために必

要な換気空調設備として，中央制御室換気系は，粒子用高

効率フィルタ及びチャコール・フィルタを内蔵した非常用

チャコール・フィルタ・ユニット並びにチャコール・フィ

ルタ・ブースタ・ファンからなる非常用ライン及び中央制

御室外気取入調節弁を設ける。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても，中央制御

室に運転員がとどまるために必要な換気空調設備として，

中央制御室換気系を設ける。 

2.2.1 中央制御室空調換気系 

＜中略＞ 

中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対し，中央制御室空調換気

系の外気取入れを手動で遮断し，系統隔離運転モードに切

り替えることが可能な設計とする。 

＜中略＞ 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合においてもチ

(1)(ⅵ)b.－③，中央制御室送風機，中央制御室非常用再

循環送風機，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ，

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室

遮蔽，中央制御室待避室遮蔽により，運転員が中央制御室

にとどまることができる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)b.－③は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)b.

－③を具体的に記載し

ており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

チ(1)(ⅵ)b.－④再循環用ファン 

チ(1)(ⅵ)b.－⑤（へ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用） 

台  数 チ(1)(ⅵ)b.－⑥１（予備１） 

容  量 約 120,000m3/h/台 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主

要機器仕様 

(1) 中央制御室換気系

a． 再循環用ファン 

第8.2-1表  換気空調設備の主要仕様に記載する。 

第8.2-1表 換気空調設備の主要仕様 

(3) 中央制御室換気系

ａ．再循環用ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 120,000m3/h/台 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2. 換気設備(中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置するもの（非常用のものに限る。）並びに放射性物

質により汚染された空気による放射線障害を防止する目

的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置

する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-④と同義であり，整合している。 

・「中央制御室送風機」，「中央制御室非常用再循環送風機」及び「中央制御室非常用再循環処理装

置フィルタ」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅵ）b.-⑤を設計及び工事の

計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-⑥と同義であり，整合している。 

チ(1)(ⅵ）b.-④

チ(1)(ⅵ）b.-⑥

746



チ-26

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

チ(1)(ⅵ)b.－⑦チャコール・フィルタ・ブースタ・ファ

ン 

チ(1)(ⅵ)b.－⑧（へ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用） 

台  数 チ(1)(ⅵ)b.－⑨１（予備１） 

容  量 約 32,000m3/h/台 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主

要機器仕様 

(1) 中央制御室換気系

b． チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

第8.2-1表  換気空調設備の主要仕様に記載する。 

第8.2-1表 換気空調設備の主要仕様 

(3) 中央制御室換気系

b． チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

台  数 １（予備１） 

容  量 約32,000m3/h/台 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-⑦と同義であり，整合している。 

・「中央制御室非常用再循環送風機」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅵ）

b.-⑧を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，整合してい

る。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-⑨は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-⑨と同義であり，整合している。 

チ(1)(ⅵ）b.-⑦

チ(1)(ⅵ）b.-⑨
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

チ(1)(ⅵ)b.－⑩非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

チ(1)(ⅵ)b.－⑪（へ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用） 

基  数 １ 

粒子除去効率 99.9％以上（チ(1)(ⅵ)b.－⑫0.3μm

以上の粒子） 

よう素除去効率  95%以上（相対湿度 70％以下におい

て） 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主

要機器仕様 

(1) 中央制御室換気系

c． 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

基  数 １ 

チャコール・フィルタのベッド厚 約 50mm

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μm以上の粒子） 

よう素除去効率 95％以上（相対湿度 70％以下において） 

チ(1)(ⅵ）b.-⑩

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-⑩は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-⑩と同義であり，整合している。 

・「中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ」は，設置変更許可申請書（本文（五号））における

チ(1)（ⅵ）b.-⑪を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）b.-⑫は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

b.-⑫と同義であり，整合している。 

チ(1)(ⅵ）b.-⑫

748



チ-28

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

中央制御室差圧計 

チ(1)(ⅵ)b.－⑬（ヘ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用）

個  数 １ 

c． 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるチ(1)(ⅵ)c.－①放射性雲に

よる運転員の被ばくを低減するため，中央制御室待避室を

正圧化し，放射性物質が中央制御室待避室に流入すること

を一定時間完全に防ぐために必要な換気空調設備として，

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）を設ける。 

d． 中央制御室差圧計 

兼用する設備は以下のとおり 

・中央制御室（重大事故等時）

個  数 １ 

測定範囲 0～200Pa 

8.2.4 主要設備 

(4) 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出される放射性雲による運転員の被ば

くを低減するため，中央制御室待避室を正圧化し，放射性

物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間完全

に防ぐために必要な換気空調設備として，中央制御室待避

室正圧化装置（空気ボンベ）を設ける。 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能

（1）中央制御室機能 

e. 居住性の確保

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるため，中央制御室差圧計（個数 1，

計測範囲 0～200Pa）により，外気と中央制御室との間が正

圧化に必要な差圧を確保できていることを把握できる設

計とする。また，待避室差圧計（個数 1，計測範囲 0～200Pa）

により，中央制御室内と中央制御室待避室との間が正圧化

に必要な差圧を確保できていることを把握できる設計と

する。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作

動させる場合に放出されるチ(1)(ⅵ)c.－①プルーム通過

時に，運転員の被ばくを低減するため，中央制御室待避室

には，遮蔽設備として，中央制御室遮蔽，中央制御室待避

室遮蔽を設ける設計とする。中央制御室待避室は，中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）で正圧化することに

より，放射性物質が中央制御室待避室に流入することを一

定時間完全に防ぐことができる設計とする。 

「中央制御室差圧計」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけ

るチ(1)(ⅵ)b.－⑬を設

計及び工事の計画の「計

測制御系統施設」のうち

「中央制御室機能」に整

理しており，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)c.－①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)c.

－①と同義であり，整合

している。 
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チ-29

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

待避室差圧計 

チ(1)(ⅵ)c.－②（ヘ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用）

個  数 １ 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主

要機器仕様 

(2) 中央制御室待避室

a．待避室差圧計 

兼用する設備は以下のとおり 

・中央制御室（重大事故等時）

個  数 １ 

測定範囲 0～200Pa 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能

（1）中央制御室機能 

e. 居住性の確保

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるため，中央制御室差圧計（個数 1，

計測範囲 0～200Pa）により，外気と中央制御室との間が正

圧化に必要な差圧を確保できていることを把握できる設

計とする。また，待避室差圧計（個数 1，計測範囲 0～200Pa）

により，中央制御室内と中央制御室待避室との間が正圧化

に必要な差圧を確保できていることを把握できる設計と

する。 

＜中略＞ 

「待避室差圧計」は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））におけるチ

(1)(ⅵ)c.－②を設計及

び工事の計画の「計測制

御系統施設」のうち「中

央制御室機能」に整理し

ており，整合している。 

750



チ-30

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

空気ボンベ 

チ(1)(ⅵ)c.－③（ヘ，(5)，(ⅵ) 中央制御室と兼用）

本  数 15（予備 35） 

容  量 約 50L/本 

充填圧力 約 19.6MPa[gage] 

第 8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の

主要機器仕様 

(1) 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時）

本  数 15（予備 35） 

容  量 約 50L/本 

充填圧力 約 19.6MPa［gage］ 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2. 換気設備(中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置するもの（非常用のものに限る。）並びに放射性物

質により汚染された空気による放射線障害を防止する目

的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置

する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 

整合性 

・「中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））にお

けるチ(1)（ⅵ）c.-③を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理して

おり，整合している。 
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チ-31

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

d．緊急時対策所換気空調設備 

チ(1)(ⅵ)d.－①緊急時対策所の緊急時対策所換気空

調設備は，重大事故等時において，緊急時対策所内への希

ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するため適切

な換気設計を行い，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策

所遮蔽の性能とあいまって，居住性に係る判断基準である

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が７日間で

100mSv を超えない設計とする。なお，緊急時対策所換気

空調設備の設計にあたっては，緊急時対策所の建物の気密

性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また，緊急

時対策所外の火災により発生するばい煙又は有毒ガスに

対する換気設備の隔離及びその他の適切に防護するため

の設備を設ける設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所換気空調設備として，差圧

計を設置し，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット及びチ(1)(ⅵ)d.－②緊急時

対策所正圧化装置（空気ボンベ）を保管する設計とする。 

(7) 緊急時対策所換気空調設備

緊急時対策所換気空調設備は，重大事故等が発生した場

合において，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽

の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所換気空調設備として，緊急

時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタ

ユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差

圧計を設置及び保管する設計とする。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の気密性及びチ

(1)(ⅵ)d.－①a 緊急時対策所換気空調系の機能とあいま

って，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7

日間で 100mSvを超えない設計とする。 

＜中略＞ 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気空調系 

緊急時対策所換気空調系の設備として，緊急時対策所の

居住性を確保するため，緊急時対策所空気浄化送風機，緊

急時対策所空気浄化フィルタユニット，チ(1)(ⅵ)d.－②

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計を設置及び

保管する設計とする。空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）

は，プルーム通過時において，緊急時対策所を正圧化し，

希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素

濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持

するために必要な容量を保管する設計とする。 

チ(1)(ⅵ)d.－①b 緊急時対策所換気空調系は，緊急時対

策所の建物の気密性に対して十分な余裕を考慮した設計

とする。 

また，緊急時対策所外の火災により発生する燃焼ガス又

はばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換気設備の隔

離及びその他の適切に防護するための設備を設ける設計

とする。 

緊急時対策所換気空調系は，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し，機能を喪失しないようにするとともに緊急時対

策所の気密性とあいまって緊急時対策所の居住性に係る

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)d.－①a及び

チ(1)(ⅵ)d.－①bは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)d.

－①と同義であり，整 

合している。 

設計及び工事の計画の

チ(1)(ⅵ)d.－②は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のチ(1)(ⅵ)d.

－②を具体的に記載し

ており，整合している。 
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チ-32

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

差圧計 

チ(1)(ⅵ)d.－③（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

個  数 １ 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主

要機器仕様 

(3) 緊急時対策所換気空調設備

ａ．差圧計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

個  数 １ 

測定範囲 0～500Pa 

判断基準を満足する設計とする。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保

a. 居住性の確保

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に

加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要

な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができるとともに，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることがで

きるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策

所の居住性を確保する。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保

a. 居住性の確保

＜中略＞ 

差圧計（個数 1，計測範囲 0～500Pa）は，緊急時対策所

の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲を監視で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

「差圧計」は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））におけるチ(1)

（ⅵ）d.-③を設計及び

工事の計画の「緊急時

対策所」のうち「基本

設計方針」に整理して

おり，整合している。 
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チ-33

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所空気浄化送風機 

チ(1)(ⅵ)d.－④（ヌ，(3)，（ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

台  数 １（予備２） 

容  量 チ(1)(ⅵ)d.－⑤約 1,500m3/h/台 

第 8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の

主要機器仕様 

(2) 緊急時対策所換気空調設備

a． 緊急時対策所空気浄化送風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

台  数 １（予備２） 

容  量 約 1,500m3/h/台 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2. 換気設備(中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置するもの（非常用のものに限る。）並びに放射性物

質により汚染された空気による放射線障害を防止する目

的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置

する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 

 

 

 

 

チ(1)(ⅵ）d.-⑤

整合性 

・「緊急時対策所空気浄化送風機」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)（ⅵ）

d.-④を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，整合してい

る。 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）d.-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

d.-⑤と同義であり，整合している。 
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チ-34

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

チ(1)(ⅵ)d.－⑥（ヌ，(3)，（ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

型  式 チ(1)(ⅵ)d.－⑦横型 

基  数 １（予備２） 

容  量 チ(1)(ⅵ)d.－⑤約 1,500m3/h/基 

効  率 

単体除去効率 99.97％以上（0.15μm粒子）／ 

95％以上（有機よう素），99％以上（無機よう素） 

総合除去効率 99.99％以上（0.7μm粒子）／ 

99.75％以上（有機よう素），99.99％以上（無機よう素） 

b． 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

型  式 粒子用フィルタ／よう素用フィルタ 

基  数 １（予備２） 

容  量 約 1,500m3/h/基 

効  率 

単体除去効率 99.97％以上（0.15μm粒子）／ 

95％以上（有機よう素），99％以上（無機よう素） 

総合除去効率 99.99％以上（0.7μm 粒子）／ 

99.75％以上（有機よう素），99.99％以上（無機よう素） 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「緊急時対策所空気浄化フィルタユニット」は，設置変更許可申請書（本文（五号））における

チ(1)（ⅵ）d.-⑥を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，

整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）d.-⑦は，設計及び工事の計画の「第 7-2-3-4-3

図緊急時対策所空気浄化フィルタユニット構造図」であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）d.-⑤は，設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）

d.-⑤の緊急時対策所空気浄化送風機の容量と同じであり，整合している。 
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チ-35

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-1
-1
 R
0 
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チ(1)(ⅵ)d.－⑧緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）

チ(1)(ⅵ)d.－⑨（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用）

本  数 454（予備 86） 

容  量 約 50L/本 

充填圧力 約 19.6MPa[gage] 

c． 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

本  数 454（予備 86） 

容  量 約 50L/本 

充填圧力 約 19.6MPa［gage］ 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(1)（ⅵ）d.-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(1)（ⅵ）

d.-⑧と同義であり，整合している。 

・「空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(1)

（ⅵ）d.-⑨を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気設備」に整理しており，整合

している。 

チ(1)(ⅵ）d.-⑧
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(2) 屋外管理用の主要な設備の種類

チ(2)－①発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，発電所

外へ放出する放射性物質の濃度，発電所敷地内外の放射線

等を監視するためにチ(2)－②排気筒モニタ，液体廃棄物

処理系排水モニタ（１号及び２号炉共用，既設），チ(2)－

③敷地境界付近固定モニタリング設備（１号，２号及び３

号炉共用，既設），放射能観測車（１号，２号及び３号炉

共用，既設）及び気象観測設備（１号，２号及び３号炉共

用，既設）を設ける。 

8. 放射線管理施設

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.4 主要設備 

8.1.1.4.3 放射線監視設備 

(1) プロセス放射線モニタリング設備

プロセス放射線モニタは，連続的に放射線を測定し，中

央制御室，廃棄物処理制御室又はサイトバンカ建物制御室

で記録，指示を行い，放射線レベルがあらかじめ設定した

値をこえたときは警報を発する。 

主なプロセス放射線モニタとして次のものがあり，その配

置図を第8.1－1図に示す。 

ｂ． 排気筒モニタ 

排気筒から放出する気体廃棄物の監視を行う。検出器に

はＮａＩシンチレータ及び電離箱を使用する。また，サン

プリング用のよう素フィルタ及び粒子フィルタ並びにト

リチウム捕集装置を設けて放射性よう素，粒子状放射性物

質及びトリチウムを連続的に捕集し，定期的に回収，測定

する。 

ｌ． 液体廃棄物処理系排水モニタ（１号炉と共用，一部

既設） 

液体廃棄物処理設備の排水中の放射線レベルの監視を

行う。検出器にはＮａＩシンチレータを使用する。 

(3) 環境モニタリング設備（１号，２号及び３号炉共用，

既設） 

発電所敷地周辺の放射線監視設備として次のものを設

ける。 

ａ． 固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の連続監視を

行うためのモニタリング・ポスト６台及び空間放射線量測

定のため適切な間隔でモニタリングポイントを設定し，蛍

光ガラス線量計を配置する。 

＜中略＞ 

ｃ． 放射能観測車 

事故時等に発電所敷地周辺の空間放射線量率及び空気

中の放射性物質の濃度を迅速に測定するために，γ線サー

ベイ・メータ，ダスト・サンプラ及びよう素サンプラ等を

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，チ(2)－①周辺

監視区域境界付近の空間線量率等を監視するために，チ

(2)－②プロセスモニタリング設備，固定式周辺モニタリ

ング設備及び移動式周辺モニタリング設備を設ける設計

とする。また，風向，風速その他の気象条件を測定するた

め，環境測定装置を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，周辺監視区域境界付近の空間線量率を監視

及び測定するための固定式周辺モニタリング設備として

チ(2)－③モニタリングポスト（「１号機設備，１,２,３号

機共用」（以下同じ。））を設け，中央制御室及び緊急時対

策所に計測結果を表示できる設計とする。また，計測結果

を記録し，及び保存することができる設計とする。 

＜中略＞ 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度

を計測するための移動式周辺モニタリング設備として，空

気中の放射性粒子及び放射性よう素の濃度を測定するサ

ンプラと測定器を備えた放射能観測車（「１号機設備，１,

２,３号機共用，屋内に保管」（以下同じ。））を設け，測定

結果を表示し，記録し，及び保存することができる設計と

する。 

ただし，放射能観測車による断続的な試料の分析は，従

事者が測定結果を記録し，及びこれを保存し，その記録を

確認することをもって，これに代えるものとする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(2)－①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－①と同

義であり，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－②は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－②を全

て含んでおり，整合して

いる。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－③は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－③を具

体的に記載しており，整

合している。 
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搭載した無線通話装置付の放射能観測車を備える。 

ｄ．気象観測設備 

放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の一般公衆

の線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷地

内で風向，風速，日射量，放射収支量等を測定及び記録す

る設備を設ける。 

6. 計測制御系統施設

6.10 制御室 

6.10.1 通常運転時等 

6.10.1.4 主要設備 

6.10.1.4.1 中央制御室 

ａ．監視カメラ 

想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜巻，

降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，森林火

災，飛来物（航空機落下），近隣工場等の火災，船舶の衝

突）の影響について，昼夜にわたり発電所構内の状況（海

側，山側）を把握することができる暗視機能等を持った監

視カメラを設置する。 

ｂ．気象観測設備等の設置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の状況

を把握するため，風向，風速，気温，降水量等を測定する

気象観測設備を設置する。また，津波及び高潮については，

津波監視設備として取水槽水位計を設置する。 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度は，試料採取

設備により断続的に試料を採取し分析を行い，測定結果を

記録し，及び保存する。 

放射性気体廃棄物の放出管理，発電所周辺の一般公衆の

線量評価，一般気象データ収集及び発電用原子炉施設の外

部の状況を把握するための気象観測設備（「１号機設備，

１,２,３号機共用」（以下同じ。））を設け，計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。また，発電所敷地内に

おける風向及び風速の計測結果を記録し，及び保存するこ

とができる設計とする。 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るも

のにあっては次の事項 

（1）中央制御室機能 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能

c. 外部状況把握

発電用原子炉施設の外部の状況を把握するため，津波監

視カメラ（浸水防護施設の設備を計測制御系統施設の設備

として兼用（以下同じ。）），構内監視カメラ（このうちガ

スタービン発電機建物屋上に設置する構内監視カメラに

ついては，原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）

の設備を計測制御系統施設の設備として兼用（以下同

じ。）），風向，風速その他の気象条件を測定する気象観測

設備（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））

を設置し，津波監視カメラ及び構内監視カメラの映像，気

象観測設備のパラメータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から発電用原子炉施

設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できる

設計とする。 

津波監視カメラ及び構内監視カメラは暗視機能等を持

ち，中央制御室にて遠隔操作することにより，発電所構内

の周辺状況（海側及び山側）を昼夜にわたり把握できる設

計とする。 

なお，津波監視カメラ及びガスタービン発電機建物屋上

に設置する構内監視カメラは，地震荷重等を考慮し必要な
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チ(2)－④排気筒モニタ，液体廃棄物処理系排水モニタ

並びに敷地境界付近固定モニタリング設備のうちモニタ

リング・ポストについては，設計基準事故時における迅速

な対応のために必要な情報を中央制御室及び緊急時対策

所に表示できる設計とする。 

モニタリング・ポストは，チ(2)－⑤非常用所内電源に

接続し，電源復旧までの期間，電源を供給できる設計とす

る。 

8. 放射線管理施設

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.4 主要設備 

8.1.1.4.3 放射線監視設備 

(3) 環境モニタリング設備（１号，２号及び３号炉共用，

既設） 

発電所敷地周辺の放射線監視設備として次のものを設

ける。 

ａ． 固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の連続監視を

行うためのモニタリング・ポスト６台及び空間放射線量測

定のため適切な間隔でモニタリングポイントを設定し，蛍

光ガラス線量計を配置する。 

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続し，電

源復旧までの期間，電源を供給できる設計とする。 

強度を有する設計とするとともに，非常用電源（無停電交

流電源）又は代替交流電源設備から給電できる設計とす

る。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

チ(2)－④プロセスモニタリング設備，エリアモニタリ

ング設備及び固定式周辺モニタリング設備については，設

計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を

中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））及び緊急時

対策所に表示できる設計とする。 

＜中略＞ 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，周辺監視区域境界付近の空間線量率を監視

及び測定するための固定式周辺モニタリング設備として

モニタリングポスト（「１号機設備，１,２,３号機共用」（以

下同じ。））を設け，チ(2)－⑦中央制御室及び緊急時対策

所に計測結果を表示できる設計とする。また，計測結果を

記録し，及び保存することができる設計とする。 

モニタリングポストは，チ(2)－⑤外部電源が使用でき

ない場合においても，非常用ディーゼル発電設備により，

空間線量率を計測することができる設計とする。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－④は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－④を全

て含んでおり，整合して

いる。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑤は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑤と同

義であり，整合してい

る。 
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さらに，モニタリング・ポストは，専用の無停電電源装

置及び非常用発電機を有し，電源切替時の短時間の停電時

に電源を供給できる設計とする。なお，無停電電源装置及

び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確認する

ことができる。 

モニタリング・ポストから中央制御室及び中央制御室か

ら緊急時対策所チ(2)－⑥までのデータ伝送系は，多様性

を有する設計とする。チ(2)－⑦指示値は，中央制御室で

監視及び記録を行うことができる設計とする。また，緊急

時対策所でも監視することができる設計とする。 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上

昇した場合，直ちに中央制御室に警報をチ(2)－⑧発する

設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録するためにチ(2)－⑨必要な

重大事故等対処設備を保管する。重大事故等が発生した場

合に発電所において風向，風速その他の気象条件を測定

し，及びその結果を記録するために必要な重大事故等対処

設備を保管する。 

さらに，モニタリング・ポストは，専用の無停電電源装

置及び非常用発電機を有し，電源切替時の短時間の停電時

に電源を供給できる設計とする。なお，無停電電源装置及

び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確認する

ことができる。 

モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，モ

ニタリング・ポスト設置場所から中央制御室及び中央制御

室から緊急時対策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，指示値は，中央制御室で監視，記

録を行うことができる。また，緊急時対策所でも監視する

ことができる。 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上

昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とす

る。 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.1 概要 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録するために必要な重大事故等

対処設備を保管する。重大事故等が発生した場合に発電所

において風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその

結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管

する。 

＜中略＞ 

さらに，モニタリングポストは，モニタリングポスト用

無停電電源装置（１号機設備，１，２，３号機共用）及び

モニタリングポスト用発電機（１号機設備，１，２，３号

機共用）を有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を供

給できる設計とし，重大事故等が発生した場合には，非常

用ディーゼル発電設備に加えて，代替電源設備である常設

代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

モニタリングポストで計測したデータの伝送系は，モニ

タリングポストチ(2)－⑥設置場所から中央制御室及び中

央制御室から緊急時対策所間において有線系回線又は無

線系回線により多様性を有する設計とする。 

モニタリングポストは，その測定値が設定値以上に上昇

した場合，直ちに中央制御室に警報をチ(2)－⑧発信する

設計とする。 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録するために，チ(2)－⑨移

動式周辺モニタリング設備を保管する設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所において，風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するた

めに，環境測定装置を保管する設計とする。 

設置変更許可申請書（本

文（五号））の「給電状

態の確認」は，設置許可

のみの要求事項であり，

本設工認の対象外であ

る。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑥は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑥と同

義であり，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑦は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑦と文

章表現は異なるが，内容

に相違はないため整合

している。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑧は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑧と同

義であり，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑨は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑨を具

体的に記載しており，整

合している。 
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重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，チ(2)

－⑩及び測定し，並びにその結果を記録するための設備と

して，可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置及び

小型船舶を設ける。 

モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を

代替するチ(2)－⑪重大事故等対処設備として，可搬式モ

ニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，チ

(2)－⑫発電所敷地境界付近において，発電用原子炉施設

から放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポストを代

替し得る十分な個数を保管する。 

8.1.2.2 設計方針 

(1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備

a． 可搬式モニタリング・ポストによる放射線量の測定

及び代替測定 

＜中略＞ 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式モニタリング・ポスト

＜中略＞ 

ｃ． 放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射

線量の測定 

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設か

ら放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）

及び放射線量を測定するための重大事故等対処設備とし

て，放射能測定装置及び小型船舶を使用する。 

a． 可搬式モニタリング・ポストによる放射線量の測定

及び代替測定 

＜中略＞ 

モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を

代替する重大事故等対処設備として，可搬式モニタリン

グ・ポストを使用する。可搬式モニタリング・ポストは，

重大事故等が発生した場合に，発電所敷地境界付近におい

て，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とし，モニ

タリング・ポストを代替し得る十分な個数を保管する。

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を監視するためのチ(2)－⑩移動式周辺モニタ

リング設備として使用するＮａＩシンチレーションサー

ベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，α・β線サーベイ

メータ及び電離箱サーベイメータを設け，測定結果を記録

し，保存できるように測定値を表示できる設計とし，可搬

式ダスト・よう素サンプラ（個数 2（予備 1））及び小型船

舶（個数 1（予備 1））を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

モニタリングポストが機能喪失した場合にその機能を

代替するチ(2)－⑪移動式周辺モニタリング設備として使

用する可搬式モニタリングポストを設け，重大事故等が発

生した場合に，チ(2)－⑫周辺監視区域境界付近において，

発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

可搬式モニタリングポストの記録は，電磁的に記録，保

存し，電源喪失により保存した記録が失われず，必要な容

量を保存できる設計とする。 

＜中略＞ 

可搬式モニタリングポストは，モニタリングポストを代

替し得る十分な個数を保管する設計とする。また，指示値

は，衛星系回線により伝送し，緊急時対策所でデータ表示

装置（可搬式モニタリングポスト用）にて監視できる設計

とする。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑩は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑩を具

体的に記載しており，整

合している。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑪は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑪を具

体的に記載しており，整

合している。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑫は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑫と同

義であり，整合してい

る。 
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また，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発

生した場合に，発電所海側及び緊急時対策所付近におい

て，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ

又はダストモニタが機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として，チ(2)－⑬放射能測定装

置は，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺

において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の

濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できるように測定値を表示する設計とし，放射能観測

車を代替し得る十分な個数を保管する。 

また，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発

生した場合に，発電所海側及び緊急時対策所付近におい

て，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。可搬

式モニタリング・ポストで測定した放射線量は，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保

存する設計とする。また，記録は必要な容量を保存できる

設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの電源は，蓄電池を使用す

る設計とする。 

＜中略＞ 

ｂ． 放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の

代替測定 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ

又はダストモニタが機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として，放射能測定装置（ダス

ト・よう素サンプラの代替として可搬式ダスト・よう素サ

ンプラ，よう素モニタの代替としてＮａＩシンチレーショ

ン・サーベイ・メータ，ダストモニタの代替としてＧＭ汚

染サーベイ・メータ）を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電

所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計

とし，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保管する。 

＜中略＞ 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

可搬式モニタリングポストは，重大事故等が発生した場

合に，発電所海側及び緊急時対策所付近において，発電用

原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録できる設計とするとともに，緊

急時対策所内への希ガス等の放射性物質の浸入を低減又

は防止するための判断に用いる設計とする。 

可搬式モニタリングポストは，モニタリングポストを代

替し得る十分な個数を保管する設計とする。また，指示値

は，衛星系回線により伝送し，緊急時対策所でデータ表示

装置（可搬式モニタリングポスト用）にて監視できる設計

とする。 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ

又はダストモニタが機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として使用するチ(2)－⑬可搬式

ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーションサーベ

イメータ，ＧＭ汚染サーベイメータを設け，重大事故等が

発生した場合に，発電所及びその周辺において，発電用原

子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中）を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録し，保存できる

ように測定値を表示できる設計とし，放射能観測車を代替

し得る十分な個数を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑬は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑬を具

体的に記載しており，整

合している。 
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放射性物質の濃度及び放射線量を測定するためのチ(2)

－⑭重大事故等対処設備として，放射能測定装置は，重大

事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出

される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放

射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

るように測定値を表示する設計とする。発電所の周辺海域

においては，小型船舶をチ(2)－⑮用いる設計とする。 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速

その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するため

の設備として，可搬式気象観測装置を設ける。 

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替す

る重大事故等対処設備として，可搬式気象観測装置は，重

大事故等が発生した場合に，発電所において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計

とする。 

ｃ． 放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射

線量の測定 

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設か

ら放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）

及び放射線量を測定するための重大事故等対処設備とし

て，放射能測定装置及び小型船舶を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電

所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気

中，水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設

計とする。発電所の周辺海域においては，小型船舶を用い

る設計とする。 

＜中略＞ 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備

ａ． 可搬式気象観測装置による気象観測項目の代替測定 

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替す

る重大事故等対処設備として，可搬式気象観測装置を使用

する。 

可搬式気象観測装置は，重大事故等が発生した場合に，

発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できる設計とし，気象観測設備を代替し

得る十分な個数を保管する。 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

チ(2)－⑭a 重大事故等が発生した場合に発電所及びそ

の周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原

子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量

を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために，

移動式周辺モニタリング設備を保管する設計とする。 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を監視するためのチ(2)－⑭b 移動式周辺モニ

タリング設備として使用するＮａＩシンチレーションサ

ーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，α・β線サーベ

イメータ及び電離箱サーベイメータを設け，測定結果を記

録し，保存できるように測定値を表示できる設計とし，可

搬式ダスト・よう素サンプラ（個数 2（予備１））及び小型

船舶（個数 1（予備１））をチ(2)－⑮保管する設計とする。 

＜中略＞ 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

1.1.5 環境測定装置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所において，風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するた

めの設備として，可搬式気象観測装置（個数 1（予備 1））

を設ける設計とする。 

気象観測装置が機能喪失した場合にその機能を代替す

る重大事故等対処設備として使用する可搬式気象観測装

置は，重大事故等が発生した場合に発電所において，風向，

風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録でき

る設計とする。 

可搬式気象観測装置の記録は，電磁的に記録，保存し，

電源喪失により保存した記録が失われず，必要な容量を保

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑭a 及びチ(2)

－⑭b は，設置変更許可

申請書（本文（五号））

のチ(2)－⑭を具体的に

記載しており，整合して

いる。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑮は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑮と同

義であり，整合してい

る。 
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可搬式気象観測装置の指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリング・ポストは，チ(2)－⑯非常用所内電源に

接続しており，非常用所内電源が喪失した場合は，代替交

流電源設備である常設代替交流電源設備から給電できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備については，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替

電源設備に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式気象観測装置の指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

可搬式気象観測装置で測定した風向，風速その他の気象

条件は，電源喪失により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存する設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池を使用する設計と

する。 

＜中略＞ 

(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備 

 

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続してお

り，非常用所内電源が喪失した場合は，代替交流電源設備

である常設代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存できる設計とする。 

可搬式気象観測装置の指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所でデータ表示装置（可搬式気象観測装置

用）にて監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

モニタリングポストは，チ(2)－⑯外部電源が使用でき

ない場合においても，非常用ディーゼル発電設備により，

空間線量率を計測することができる設計とする。さらに，

モニタリングポストは，モニタリングポスト用無停電電源

装置（１号機設備，１，２，３号機共用）及びモニタリン

グポスト用発電機（１号機設備，１，２，３号機共用）を

有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設

計とし，重大事故等が発生した場合には，非常用ディーゼ

ル発電設備に加えて，代替電源設備である常設代替交流電

源設備から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑯は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑯と同

義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））

「ヌ,( 2),( ⅳ)代替電

源設備」に示す。 
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チ(2)－⑰排気筒モニタ 一式 

液体廃棄物処理系排水モニタ 一式 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.4.3 放射線監視設備 

(1) プロセス放射線モニタリング設備

ｂ．排気筒モニタ 

排気筒から放出する気体廃棄物の監視を行う。検出器に

はＮａＩシンチレータ及び電離箱を使用する。また，サン

プリング用のよう素フィルタ及び粒子フィルタ並びにト

リチウム捕集装置を設けて放射性よう素，粒子状放射性物

質及びトリチウムを連続的に捕集し，定期的に回収，測定

する。 

ｌ．液体廃棄物処理系排水モニタ（１号炉と共用，一部既

設） 

液体廃棄物処理設備の排水中の放射線レベルの監視を

行う。検出器にはＮａＩシンチレータを使用する。 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

1. 放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。） 

(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「液体廃棄物

処理系排水モニタ」は，

新規制基準対応設備を

申請範囲としている本

設工認の対象外である。 

チ(2)－⑰a

整合性 

設計及び工事の計画のチ(2)-⑰a 及びチ(2)-⑰b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(2)-

⑰を具体的に記載しており，整合している。 

チ(2)－⑰b
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チ(2)－⑱敷地境界付近固定モニタリング設備 

一式 

(3) 環境モニタリング設備（１号，２号及び３号炉共用，

既設） 

ａ． 固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の連続監視を

行うためのモニタリング・ポスト６台及び空間放射線量測

定のため適切な間隔でモニタリングポイントを設定し，蛍

光ガラス線量計を配置する。 

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続し，電

源復旧までの期間，電源を供給できる設計とする。さらに，

モニタリング・ポストは，専用の無停電電源装置及び非常

用発電機を有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を供

給できる設計とする。なお，無停電電源装置及び非常用発

電機による給電状態は中央制御室で確認することができ

る。 

モニタリング・ポストで測定したデータの伝送系は，モ

ニタリング・ポスト設置場所から中央制御室及び中央制御

室から緊急時対策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，指示値は，中央制御室で監視，記

録を行うことができる。また，緊急時対策所でも監視する

ことができる。 

モニタリング・ポストは，その測定値が設定値以上に上

昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とす

る。 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2. 放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。） 

整合性 

・設計及び工事の計画のチ(2)-⑱a 及びチ(2)-⑱b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のチ(2)-

⑱を具体的に記載しており，整合している。 

チ(2) -⑱b

チ(2) -⑱a
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放射能観測車 

チ(2)－⑲一式 

気象観測設備 

チ(2)－⑳一式 

ｃ． 放射能観測車 

事故時等に発電所敷地周辺の空間放射線量率及び空気

中の放射性物質の濃度を迅速に測定するために，γ線サー

ベイ・メータ，ダスト・サンプラ及びよう素サンプラ等を

搭載した無線通話装置付の放射能観測車を備える。 

ｄ． 気象観測設備 

放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の一般公

衆の線量評価並びに一般気象データ収集のため，発電所敷

地内で風向，風速，日射量，放射収支量等を測定及び記録

する設備を設ける。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度

を計測するための移動式周辺モニタリング設備として，空

気中の放射性粒子及び放射性よう素の濃度を測定するサ

ンプラと測定器を備えた放射能観測車（「１号機設備，１,

２,３号機共用，屋内に保管」（以下同じ。））チ(2)－⑲を

設け，測定結果を表示し，記録し，及び保存することがで

きる設計とする。 

ただし，放射能観測車による断続的な試料の分析は，従

事者が測定結果を記録し，及びこれを保存し，その記録を

確認することをもって，これに代えるものとする。 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るも

のにあっては次の事項 

（1）中央制御室機能 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能

c. 外部状況把握

発電用原子炉施設の外部の状況を把握するため，津波監

視カメラ（浸水防護施設の設備を計測制御系統施設の設備

として兼用（以下同じ。）），構内監視カメラ（このうちガ

スタービン発電機建物屋上に設置する構内監視カメラに

ついては，原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）

の設備を計測制御系統施設の設備として兼用（以下同

じ。）），風向，風速その他の気象条件を測定する気象観測

設備（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））

をチ(2)－⑳設置し，津波監視カメラ及び構内監視カメラ

の映像，気象観測設備のパラメータ及び公的機関からの地

震，津波，竜巻情報等の入手により中央制御室から発電用

原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把

握できる設計とする。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑲は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑲と同

義であり，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

チ(2)－⑳は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のチ(2)－⑳と同

義であり，整合してい

る。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬式モニタリング・ポスト 

チ(2)－㉑（ヌ，(3)，（ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

個  数 10（予備２） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

ａ． 移動式モニタリング設備 

(a) 可搬式モニタリング・ポスト

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション半導体 

計測範囲 10～10９nGy/h 

個  数 10（予備２） 

伝送方法 衛星系回線 

津波監視カメラ及び構内監視カメラは暗視機能等を持

ち，中央制御室にて遠隔操作することにより，発電所構内

の周辺状況（海側及び山側）を昼夜にわたり把握できる設

計とする。 

なお，津波監視カメラ及びガスタービン発電機建物屋上

に設置する構内監視カメラは，地震荷重等を考慮し必要な

強度を有する設計とするとともに，非常用電源（無停電交

流電源）又は代替交流電源設備から給電できる設計とす

る。 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

整合性 

・「可搬式モニタリング・ポスト」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるチ(2)－㉑を

設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理しており，整合

している。 
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チ(2)－㉒放射能測定装置 

一式（予備を含む。） 

(b) 放射能測定装置

(b-1) 可搬式ダスト・よう素サンプラ 

個  数 ２（予備１） 

(b-2) ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

計測範囲 ０～30ks－1

個  数 ２（予備１） 

(b-3) ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

種  類 ＧＭ管 

計測範囲 0～100kmin－１

個  数 ２（予備１） 

(b-4) α・β線サーベイ・メータ 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション 

プラスチックシンチレーション 

計測範囲 0～100kmin－１

個  数 １（予備１） 

(b-5) 電離箱サーベイ・メータ 

種  類 電離箱 

計測範囲 0.001～300mSv/h 

個  数 ２（予備１） 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を監視するための移動式周辺モニタリング設

備として使用するチ(2)－㉒aＮａＩシンチレーションサ

ーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，α・β線サーベ

イメータ及び電離箱サーベイメータを設け，測定結果を記

録し，保存できるように測定値を表示できる設計とし，可

搬式ダスト・よう素サンプラ（個数 2（予備 1））及び小型

船舶（個数 1（予備 1））を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

設計及び工事の計画の

チ(2)－㉒a～チ(2)－㉒

c は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のチ

(2)－㉒を具体的に記載

しており，整合してい

る。 

チ(2) -㉒b

チ(2) -㉒c
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小型船舶 

個  数  １（予備１） 

可搬式気象観測装置 

個  数 １（予備１） 

b． 小型船舶 

個  数 １（予備１） 

c． 可搬式気象観測装置 

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

個  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星系回線 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を監視するための移動式周辺モニタリング設

備として使用するＮａＩシンチレーションサーベイメー

タ，ＧＭ汚染サーベイメータ，α・β線サーベイメータ及

び電離箱サーベイメータを設け，測定結果を記録し，保存

できるように測定値を表示できる設計とし，可搬式ダス

ト・よう素サンプラ（個数 2（予備 1））及び小型船舶（個

数 1（予備 1））を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

1.1.5 環境測定装置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所において，風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するた

めの設備として，可搬式気象観測装置（個数 1（予備 1））

を設ける設計とする。 

＜中略＞ 
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リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

 

 

 

 

(1) 原子炉格納容器の構造 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒形のドライウェ

ル，円環形のサプレッション・チェンバ等からなる圧力抑

制形であり，その基礎は岩盤で支持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(1)-①原子炉格納容器は，「原子力規制委員会規則」に

基づき，設計，製作及び検査を行い，これらに適合する構

造とする。なお，必要に応じ日本産業規格，米国機械学会

規格等を援用する。 

原子炉格納容器の最低使用温度は10℃とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1 一次格納施設 

9.1.1.4.1.1 原子炉格納容器 

格納容器は，圧力容器，再循環ループ等を取り囲む上下

部半球胴部円筒形ドライウェル，円環形サプレッション・

チェンバ及びこれらを連絡するベント管，ベント・ヘッダ

並びにダウンカマで構成し， 

＜中略＞  

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.2 設計方針 

(9) 非延性破壊の防止 

非延性破壊を防止できるように，原子炉格納容器につい

ては，最低使用温度（10℃）より17℃以上低い温度で，ま

た，原子炉格納容器バウンダリに属する配管等は，最低使

用温度以下でそれぞれ実施した破壊じん性試験に適合す

る材料を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

＜中略＞ 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒形のドライウェル，

円環形のサプレッションチェンバ等からなる圧力抑制形であ

り，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想

定した場合であっても，残留熱除去系（格納容器冷却モード）

とあいまって，配管破断により放出される原子炉冷却材のエ

ネルギによる原子炉冷却材喪失時の圧力，温度及び設計上想

定された地震荷重に耐える設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時において，リ(1)-①原子炉格納容器バウンダリを構成する

機器は非延性破壊（脆性破壊）及び破断が生じない設計とす

る。 

非延性破壊（脆性破壊）に対しては，最低使用温度を考慮

した破壊じん性試験を行い，規定値を満足した材料を使用す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））第五号リ項

において，設計及び工事

の計画の内容は，以下の

とおり満足している。 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「原子炉格納

容器の基礎」は，本設工

認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(1)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））

リ(1)-①を具体的に記

載しており，整合してい

る。 
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(ⅰ) 形式 リ(1)-②圧力抑制形 

(ⅱ) 形状 ドライウェル 上下部半球胴部円筒形 

サプレッション・チェンバ 円環形 

 

 

(ⅲ) 寸法 

ドライウェル 

上部半球直径 リ(1)-③約23m 

円筒部直径 リ(1)-④約23m 

全高 リ(1)-⑤約37m 

サプレッション・チェンバ 

円環部中心線直径 リ(1)-⑥約38m 

円環部断面直径 リ(1)-⑦約9.4m 約9.4m 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 材料 

 リ(1)-⑩炭素鋼（ＪＩＳ Ｇ 3118 及びＪＩＳ Ｇ 

3115） 

 

第 9.1－1表 一次格納施設主要仕様 

(1) 原子炉格納容器 

形式 圧力抑制形 

形状 ドライウェル  上下部半球胴部円筒形 

サプレッション・チェンバ  円環形 

 

 

寸法  

ドライウェル 

上部半球直径 約 23m 

円筒部直径 約 23m 

全高 約 37m  

サプレッション・チェンバ 

円環部中心線直径 約 38m 

円環部断面直径 約 9.4m 

容積 

ドライウェル空間部（ベント管等を含む。） 約 7,900m3 

サプレッション・チェンバ空間部（最小） 約 4,700m3 

サプレッション・プール水量（最小） 約 2,800m3 

＜中略＞ 

材料 

炭素綱（ＪＩＳ Ｇ 3118 ３種（ＳＧＶ49）及び ＪＩ

Ｓ Ｇ 3115 ５種（ＳＰＶ50）） 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(1)-③ 

リ(1)-② 

リ(1)-④ 

リ(1)-⑤ 
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＜中略＞ 
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リ(1)-⑦ 

リ(1)-⑧ 
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【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

＜中略＞ 

原子炉格納容器は，上下部半球胴部円筒形のドライウェル，

円環形のサプレッションチェンバ等からなる圧力抑制形であ

り，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想

定した場合であっても，残留熱除去系（格納容器冷却モード）

とあいまって，配管破断により放出される原子炉冷却材のエ

ネルギによる原子炉冷却材喪失時の圧力，温度及び設計上想

定された地震荷重に耐える設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，設計基準

対象施設として容量約 4700m3，個数 1個を設置する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(1)-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-②と同義であり，整合し

ている。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-③を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-④を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑤を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑥を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑦を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑨を詳細に記載しており，

整合している。 
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(ⅴ) 主要貫通部 

配管貫通部，電気配線貫通部，所員用エア・ロック，リ

(1)-⑨機器搬入用ハッチリ(1)-⑩等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1 一次格納施設 

9.1.1.4.1.1 原子炉格納容器 

(4) 原子炉格納容器貫通部 

ａ．配管及び電気配線貫通部 

配管貫通部は，２種類に分けられる。１つは蒸気管のよ

うな高温配管用貫通部において熱膨張による変位のある

もの，又はその他の理由により貫通部において配管の変位

を許さなければならないものである。他の１つは変位を許

す必要のないものである。前者の配管に対しては，ベロー

ズ付配管貫通部を採用し，ベローズを保護するための保護

管を設ける。後者では，ベローズなし配管貫通部を採用し

て，それと溶接するかあるいは直接原子炉格納容器のノズ

ルに溶接する。 

ｂ．所員用エア・ロック及び機器搬入用ハッチ 

所員用エア・ロックは，二重ドアで構成し，これらの 

ドアは同時には開かないようにインターロックする。ドラ

イウェルへの機器搬入用ハッチ，ドライウェル上ぶた及び

サプレッション・チェンバ出入口は二重のガスケットでシ

ールする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

1. 原子炉格納容器に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑨a,リ(1)-⑨b 及びリ(1)-⑨c は，設計変更許可申請書（本文（五号））のリ

(1)-⑨を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(1)-⑩は，設計変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑩を具体的に記載して

おり，整合している。 
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リ(1)-⑨a  
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【原子炉格納施設】 

（要目表） 

1. 原子炉格納容器に係る次の事項 

(1) 原子炉格納容器本体の名称，種類，最高使用圧力，最高

使用温度，設計漏えい率，主要寸法，材料及び個数（ドライ

ウェル及びサプレッションプールの最高使用圧力，最高使用

温度，主要寸法及び材料を付記すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(1)-⑪で使用している条件は，設計値を用いることから，

設計及び工事の計画の原子炉格納容器等の設計と整合している。 

 

本文（十号） 

リ(1)-⑪原子炉格納容器等の形状に関する条件は設計

値を用いるものとする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ａ.(b)(b-1)(b-1-1)(b-1-1-1), 

ハ(2)(ⅱ)ａ.(b)(b-1)(b-1-1)(b-1-1-2), 

ハ(2)(ⅱ)ａ.(b)(b-2)(b-2-1) 
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(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏え

い率 

原子炉格納容器 

最高使用圧力※  リ(2)-①427kPa[gage] 

最高使用温度※  

ドライウェル   171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

漏えい率    0.5％/d以下 

リ(2)-②原子炉格納容器内空間部容積

に対し，常温，空気，最高使用圧力の 0.9

倍の圧力において 

※ 設計基準対象施設としての値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.1-1表 一次格納施設主要仕様 

(1) 原子炉格納容器 

＜中略＞ 

最高使用圧力   

ドライウェル 

（内圧） 4.35㎏/cm2g 

（外圧） 0.14㎏/cm2g 

サプレッション・チェンバ 

（内圧） 4.35㎏/cm2g 

（外圧） 0.14㎏/cm2g 

最高使用温度 

ドライウェル 171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

漏えい率 0.5％/d以下 

（原子炉格納容器内空間部容積に対し，常温，空気，最高

使用圧力の 0.9倍の圧力において） 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

1. 原子炉格納容器に係る次の事項 

(1) 原子炉格納容器本体の名称，種類，最高使用圧力，最高

使用温度，設計漏えい率，主要寸法，材料及び個数（ドライ

ウェル及びサプレッションプールの最高使用圧力，最高使用

温度，主要寸法及び材料を付記すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(2)-① 

リ(2)-② 

本文（十号） 

リ(2)-③原子炉格納容器からの漏えい量は，格納容器

圧力に応じた設計漏えい率をもとに評価する。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-1)(a-1-13)(a-1-13-4) 

(a-1-13-4-1), 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-2)(a-2-12)(a-2-12-6) 

(a-2-12-6-1), 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(b)(b-17)(b-17-4)(b-17-4-1) 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(2)-①は，0.427MPa＝427kPaとなり，設置変更許可申請書（本文（五号））

のリ(2)-①と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(2)-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(2)-②と同義であ

り，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のリ(2)-③で使用している条件は，設計漏えい率を用いて 

いることから，設計及び工事の計画の設計漏えい率と整合している。 
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原子炉格納容器は，重大事故等時において，設計基準対

象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える

リ(2)-④ことが想定されるが，重大事故等時においては設

計基準対象施設としての最高使用圧力の２倍の圧力及び

200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.2 重大事故等時 

9.1.2.1 原子炉格納容器 

9.1.2.1.1 概要 

 

 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時において，

設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温

度を超える可能性があるが，設計基準対象施設としての最

高使用圧力の２倍の圧力及び 200℃の温度以下で閉じ込

め機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1 一次格納施設 

9.1.1.4.1.1 原子炉格納容器 

(3) 真空破壊装置 

真空破壊装置は，冷却材喪失事故後ドライウェル内蒸気

の凝縮がすすみ，ドライウェル圧力がサプレッション・チ

ェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に働

き，サプレッション・プール水のドライウェルへの逆流，

あるいはドライウェルの外圧による破損を防止するため

のものである。 

〈中略〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

＜中略＞ 

原子炉格納容器は，リ(2)-④想定される重大事故等時にお

いて，設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用

温度を超える可能性があるが，設計基準対象施設としての最

高使用圧力の 2倍の圧力及び 200℃の温度で閉じ込め機能を損

なわない設計とする。 

 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

原子炉冷却材喪失事故後，ドライウェル圧力がサプレッシ

ョンチェンバ圧力より低下した場合にドライウェルとサプレ

ッションチェンバ間に設置された8個の真空破壊装置が，圧力

差により自動的に働き，サプレッションチェンバのプール水

の逆流及びドライウェルの外圧による破損を防止できる設計

とする。 

なお，発電用原子炉の運転時に原子炉格納容器に窒素を充

てんしていることなどから，原子炉格納容器外面に受ける圧

力が設計を超えることはない。 

想定される重大事故等時において，ドライウェル圧力がサ

プレッションチェンバ圧力より低下した場合に，ドライウェ

ルとサプレッションチェンバ間に設置された8個の真空破壊

装置が，圧力差により自動的に働き，サプレッションチェン

バのプール水の逆流及びドライウェルの外圧による破損を防

止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(2)-④は，設置変更許

可申請書（本文（五号））

のリ(2)-④と同義であ

り，整合している。 
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(3) 非常用格納容器保護設備の構造 

(ⅰ)設計基準対象施設 

ａ．格納容器内ガス濃度制御系 

冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内で発生するリ(3) 

(ⅰ)-①おそれのある水素の燃焼反応を防止するため，可

燃性ガス濃度制御系を設け，リ(3)(ⅰ)-②水素及び酸素濃

度を制御する。また，リ(3)(ⅰ)-③原子炉運転中には窒素

ガス制御系で原子炉格納容器内に窒素ガスを充てんして

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.4.1.2 格納容器内ガス濃度制御系 

(1) 可燃性ガス濃度制御系 

 

本系統は，１系統が100％処理容量をもつ完全独立な２

系統で構成する。各系統は，ブロワ，加熱器，熱反応式再

結合器，冷却器，配管・弁類及び計測制御装置で構成する。

第9.1－3図に系統図を示す。 

本系統は，事故後30分以内に中央制御室から手動操作に

より，再結合器の加熱を開始し，３時間の暖機運転後に系

統機能を発揮する。 

すなわち，ドライウェルのガスをブロワによって吸気

し，電気加熱器で加熱し，再結合器でガス中の水素と酸素

を再結合させる。再結合器内のガスは加熱器からの入熱及

び再結合器内の水素及び酸素の反応熱を受けることによ

り加熱され，718℃（1,325°Ｆ）に制御される。再結合器

を出たガス及び再結合反応により生じた水蒸気は，冷却器

で冷却凝縮した後，サプレッション・チェンバにもどすよ

うに設計する。 

本系統の作動により，ドライウェルのガスがサプレッシ

ョン・チェンバに移行することとなるが，サプレッショ

ン・チェンバの圧力が上昇すると真空破壊装置が自動的に

作動し，再びドライウェルにガスがもどるようになってい

る。 

＜中略＞ 

(2) 窒素ガス制御系 

本系統は，通常運転中，原子炉格納容器内の酸素濃度を

低く保つために，あらかじめ原子炉格納容器内の空気を窒

素ガスで置換するとともに，運転中の漏えい分の補給は，

窒素ガス置換設備の液体窒素貯蔵タンクに貯蔵した窒素

ガスにより行う。 

なお，本系統は工学的安全施設ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可燃性ガス濃度の抑制 

 

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内で発生するリ

(3)(ⅰ)-①水素及び酸素の反応を防止するため，可燃性ガス

濃度制御系を設け，リ(3)(ⅰ)-③a 窒素ガス制御系により原子

炉格納容器内に窒素を充てんすることとあいまって，リ

(3)(ⅰ)-②可燃限界に達しないための制限値である水素濃度

4vol%未満又は酸素濃度 5vol%未満に維持できる設計とする。 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

窒素ガス制御系は，水素及び酸素の反応を防止するため，

リ(3)(ⅰ)-③bあらかじめ原子炉格納容器内に窒素を充てん

することにより，水素濃度及び酸素濃度を可燃限界未満に保

つ設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるように，発電用

原子炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒素ガス制御系によ

り常時不活性化する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅰ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅰ)-①と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅰ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅰ)-②を

具体的に記載しており， 

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅰ)-③a及びリ

(3)(ⅰ)-③bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅰ)-③と 

同義であり，整合してい

る。 
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(a) 可燃性ガス濃度制御系 

１）系統数 ２（うち１系統は予備） 

２）容量 リ(3)(ⅰ)a.-①約 260Nm3/h/系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.1－2表 格納容器内ガス濃度制御系主要仕様 

 

 

 

 

(1) 可燃性ガス濃度制御系 

系統数 ２（うち１系統は予備） 

系統設計流量 約 255Nm3/h/系統 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 

(7.2) 可燃性ガス濃度制御系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅰ)a.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ）） の リ

(3)(ⅰ)a.-①とを具体

的に記載しており，整合

している。 

リ(3)(ⅰ)a.-① 
本文（十号） 

ドライウェルから可燃性ガス濃度制御系への吸込み

流量は 255m3/h（１系統当たり）とする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅳ)ｂ.(h)， 
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(b) 窒素ガス制御系 

窒素ガス置換設備 一式 

 

 

 

 

 

ｂ．格納容器冷却系 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)-①格納容器冷却系は，冷却材喪失事故時に原

子炉格納容器内の温度及び圧力を低減するために設ける。 

リ(3)(ⅱ)-②この系は，サプレッション・チェンバのプ

ール水をリ(3)(ⅱ)-③残留熱除去系の熱交換器で冷却し，

ドライウェル及びサプレッション・チェンバ内にスプレイ

する。 

リ(3)(ⅱ)-④この系は，残留熱除去系を格納容器冷却モ 

ードとして運転するものであり， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 窒素ガス制御系 

液体窒素貯蔵タンク 

基数 １ 

 

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1 一次格納施設 

9.1.1.4.1.3 格納容器冷却系 

 

 

冷却材喪失事故後，サプレッション・プール水は，本系

統によってドライウェル内及びサプレッション・チェンバ

内にスプレイされる。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，水位がベント管

口に達した後はベント管を通って，サプレッション・チェ

ンバ内にもどり，サプレッション・チェンバ内にスプレイ

された水とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却された

後，再びスプレイされる。 

本系統は，「5.2 残留熱除去系」の運転モードの１つ 

である格納容器冷却モードであり，第 5.2－4図に示すよ

うに完全に独立な２系統で構成し，１系統で再循環配管破

断による冷却材流出のエネルギ，崩壊熱及び燃料の過熱に

伴う燃料被覆管（ジルカロイ）と水との反応による発生熱

を除去し，格納容器内圧力及び温度が原子炉格納容器の最

高使用圧力及び最高使用温度をこえるのを防ぐことがで

きるようにする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容

器冷却モード）） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の

際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原

子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するため，リ

(3)(ⅱ)-③原子炉格納容器内において発生した熱を除去する

設備として，残留熱除去系（格納容器冷却モード）を設ける

設計とする。 

リ(3)(ⅱ)-①残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原

子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定した

場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故時の原子

炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最高使用温度を超

えないようにし，かつ，原子炉格納容器の内圧を速やかに下

げて低く維持することにより，放射性物質の外部への漏えい

を少なくする設計とする。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の

際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいするこ

とによる敷地境界外の実効線量が「発電用軽水型原子炉施設

の安全評価に関する審査指針（平成 2年 8月 30 日原子力安全

委員会）」に規定する線量を超えないよう，当該放射性物質

の濃度を低減する設備として残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）を設置する。 

リ(3)(ⅱ)-②残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，原

子炉冷却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレ

イすることにより，環境に放出される放射性物質の濃度を減

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））の「窒素ガ

ス置換設備」は，新規制

基準対応設備を申請範

囲としている本設工認

の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)-①を

具体的に記載しており， 

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)-②と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)-③は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)-③と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)-④は，設置変

更許可申請書（本文（五
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主要設備については，「ホ 原子炉冷却系統施設の構造及

び設備，(4) その他の主要な事項，(ⅰ) 残留熱除去系」

に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器冷却系の主要な設計仕様については，「5.2 残留

熱除去系」に記述する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少させる設計とする。 

＜中略＞ 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.1) リ(3)(ⅱ)-④原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除

去系（格納容器冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号））のリ(3)(ⅱ)-④と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ホ,(4),(ⅰ)

残留熱除去系」に示す。 
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(ⅱ) 重大事故等対処設備 

ａ．原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷

却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止

するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ためリ(3)(ⅱ)a.-①に必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基

準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため

に原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するために原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるためのリ

(3)(ⅱ)a.-②設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

 (a) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容

器内冷却に用いる設備 

(a-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(a-1-1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉

格納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場

合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子

炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由してリ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-1)(a-1-1)-①格納容器スプレイ・ヘッダからドラ

9.2 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.2.1 概要 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷

却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止

するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

9.2.2 設計方針 

 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基

準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため

に原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するために原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるための設備

として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代

替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器 

内冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場

合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系

（常設）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準

事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させるため，また，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるためリ(3)(ⅱ)a.-①の重大事故等対

処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準

事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させるため，また，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるためのリ(3)(ⅱ)a.-②重大事故等対

処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）を設ける設計とする。 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

 

 

 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機

能喪失した場合及び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障により残留熱除去系（格

納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)a. 

-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.-②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)a. 

-②と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-1)- ①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a. 
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イウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，リ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-1)-②非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-1-2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した

場合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を残

留熱除去系を経由してリ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)(a-1-2)-①格

納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイす

ることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ことができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-2)-②代替淡水源が枯渇した場合において，重

大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大量送

水車により海を利用できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-2)-③非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，大

量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダから

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した

場合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させること

ができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備である大量送水車により海を利用できる設計と

する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給設備であ

るガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

備として使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧

原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由してリ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)(a-1-1)-①

原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にスプレイす

ることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるこ

とができる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，系統構成に使用する電動弁は，リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-1)-②非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器の冷却 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機

能が喪失した場合及び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷

却系機能喪失によるサポート系の故障により残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

大量送水車により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由し

てリ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)(a-1-2)-①原子炉格納容器スプレイ

管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成に使用

する電動弁は，リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)(a-1-2)-③非常用ディー

ゼル発電設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

(a)(a-1)(a-1-1)-①と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-1)- ②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-1)-②と同義

であり，整合している。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-2)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a. 

(a)(a-1)(a-1-2)-①と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-2)-②a及びリ(3) 

(ⅱ)a.(a)(a-1)(a-1-2)

-②bは，設置変更許可申

請書（本文（五号））の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-2)-②と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1) 

(a-1-2)-③は，設置変更
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＜中略＞ 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重

大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タン

クを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源と

は別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を設ける。また，淡水が枯渇した場合又は土

石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）が使用できない場合に，海を水源として利用できる設

計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，大量送水車を設ける。また，海を

利用するために必要な設備として，大量送水車を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプ

については，複数箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ｅ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合

又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できない場合に，低圧原子炉代替注水槽

へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子

炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬

型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，

また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）の水源として海を利用す

るための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用す

る。 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給す

るために必要な重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッションチェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを

重大事故等の収束に必要となる水源として設ける設計とす

る。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替

淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

設ける設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合に，

海を水源として利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，リ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-2)-②a淡水が枯渇した場合又は土石流の発生によ

り輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できな

い場合に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源

であるとともに，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容

器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），

格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水

系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の水源

として，さらに，原子炉補機代替冷却系及び原子炉建物放水

設備の水源として利用できる設計とする。 

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-1)(a-1-2)-③と同義

であり，整合している。 
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(a-2) サポート系故障時に用いる設備 

(a-2-1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子 

炉格納容器の冷却 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，リ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-2)(a-2-1)-①(a-1-1) 格納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格納容器の冷却と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原

子炉建物放水設備の大型送水ポンプ車の水源として，海を

使用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.2 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.2.2 設計方針 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，「(1)ａ．

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器の冷却」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

5.9.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重

大事故等の収束に必要となる十分な量のリ(3)(ⅱ)a.(a)(a- 

1)(a-1-2)-②b水を供給するために必要な設備として，大量送

水車を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大量送水車

を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可搬型の

ホース，大量送水車については，複数箇所に分散して保管す

る。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機

能喪失した場合及び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障により残留熱除去系（格

納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設

備として使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，リ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-2) (a-2-1)-①低圧原子炉代替注水ポンプに

より，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由し

て原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にスプレイ

することで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ことができる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，系統構成に使用する電動弁は，非常用ディーゼル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2) 

(a-2-1)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-2)(a-2-1)-① を具

体的に記載しており，整

合している。 
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(a-2-2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子 

炉格納容器の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に 

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)(a-2-2)-①(a-1-2) 格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却と同じであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-2-3) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格

納容器冷却モード）の復旧 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)(a-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，「(1)

ａ．(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容 

器冷却モード）の復旧 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（格納

発電設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等

対処設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器の冷却 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機

能が喪失した場合及び全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷

却系機能喪失によるサポート系の故障により残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)(a-2-2)-①大量送水車により，代替淡水

源の水を残留熱除去系を経由して原子炉格納容器スプレイ管

からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成に使用

する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，大量送

水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の流路として，設計基

準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故

等対処設備として使用することから，流路に係る機能につい

て重大事故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容

器冷却モード）） 

＜中略＞ 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備として，想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（格納容器冷却モード）が使用できる場合は重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2) 

(a-2-2)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-2)(a-2-2)-①を具体

的に記載しており，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2) 

(a-2-3)- ①は，設置変

更許可申請書（本文（五
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-①を使用し，残留熱除去系（格納容器冷却モード）を復

旧する。 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水をドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-2-4) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）の復旧 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール水冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，常設代替交流電源設備リ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-2)(a-2-4)-①を使用し，残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モード）を復旧する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧

し，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，

サプレッション・チェンバのプール水を冷却することで原

容器冷却モード）を復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水をドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉 

補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレ

ッション・プール水冷却モード）の復旧 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール水冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残

留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を復

旧する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧

し，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，

サプレッション・チェンバのプール水を冷却することで原

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が，

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサ

ポート系の故障により起動できない場合の重大事故等対処設

備としてリ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)(a-2-3)-①使用する残留熱除

去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流電源設備から

の給電により復旧できる設計とする。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポンプに

よりサプレッションチェンバのプール水をドライウェル内及

びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで原子炉格

納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給できる設

計とする。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，設計基準事故対

処設備であるとともに重大事故等時においても使用するた

め，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を

適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大

事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分

散等」に示す設計方針は適用しない。 

＜中略＞ 

3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）） 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格納容器内冷却に用

いる設備のうち，残留熱除去系（サプレッションプール水冷

却モード）が，全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機

能喪失によるサポート系の故障により起動できない場合の重

大事故等対処設備としてリ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)(a-2-4)-①使

用する残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により復旧できる設計

とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電

源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-2)(a-2-3)-①と同義

であり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2) 

(a-2-4)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(a) 

(a-2)(a-2-4)-①と同義

であり，整合している。 
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子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納

容器内冷却に用いる設備 

(b-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(b-1-1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉

格納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）は，

子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納

容器内冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）を使

障により，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用す

る残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により復旧できる設計とす

る。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留

熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，サプレッシ

ョンチェンバのプール水を冷却することで原子炉格納容器を

冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給できる設

計とする。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，

設計基準事故対処設備であるとともに重大事故等時において

も使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示

す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位

置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこ

とから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様

性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

原子炉格納容器安全設備のうち，サプレッションチェンバ

のプール水を水源として原子炉格納容器除熱のために運転す

るポンプは，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに，冷却

材中の異物の影響について「非常用炉心冷却設備又は格納容

器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」

（平成 20・02・12 原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力

安全・保安院制定））によるろ過装置の性能評価により，重大

事故等時に想定される最も小さい有効吸込水頭においても，

正常に機能する能力を有する設計とする。 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合及び全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-1)-①は，設置変更
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低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽

の水を残留熱除去系等を経由してリ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-1)-①格納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内

にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計

とする。 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-1)-②非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，(a-1-1) 格納容器代替スプ 

レイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却に記載する。 

 

 

 

 (b-1-2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

は，大量送水車により，代替淡水源の水を残留熱除去系を

経由してリ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-2)-①格納容器スプレ

イ・ヘッダからドライウェル内にスプレイすることで，原

用する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原

子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダから

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるこ

とができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(a) 格納容器代替

スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却」に記載

する。 

 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替

スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，

低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由してリ

(3)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-1)-①原子炉格納容器スプレイ管か

らドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることが

できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，系統構成に使用する電動弁は，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-1)-②非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用す

る設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，低圧原子炉代替注水槽を

水源として原子炉格納容器冷却のために運転するポンプは，

低圧原子炉代替注水槽の圧力及び温度により，想定される最

も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納 

容器の冷却 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合及び全交流動

力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代

替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-1)-①と同義

であり，整合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-1)-②は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-1)-②と同義

であり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「(a-1-1) 格

納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格

納容器の冷却」に示す。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-2)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-①と同義
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子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-2)-②また，スプレイした水

が原子炉格納容器下部へ流入することで，溶融炉心が落下

するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位

を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計

とする。 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-③代替淡水源が枯渇した場合において，重

大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大量送

水車により海を利用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

また，スプレイした水が原子炉格納容器下部へ流入する

ことで，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に

あらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融

炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備である大量送水車により海を利用できる設計と

する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給設備であ

るガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(b) 格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」に記

載する。 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

 

 

の水を残留熱除去系を経由してリ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1 

-2)-①原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にスプ

レイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

＜中略＞ 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を残留

熱除去系を経由して原子炉格納容器スプレイ管からリ(3) 

(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-2)-②ドライウェル内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するまで

に原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保すると

ともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

であり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-2)-②は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-②と同義

であり，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-2)-③は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-③と同義

であり，整合している。 
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重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重

大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タン

クを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源と

は別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を設ける。また，淡水が枯渇した場合又は土

石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）が使用できない場合に，海を水源として利用できる設

計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，大量送水車を設ける。また，海を

利用するために必要な設備として，大量送水車を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプ

については，複数箇所に分散して保管する。 

＜中略＞ 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ｅ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合

又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できない場合に，低圧原子炉代替注水槽

へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子

炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬

型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，

また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）の水源として海を利用す

るための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用す

る。 

大量送水車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原

子炉建物放水設備の大型送水ポンプ車の水源として，海を

使用する。 

＜中略＞ 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給す

るために必要な重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッションチェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを

重大事故等の収束に必要となる水源として設ける設計とす

る。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替

淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

設ける設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合に，

海を水源として利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-③淡水が枯渇した場合又は土石流の発生によ

り輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できな

い場合に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源

であるとともに，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容

器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），

格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水

系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の水源

として，さらに，原子炉補機代替冷却系及び原子炉建物放水

設備の水源として利用できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 
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格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-④非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，大

量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，(a-1-2) 格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.2 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.2.2 設計方針 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納

容器内冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

＜中略＞ 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(b) 格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」に記

5.9.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため

に必要な設備として，大量送水車を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大量送水車

を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可搬型の

ホース，大量送水車については，複数箇所に分散して保管す

る。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納 

容器の冷却 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成に使用

する電動弁は，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-2)-④非常用ディー

ゼル発電設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，大量送水車は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西１），輪谷

貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納容器冷却のために

運転するポンプは，輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２），

海の圧力及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水

頭においても，正常に機能する能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-1) 

(b-1-2)-④は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-1)(b-1-2)-④と同義

であり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「(a-1-2)
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(b-2) サポート系故障時に用いる設備 

(b-2-1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉

格納容器の冷却 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（常設）は，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-1)-①(a-1-1) 格納容器代替スプレイ系（常設）に

よる原子炉格納容器の冷却と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載する。 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（常設）は，「(1)ａ．(a) 格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却」

と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合及び全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の

故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替

スプレイ系（常設）は，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-1)-①低圧

原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器スプレイ管からド

ライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧

力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができ

る設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，系統構成に使用する電動弁は，非常用ディーゼル

発電設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等

対処設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用す

る設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，低圧原子炉代替注水槽を

水源として原子炉格納容器冷却のために運転するポンプは，

低圧原子炉代替注水槽の圧力及び温度により，想定される最

も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有

する設計とする。 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却」に示

す。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-1)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-1)-①を具体

的に記載しており，整合

している。 
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(b-2-2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器の冷却 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力 

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-2)-①(a-1-2) 格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2-3) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格

納容器冷却モード）の復旧 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，「(1)ａ．(b)格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容

器冷却モード）の復旧 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

＜中略＞ 

(2)  格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納 

容器の冷却 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合及び全交流動

力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使用する格納容器代

替スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-2)-①

大量送水車により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由し

て原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にスプレイ

することで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）のうち系統構成に使用

する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，大量送

水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の流路として，設計基

準対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故

等対処設備として使用することから，流路に係る機能につい

て重大事故等対処設備としての設計を行う。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西１），輪谷

貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納容器冷却のために

運転するポンプは，輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２），

海の圧力及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水

頭においても，正常に機能する能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

3.2.1 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容

器冷却モード）） 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電

源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故

障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が起動でき

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-2)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-2)-①を具体

的に記載しており，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-3)-①は，設置変更
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起動できない場合の重大事故等対処設備リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-3)-①は， (a-2-3) 常設代替交流電源設備に

よる残留熱除去系（格納容器冷却モード）の復旧」と同じ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2-4) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）の復旧 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-4)-①は， (a-2-4) 常設代替

交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プー

ル水冷却モード）の復旧と同じである。 

 

 

 

 

起動できない場合の重大事故等対処設備は，「(1)ｂ．(c) 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器冷却

モード）の復旧」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプ 

レッション・プール水冷却モード）の復旧 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

は，「(1)ｂ．(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除

去系（サプレッション・プール水冷却モード）の復旧」と

同じである。 

 

 

 

 

ない場合の重大事故等対処設備リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-3) 

-①として使用する残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により復旧できる設計とす

る。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポンプに

よりサプレッションチェンバのプール水をドライウェル内及

びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで原子炉格

納容器を冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補

機代替冷却系から供給できる設計とする。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉格納容器，原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備

として使用することから，流路に係る機能について重大事故

等対処設備としての設計を行う。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，設計基準事故対

処設備であるとともに重大事故等時においても使用するた

め，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を

適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大

事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分

散等」に示す設計方針は適用しない。 

＜中略＞ 

3.2.2 原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）） 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電

源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート系の故

障により，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド）が起動できない場合の重大事故等対処設備リ(3)(ⅱ)a. 

(b)(b-2)(b-2-4)-①として使用する残留熱除去系（サプレッ

ションプール水冷却モード）は，常設代替交流電源設備から

の給電により復旧できる設計とする。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留

熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，サプレッシ

ョンチェンバのプール水を冷却することで原子炉格納容器を

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-3)-①を具体

的に記載しており，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-4)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-4)-①を具体

的に記載しており，整合

している。 
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格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として兼用する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備については，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として兼用する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料補給設備については，「10.2 代替

電源設備」に記載する。 

 

 

冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷

却系から供給できる設計とする。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の流

路として，設計基準対象施設である原子炉格納容器，原子炉

格納容器（サプレッションチェンバ）及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能に

ついて重大事故等対処設備としての設計を行う。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，

設計基準事故対処設備であるとともに重大事故等時において

も使用するため，重大事故等対処設備としての基本方針に示

す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位

置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこ

とから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様

性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

＜中略＞ 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器の冷却 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 
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格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆

動できることで，非常用所内電気設備を経由したリ(3) 

(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-4)-②非常用交流電源設備からの給

電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去

系（格納容器冷却モード）に対して多様性を有する設計と

する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドル

を設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設

備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設

計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動

弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内

電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有す

る設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉

代替注水槽を水源とすることで，サプレッション・チェン

バを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対

して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽

は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に

設置することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサ

プレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送

水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

9.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆

動できることで，非常用所内電気設備を経由した非常用交

流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプ

を用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して多

様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドル

を設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設

備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設

計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動

弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内

電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有す

る設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉

代替注水槽を水源とすることで，サプレッション・チェン

バを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対

して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽

は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に

設置することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサ

プレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送

水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

の冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納

容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できるこ

とで，非常用所内電気設備を経由したリ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-4)-②非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動

する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却

モード）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを

設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電

設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計

とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経

由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代

替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水

源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異な

る水源を有する設計とする。低圧原子炉代替注水ポンプ及び

低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽内に設置することで，原子炉建物内の残留熱

除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器の冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車

をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポ

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-4)-②は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-4)-②と同義

であり，整合している。 
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駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却

モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）に対して多

様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，リ(3)(ⅱ)a.(b) 

(b-2)(b-2-4)-③非常用交流電源設備からの給電による遠

隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容

器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設

備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統

構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水

源を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源

とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び低圧原子

炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常

設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管

することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子

炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管

との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独

立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代

替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却

モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）に対して多

様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源

設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する

設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の

電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統にお

いて，独立した電路で系統構成することにより，非常用所

内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有

する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水

源を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源

とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び低圧原子

炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常

設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管

することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子

炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管と

の合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代

替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

ンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び格納容器代替スプレイ系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドル

を設けて手動操作を可能とすることで，リ(3)(ⅱ)a.(b)(b-2) 

(b-2-4)-③非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔

操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に

対して独立性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，代替

淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源

とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び低圧原子炉

代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に

対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉建物外の

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポ

ンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくな

ることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置

する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留

熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系

に対して独立性を有する設計とする。 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して

重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

3.2.3 格納容器代替スプレイ系による原子炉格納容器の冷

却 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

 

 

 

設計及び工事の計画の
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(b-2-4)-③は，設置変更

許可申請書（本文（五
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であり，整合している。 
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電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については，

ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備」に記載する。 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

リ(3)(ⅱ)a.-③（ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については

「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

第 9.2－1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の

主要機器仕様 

 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

＜中略＞ 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に

対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重

大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6.3) 格納容器代替スプレイ系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.-③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

a.-③と同義であり，整

合している。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

 

 

 

大量送水車 

リ(3)(ⅱ)a.-④（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等のた

めの設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

 

 

 

ａ．大量送水車 

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

a.-④と同義であり，整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)a.-④ 
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【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（要目表） 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 

4.2 燃料プールスプレイ系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)a.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号）））のリ(3) 

(ⅲ)a.-④と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，120m3/hの流量

で原子炉格納容器内にスプレイする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(a)(a-7), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(c)(c-1)(c-1-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(c)(c-2)(c-2-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(c)(c-4)(c-4-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(d)(d-2)(d-2-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(f)(f-7), 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-2)(a-2-9) 
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ｂ．原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内

の圧力及び温度をリ(3)(ⅱ)b.-①低下させるために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するためのリ(3)(ⅱ) 

b.-②設備のうち，原子炉格納容器バウンダリを維持しな

がら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

の設備として，残留熱代替除去系を設ける。また，原子炉

格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備として，格

納容器フィルタベント系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.3 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.3.1 概要 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させるために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 設計方針 

 

 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のう

ち，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として，残

留熱代替除去系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすための設備として，格納容器フィルタベ

ント系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するために必要な重大事故等対処

設備のうち，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子

炉格納容器内の圧力及び温度をリ(3)(ⅱ)b.-①a低下させる

ための設備として，残留熱代替除去系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するために必要な重大事故等対処

設備のうち，原子炉格納容器内の圧力をリ(3)(ⅱ)b.-①b大気

中に逃がすための設備として，格納容器フィルタベント系を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するためにリ(3)(ⅱ)b.-②a必要

な重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ための設備として，残留熱代替除去系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

の過圧による破損を防止するためにリ(3)(ⅱ)b.-②b必要な

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.-①a及びリ

(3)(ⅱ)b.-①bは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)b. 

-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.-②a及びリ

(3)(ⅱ)b.-②bは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)b. 

-②と同義であり，整合

している。 
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 (a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，残

留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプによりサプレッ

ション・チェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて

冷却し，残留熱除去系等を経由して，原子炉圧力容器へ注

水するとともに，原子炉格納容器内ヘスプレイすること

で，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は

原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納

容器内ヘスプレイされた水とともに，ベント管を経て，サ

プレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

リ(3)(ⅱ)b.(a)-①残留熱除去系熱交換器は，残留熱代

替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替

熱交換設備及び大型送水ポンプ車により冷却できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，残

留熱代替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除

去系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，残

留熱代替除去ポンプによりサプレッション・チェンバのプ

ール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系

等を経由して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子

炉格納容器内ヘスプレイすることで，原子炉格納容器バウ

ンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下できる設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は

原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納

容器内ヘスプレイされた水とともに，ベント管を経て，サ

プレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，残留熱代替除去系で使用する

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車により冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

5.10.2 設計方針 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉補機代替冷却系による原子炉格納容器内の減

重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすための設備として，格納容器フィルタベント系を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するために必要な重大事故等対処

設備のうち，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備とし

て，残留熱代替除去系を設ける設計とする。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプによりサプレ

ッションチェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷

却し，残留熱除去系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水す

るとともに，原子炉格納容器内ヘスプレイすることで，原子

炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下できる設計とする。 

また，リ(3)(ⅱ)b.(a)-①本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機代替冷却系により冷却できる設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は原

子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器

内ヘスプレイされた水とともに，ベント管を経て，サプレッ

ションチェンバに戻ることで循環できる設計とする。 

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系の流路として，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構造

物，原子炉格納容器，原子炉格納容器（サプレッションチェ

ンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故等対処設備とし

ての設計を行う。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.3 原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(a)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(3) 

(ⅱ)b.(a)-①と同義で

あり，整合している。 
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原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備を屋外

の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ

車により移動式代替熱交換設備に海水を送水することで，

残留熱除去系熱交換器でリ(3)(ⅱ)b.(a)-②発生した熱を

最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水

ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，

原子炉補機冷却系に海水を送水することで， リ

(3)(ⅱ)b.(a)-③残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最

終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 (b) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，格納容器フィルタベント系は，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上

に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放

射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

圧及び除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障

又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，原子炉補機代替冷却系を使用する。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型

送水ポンプ車，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構

成し，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により原子

炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，屋外の接続口よ

り移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大

型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送

水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終

的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水

ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，

原子炉補機冷却系に海水を送水することで，残留熱除去系

等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海

へ輸送できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

9. 原子炉格納施設 

9.3 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.3.2 設計方針 

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器 

内の減圧及び除熱 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスク

ラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開

放板，遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系

等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するため，原子炉格納容器内の冷却等のため及び炉心の著し

い損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧による破損を

防止するための重大事故等対処設備として使用する原子炉補

機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備を屋外の接続口より

原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式

代替熱交換設備に海水を送水することで，残留熱除去系熱交

換器でリ(3)(ⅱ)b.(a)-②除去した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポ

ンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，原子

炉補機冷却系に海水を送水することで，リ(3)(ⅱ)b.(a)-③残

留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある海へ輸送できる設計とする。 

＜中略＞ 

移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備からの給

電が可能な設計とする。また，大型送水ポンプ車は，ディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するために必要な重大事故等対処

設備のうち，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすため

の設備として，格納容器フィルタベント系を設ける設計とす

る。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラ

バ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，

遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(a)-②は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(3) 

(ⅲ)b.(a)-②と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(a)-③は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(3) 

(ⅱ)b.(a)-③と同義で

あり，整合している。 
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第１ベントフィルタスクラバ容器は４個を並列に設置

し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機

よう素を除去できる設計とする。また，第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除

去できる設計とする。 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.(b)-①本系統はサプレッション・チェンバ

及びドライウェルと接続し，いずれからも排気できる設計

とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプ

レッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライ

ウェル側からの排気では，ドライウェル床面からの高さを

確保するとともに燃料棒有効長頂部よりも高い位置に接

続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪

影響を受けない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性

ガスによるリ(3)(ⅱ)b.(b)-②爆発を防ぐため，系統内を

不活性ガス(窒素ガス)で置換した状態で待機させ，使用後

においても不活性ガスで置換できる設計とするとともに，

系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバ

イパスラインを設け，可燃性ガスを連続して排出できる設

計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領

域に達することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

減させた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から排出す

ることで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量

を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下で

きる設計とする。 

 

 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器は４個を並列に設置

し，排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機

よう素を除去できる設計とする。また，第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除

去できる設計とする。 

 

 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと

接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッシ

ョン・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェン

バの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気

では，ドライウェル床面からの高さを確保するとともに燃

料棒有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けること

で長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計

とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性

ガスによる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス(窒素ガ

ス)で置換した状態で待機させ，使用後においても不活性

ガスで置換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガ

スが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設

け，可燃性ガスを連続して排出できる設計とすることで，

系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達すること

を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由し

て，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原

子炉建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 9.8kg/s

（1Pd において））することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4 個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排気中

に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。また，無機

よう素をスクラビング水中に捕集・保持するためにアルカリ

性の状態（系統待機時において pH13以上）に維持する設計と

する。 

リ(3)(ⅱ)b.(b)-①a 格納容器フィルタベント系はサプレッ

ションチェンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排

気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排気

ではサプレッションチェンバの水面からの高さを確保し，ド

ライウェル側からの排気では，ドライウェル床面からの高さ

を確保するとともに燃料棒有効長頂部よりも高い位置に接続

箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を

受けない設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するために使用する格納容器フィ

ルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによるリ

(3)(ⅱ)b.(b)-②a 爆発を防止するため，可搬式窒素供給装置

により，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状態で待

機させ，使用後においても不活性ガスで置換できる設計とす

る。また，系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所

にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続して排出でき

る設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃

領域に達することを防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-①a及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-①b

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のリ(3) 

(ⅱ)b.(b)-①と同義で

あり，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-②a及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-②b

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のリ(3) 

(ⅱ)b.(b)-②と同義で

あり，整合している。 
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格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共

用しない設計とする。また，格納容器フィルタベント系と

他の系統・機器を隔離する弁は直列で２個設置し，格納容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共

用しない設計とする。また，格納容器フィルタベント系と

他の系統・機器を隔離する弁は直列で２個設置し，格納容

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4 個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排気中

に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。また，無機

よう素をスクラビング水中に捕集・保持するためにアルカリ

性の状態（系統待機時において pH13以上）に維持する設計と

する。 

リ(3)(ⅱ)b.(b)-①b 格納容器フィルタベント系はサプレッ

ションチェンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排

気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排気

ではサプレッションチェンバの水面からの高さを確保し，ド

ライウェル側からの排気では，ドライウェル床面からの高さ

を確保するとともに燃料棒有効長頂部よりも高い位置に接続

箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を

受けない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガ

スによるリ(3)(ⅱ)b.(b)-②b爆発を防ぐため，可搬式窒素供

給装置により，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状

態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置換できる設

計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性の

ある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続して

排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃

度が可燃領域に達することを防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉施設とは

共用しない設計とする。また，格納容器フィルタベント系と

他の系統・機器を隔離する弁は直列で2個設置し，格納容器フ
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器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離するこ

とで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代

替スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプレイする

場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格

納容器が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止す

る運用リ(3)(ⅱ)b.(b)-③とする。 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置さ

れる隔離弁は，遠隔手動弁操作機構によって人力による操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離するこ

とで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代

替スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプレイする

場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格

納容器が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止す

る運用とする。 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置さ

れる隔離弁は，遠隔手動弁操作機構によって人力による操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代替

スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格納容器

が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止する運用リ

(3)(ⅱ)b.(b)-③a を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原子炉冷却系統施

設の設備，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全

設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備の設備で兼用）によって人力によ

り容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉施設とは

共用しない設計とする。また，格納容器フィルタベント系と

他の系統・機器を隔離する弁は直列で2個設置し，格納容器フ

ィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代替

スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格納容器

が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止する運用リ

(3)(ⅱ)b.(b)-③b を保安規定に定めて管理する。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原子炉格納施設の

設備を原子炉冷却系統施設の設備として兼用）によって人力

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-③a 及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-③b 

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のリ 

(3)(ⅱ)b.(b)-③を具体

的に記載しており，整合

している。 
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遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建物付属棟内

とリ(3)(ⅱ)b.(b)-④し，必要に応じて遮蔽材を設置する

ことで，放射線防護を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁について

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電により，中央制御室から操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント

系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排

気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建物付属棟内

とし，必要に応じて遮蔽材を設置することで，放射線防護

を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁について

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電により，中央制御室から操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント

系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排

気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系  

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁に設ける遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建

物付属棟内とリ(3)(ⅱ)b.(b)-④することで，放射線防護を考

慮した設計とする。 

＜中略＞ 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系

の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧

力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電設備に

より給電できる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-④ は，

設置変更許可申請書 

（本文（五号））のリ 

(3)(ⅱ)b.(b)-④と同義

であり，整合している。 
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格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器等は，第１ベントフィルタ格納槽内に設置し，第

１ベントフィルタスクラバ容器等の周囲には遮蔽体を設

け，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積

される放射性物質から放出される放射線から作業員を防

護する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器等は，第１ベントフィルタ格納槽内に設置し，第

１ベントフィルタスクラバ容器等の周囲には遮蔽体を設

け，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積

される放射性物質から放出される放射線から作業員を防

護する設計とする。 

＜中略＞ 

 

9.3.2.1 多様性，位置的分散 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針 

第２章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系

の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧

力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準対象施

設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.3 生体遮蔽装置等 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器等は，第１ベントフィルタ格納槽内に設置し，格納容器

フィルタベント系使用後に高線量となる第１ベントフィルタ

スクラバ容器等の周囲には遮蔽体（第１ベントフィルタ格納

槽遮蔽，配管遮蔽）を設け，格納容器フィルタベント系の使

用時に本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射

線から作業員を防護する設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

(1) 多様性，位置的分散及び独立性 
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残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異な

る冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで

多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑤非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備か

らの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フ

ィルタベント系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥非常用交流電源設

備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計

とする。格納容器フィルタベント系は，人力により排出経

路に設置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残

留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異な

る冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで

多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動

できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電によ

り駆動できる設計とする。格納容器フィルタベント系は，

人力により排出経路に設置される隔離弁を操作できる設

計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷

却手段及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様

性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑤a 非常用ディーゼ

ル発電設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備か

らの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィ

ルタベント系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥a 非常用ディーゼル発電

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。格納容器フィルタベント系は，人力により排出経路に設

置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替

除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷

却手段及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様

性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑤b 非常用ディーゼ

ル発電設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備か

らの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィ

ルタベント系は，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥b 非常用ディーゼル発電

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。格納容器フィルタベント系は，人力により排出経路に設

置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替

除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.3 原子炉補機代替冷却系 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑤a 及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-⑤b 

は，設置変更許可申請書 

（本文（五号））のリ 

(3)(ⅱ)b.(b)-⑤と同義

であり，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥a 及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥b 

は，設置変更許可申請書 

（本文（五号））のリ 

(3)(ⅱ)b.(b)-⑥と同義

であり，整合している。 
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残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器

フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口

は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑦互いに異なる複数箇所に設置し，

かつ格納容器フィルタベント系との離隔を考慮した設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建

物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッショ

ン・チェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納容器

フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外

の第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建

物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離す

ることで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散に

よって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

 

 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器

フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口

は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィル

タベント系との離隔を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建

物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッショ

ン・チェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納容器

フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外

の第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建

物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離す

ることで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散に

よって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

7.3.1 多様性，位置的分散及び独立性 

＜中略＞ 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送

水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原

子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外

の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィ

ルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，リ

(3)(ⅱ)b.(b)-⑦位置的分散を図った複数箇所に設置する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

＜中略＞ 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付

属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェン

バは原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第

１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍

の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離するこ

とで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，互い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑦は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(3) 

(ⅱ)b.(b)-⑦と同義で

あり，整合している。 
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は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散については，ヌ，(2)，(ⅳ) 

代替電源設備に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替

電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する

設計とする。 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.4 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

(1) 多様性，位置的分散及び独立性 

＜中略＞ 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付

属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェン

バは原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第

１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍

の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離するこ

とで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，互い

に重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 
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3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.4 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の水素ガス及び酸素ガスの排出 

＜中略＞ 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気

へ排出するための重大事故等対処設備として使用する格納容

器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器（ス

クラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁

操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧a 原子

炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第

１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建

物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 9.8kg/s（1Pd

において））することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射

線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスを大気に排出できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4 個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排気中

に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。 

＜中略＞ 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラ

バ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，

遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧b 原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス

制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を

低減させた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から排出（系

統設計流量 9.8kg/s（1Pd において））することで，排気中に

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧a 及

びリ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧b  

は，設置変更許可申請書

（本文（十号））の 

リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧を具

体的に記載しており，整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

格納容器フィルタベント系リ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧を用い

た場合の環境中への総放出量の評価においては，原子

炉内に内蔵されている核分裂生成物が事象進展に応じ

た割合で，原子炉格納容器内に放出され，サプレッシ

ョン・チェンバ又はドライウェルのベントラインを通

じて格納容器フィルタベント系に至るものとする。格

納容器フィルタベント系に到達した核分裂生成物は，

格納容器フィルタベント系内のフィルタによって除去

された後，格納容器フィルタベント系排気管から放出

される。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-2)(a-2-12)(a-2-12-2) 
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含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4 個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排気中

に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系はサプレッションチェンバ及び

ドライウェルと接続し，いずれからも排気できる設計とする。

サプレッションチェンバ側からの排気ではサプレッションチ

ェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排

気では，ドライウェル床面からの高さを確保するとともに燃

料棒有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長

期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

＜中略＞ 
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［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

残留熱代替除去系 

残留熱代替除去ポンプ 

台  数 リ(3)(ⅱ)b.-④１(予備１) 

容  量 約 150m3/h/台 

全揚程  約 70m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9.3-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備の主要機器仕様 

 

(1) 残留熱代替除去系 

ａ．残留熱代替除去ポンプ 

台  数 １(予備１) 

容  量 約 150m3/h/台 

全揚程  約 70m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.6) 残留熱代替除去系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画リ

(3)(ⅱ)b.-④は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)b.-④

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-④ 
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【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.6) 残留熱代替除去系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑤ 

リ(3)(ⅱ)b.-⑥ 

本文（十号） 

リ(3)(ⅱ)b.-⑥残留熱代替除去系の循環流量は，

120m3/hとし，原子炉格納容器内に連続スプレイを実施

する。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(b)(b-12) 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑤は，設計及び工事の計画リ(3)(ⅱ)b.-⑤の容量 150m2/h

×1 台と同義であり，整合している。尚，分配については，設計及び工事の計画の「Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事

項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）」の記載と同義であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑥は，設計及び工事の計画リ(3)(ⅱ)b.-⑥の容量 150m2/h

×1 台と同義であり，整合している。尚，分配については，設計及び工事の計画の「Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事

項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）」の記載と同義であり，整合している。 

本文（十号） 

リ(3)(ⅱ)b.-⑤残留熱代替除去系の循環流量は，全体

で150m3/hとし，原子炉注水へ30m3/h，格納容器スプレ

イへ120m3/hにて流量分配し，それぞれ連続注水及び連

続スプレイを実施する。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-1)(a-1-9) 
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残留熱除去系熱交換器 

リ(3)(ⅱ)b.-⑦（ホ，(4)，(ⅰ) 残留熱除去系」と兼用） 

 

基  数 リ(3)(ⅱ)b.-⑧1 

伝熱容量 リ(3)(ⅱ)b.-⑨約 9.1MW 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

基  数 １ 

伝熱容量 約9.1MW 

＜中略＞ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.6) 残留熱代替除去系 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

5. 残留熱除去設備に係る次の事項 

5.1 残留熱除去系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑨ 

リ(3)(ⅱ)b.-⑦ 

リ(3)(ⅱ)b.-⑧a 

836



 

リ-67           

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑦と

同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑧a 及びリ(3)(ⅱ)b.-⑧b は，残留熱代替除去系において，B-残留

熱除去系熱交換器を使用することを記載しており，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(3)(ⅱ)b.-

⑧の「基数 1」と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑨は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑨を

詳細に記載しており，整合している。 

リ(3)(ⅱ)b.-⑧b 
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格納容器フィルタベント系 

第 1ベントフィルタスクラバ容器 

リ(3)(ⅱ)b.-⑩（ホ，(4)，(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備及びリ，(3)，(ⅱ)，ｄ．水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するための設備と兼用） 

 

個  数 ４ 

系統設計流量 約 9.8kg/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個数 ４ 

系統設計流量 約9.8kg/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(9) 圧力逃がし装置に係る次の事項 

(9.1) 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文十号 

リ(3)(ⅱ)b.-⑪格納容器フィルタベント系は，格納容

器圧力 427kPa[gage]における最大排出流量 9.8㎏/s 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(a)(a-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(d)(d-2)(d-2-9), 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(f)(f-8), 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-2)(a-2-10) 

リ(3)(ⅱ)b.-⑩a 
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放射性物質除去効率  

99.9％以上（粒子状放射性物質に対して） 

99％以上（無機よう素に対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質除去効率  

99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑫ 

本文十号 

リ(3)(ⅱ)b.-⑫格納容器フィルタベント系による粒子状

放射性物質に対する除染係数は1,000とする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)c.(a)(a-2)(a-2-12)(a-2-12-5)(a-2-12-5-2) 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑩b 
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【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラ

バ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，

遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由し

て，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原

子炉建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量9.8kg/s

（リ(3)(ⅱ)b.-⑪1Pdにおいて））することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑩a及びリ(3)(ⅱ)b.-⑩bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑩と同

義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑪は，1Pd=427kPa[gage]であり，設置変更許可申請書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑪

と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑫は，除染係数＝1÷（1－0.999(放射性物質除去効率)）=1000であり，設置変更許可申請

書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑫と同義であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

リ(3)(ⅱ)b.-⑬（ホ，(4)，(ⅴ)最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備及びリ，(3)，(ⅱ)，ｄ．水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止するための設備と兼用） 

 

個  数 １ 

系統設計流量 約 9.8kg/s  

放射性物質除去効率 98％以上（有機よう素に対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個  数 １ 

系統設計流量 約 9.8kg/s 

放射性物質除去効率 98%以上（有機よう素に対して） 

材料 銀ゼオライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(9) 圧力逃がし装置に係る次の事項 

(9.1) 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文十号 

リ(3)(ⅱ)b.-⑭格納容器フィルタベント系による無機

よう素に対する除染係数は 100，リ(3)(ⅱ)b.-⑮有機

よう素に対する除染係数は 50とする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｂ.(f)(f-10)(f-10-9) 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑬a 
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リ(3)(ⅱ)b.-⑮ 

リ(3)(ⅱ)b.-⑬b 

リ(3)(ⅱ)b.-⑭ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラ

バ容器（スクラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，

遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由し

て，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィル

タ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原

子炉建物屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 9.8kg/s

（1Pd において））することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑬a及びリ(3)(ⅱ)b.-⑬bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑬

と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑭は，除染係数＝1÷（1－0.99(放射性物質除去効率)）=100となり，設置変更許可申

請書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑭と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑮は，除染係数＝1÷（1－0.98(放射性物質除去効率)）=50 となり，設置変更許可申

請書（本文（十号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑮と同義であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

圧力開放板 

リ(3)(ⅱ)b.-⑯（ホ，(4)，(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備及びリ，(3)，(ⅱ)，ｄ．水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するための設備と兼

用） 

個  数 １ 

設定破裂圧力 リ(3)(ⅱ)b.-⑰約 80kPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．圧力開放板 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個  数 １ 

設定破裂圧力 約 80kPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(9) 圧力逃がし装置に係る次の事項 

(9.1) 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画リ

(3)(ⅱ)b.-⑯は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑯

と同義であり，整合して

いる。 

設計及び工事の計画リ

(3)(ⅱ)b.-⑰は 0.08 

MPa=80kPaとなり，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)b. 

-⑰と同義であり，整合

している。 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑯ 

リ(3)(ⅱ)b.-⑰ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔手動弁操作機構 

リ(3)(ⅱ)b.-⑱（ホ，(4)，(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備と兼用） 

個  数 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑲a 残留熱代替除去系 

リ(3)(ⅱ)b.-⑳移動式代替熱交換設備 

（リ(3)(ⅱ)b.-⑲b ホ，(4)，(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．遠隔手動弁操作機構 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

個  数 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  残留熱代替除去系 

ｃ．移動式代替熱交換設備 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備の主要仕様に記載する。 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器フィルタベント系 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数5）（リ(3)(ⅱ)b.-⑱原

子炉冷却系統施設の設備，原子炉格納施設のうち圧力低減設

備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガ

ス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備の設備で兼用）に

よって人力により容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

8. 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 

8.3 リ(3)(ⅱ)b.-⑲原子炉補機代替冷却系 

(2) 熱交換器の名称，種類，容量，最高使用圧力（管側及び

胴側の別に記載すること。），最高使用温度（管側及び胴側の

別に記載すること。），伝熱面積，主要寸法，材料，個数及び

取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画リ

(3)(ⅱ)b.-⑱は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑱

と同義であり，整合して

いる。 
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リ(3)(ⅱ)b.-⑳a 
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(3) ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使

用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所

並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可

搬型の別に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)b.-⑳b 

847



 

リ-78           

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-
1-
1-
1 
R0
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大型送水ポンプ車 

リ(3)(ⅱ)b.-㉑（ホ，(4)，(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備の主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

8. 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 

8.3 リ(3)(ⅱ)b.-㉑原子炉補機代替冷却系 

(3) ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使

用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所

並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可

搬型の別に記載すること。） 

可搬型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「移動式代替熱交換設備」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるリ(3)(ⅱ)b.-⑲a 及びリ(3)(ⅱ)b.-⑲b を設

計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.⑲「原子炉冷却系統施設」のうち「原子炉補機冷却設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)b.-⑳a 及びリ(3)(ⅱ)b.-⑳b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)b.-⑳

と同義であり，整合している。 
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「大型送水ポンプ車」

は，設置許可申請書（本

文（五号））におけるリ

(3)(ⅱ)b.-㉑を設計及

び 工 事 の 計 画 の リ

(3)(ⅱ)b.-㉑「原子炉冷

却系統施設」のうち「原

子炉補機冷却設備」に整

理しており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850



 

リ-81           

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

ｃ．原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対

処設備リ(3)(ⅱ)c.-①を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)c.-②原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心を冷却することで，溶融炉心・コンクリート相互作用（Ｍ

ＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリ

に接触することを防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

9.4.1 概要 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するこ

とで，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑

制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触するこ

とを防止する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器下部に落下

した炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設備リ

(3)(ⅱ)c.-①として，ペデスタル代替注水系（常設），ペデス

タル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可

搬型）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，リ(3)(ⅱ)c.-②aドライウェル機器ド

レンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触

することを防止できる設計とする。コリウムシールドは，寸

法が厚さ0.13m以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が1個の

設計とする。 

＜中略＞ 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，リ(3)(ⅱ)c.-②b ドライウェル機器ド

レンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触

することを防止できる設計とする。コリウムシールドは，寸

法が厚さ 0.13m 以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1 個

の設計とする。 

＜中略＞ 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

c.-①を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.- ②a～リ

(3)(ⅱ)c.-②dは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

c.-②と同義であり，整

合している。 
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リ(3)(ⅱ)c.-③原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うための設

備として，ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代

替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）

を設ける。 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した場合

に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ド

レンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備と

して，コリウムシールドを設ける。 

 

 

(a) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用

いる設備 

(a-1) ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 設計方針 

 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器下部に

落下した溶融炉心の冷却を行うための設備として，ペデス

タル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した場合

に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ド

レンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備と

して，コリウムシールドを設ける。 

 

 

 

(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に 

用いる設備 

ａ．ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器

下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（常設）を使用する。 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落

下した場合において，リ(3)(ⅱ)c.-②cドライウェル機器ドレ

ンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流

入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触す

ることを防止できる設計とする。コリウムシールドは，寸法

が厚さ0.13m以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が1個の設

計とする。 

＜中略＞ 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

＜中略＞ 

また，リ(3)(ⅱ)c.-②d 溶融炉心が原子炉格納容器下部に落

下するまでに，原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位

を確保し，落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止リ(3)(ⅱ)c.-③するため，溶融し，原子炉格納

容器下部に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等

対処設備として，ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル

代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）

を設ける設計とする。 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下するまでに，

原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保し，落下

した溶融炉心の冷却が可能な設計とする。 

なお，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した場合に，

ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサ

ンプへの溶融炉心の流入を抑制するため，コリウムシールド

を設ける設計とする。 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として使用するペデスタル代替注水系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.-③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3) (ⅱ) 

c.-③と同義であり，整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(a) (a-1)-

①は，設置変更許可申請
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炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由して リ

(3)(ⅱ)c.(a)(a-1)-①格納容器スプレイ・ヘッダからドラ

イウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下部へ

流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に

あらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融

炉心を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-2) ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水をペデ

スタル代替注水系を経由して原子炉格納容器下部へ注水

し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあら

かじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心

を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)c.(a)(a- 

2)-①代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備である大量送水車により

ペデスタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水

ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子

炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残

留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダからド

ライウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下部

へ流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部

にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶

融炉心を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（可搬型）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車によ

り，代替淡水源の水をペデスタル代替注水系を経由して原

子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原

子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保すると

ともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇

代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由してリ(3)(ⅱ)c.(a) 

(a-1)-①原子炉格納容器スプレイ管からドライウェル内にス

プレイすることで原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が

落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位

を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，系統構成に使用する電動弁は，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等対

処設備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m

以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，低圧原子炉代替注水槽を

水源として原子炉格納容器冷却のために運転するポンプは，

低圧原子炉代替注水槽の圧力及び温度により，想定される最

も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有

する設計とする。 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として使用するペデスタル代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水をペデス

タル代替注水系を経由して原子炉格納容器下部へ注水し，溶

融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十

分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却でき

る設計とする。 

 

 

 

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)c.(a) (a-1)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(a)(a-2)-

①a 及びリ(3)(ⅱ)c. 

(a)(a-2)-①b は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

c.(a)(a-2)-①と同義で

あり，整合している。 
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海を利用できる設計とする。 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。また，大量送水車

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備である大量送水車により海を利用できる設計とす

る。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。また，大量送水車

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃

料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンク

ローリにより補給できる設計とする。 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重

大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タン

クを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源と

は別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を設ける。また，淡水が枯渇した場合又は土

石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）が使用できない場合に，海を水源として利用できる設

計とする。 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）のうち系統構成に使用す

る電動弁は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等

対処設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m

以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西１），輪谷

貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納容器冷却のために

運転するポンプは，輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２），

海の圧力及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水

頭においても，正常に機能する能力を有する設計とする。 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給す

るために必要な重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替

注水槽，サプレッションチェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを

重大事故等の収束に必要となる水源として設ける設計とす

る。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替
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(a-3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，大量送水車を設ける。また，海を

利用するために必要な設備として，大量送水車を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプ

については，複数箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ｅ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合

又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できない場合に，低圧原子炉代替注水槽

へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子

炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬

型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，

また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）の水源として海を利用す

るための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用す

る。 

大量送水車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原

子炉建物放水設備の大型送水ポンプ車の水源として，海を

使用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

設ける設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合に，

海を水源として利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，リ(3)(ⅱ)c.(a) 

(a-2)-①a淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合

に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源である

とともに，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器への

スプレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容

器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可

搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段

である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃

料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の水源として，

さらに，原子炉補機代替冷却系及び原子炉建物放水設備の水

源として利用できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

5.9.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，

重大事故等の収束に必要となる十分な量のリ(3)(ⅱ)c.(a) 

(a-2)-①b水を供給するために必要な設備として，大量送水車

を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大量送水車

を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可搬型の

ホース，大量送水車については，複数箇所に分散して保管す

る。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 
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格納容器下部への注水 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を残

留熱除去系を経由してリ(3)(ⅱ)c.(a) (a-3)-①格納容器

スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイすること

で原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するまで

に原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保す

るとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

本系統の詳細については，ａ．原子炉格納容器内の冷却

等のための設備に記載する。 

 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止

に用いる設備 

(b-1) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

9.4 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

9.4.2 設計方針 

(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用

いる設備 

ｃ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するま

でに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保

するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統の詳細については，「9.2 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備」に記載する。 

 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防 

止に用いる設備 

ａ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として使用する格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，大量送水車により，代替淡水源の水を残留

熱除去系を経由してリ(3)(ⅱ)c.(a) (a-3)-①原子炉格納容器

スプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで原子炉

格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格

納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落

下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m

以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。 

原子炉格納容器安全設備のうち，輪谷貯水槽（西１），輪谷

貯水槽（西２），海を水源として原子炉格納容器冷却のために

運転するポンプは，輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２），

海の圧力及び温度により，想定される最も小さい有効吸込水

頭においても，正常に機能する能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止の

ための原子炉圧力容器への注水及び注入 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(a)(a-3)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)c.(a)(a-3)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ａ．原子

炉格納容器内の冷却等

のための設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856



 

リ-87           

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）をリ(3) 

(ⅱ)c.(b)(b-1)-①使用する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

 

 

本系統の詳細については，ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備に記載する。 

 

 

 

(b-2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）をリ(3) 

(ⅱ)c.(b)(b-2)-①使用する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

 

 

本系統の詳細については，ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備に記載する。 

 

 

 

 

(b-3) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への

注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，高圧原子炉代替注水系をリ(3) (ⅱ)c. 

(b)(b-3)-①使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入

への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）を使用す

る。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 

 

 

本系統の詳細については，「5.6 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

 

 

ｂ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用

する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 

 

 

本系統の詳細については，「5.6 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

 

 

 

ｃ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，高圧原子炉代替注水系を使用する。なお，

この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代替注水系（常設）をリ(3)(ⅱ)c.(b) 

(b-1)-①設ける設計とする。なお，この場合は，ほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行

う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）をリ(3)(ⅱ)c.(b) 

(b-2)-①設ける設計とする。なお，この場合は，ほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行

う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設

備として，高圧原子炉代替注水系をリ(3)(ⅱ)c.(b)(b-3)-①

設ける設計とする。なお，この場合は，ほう酸水注入系によ

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-1) 

-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号）） 

のリ(3)(ⅱ)c.(b)(b-1) 

-①と同義であり，整合

している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ホ,(3),(ⅱ) 

,b.(c) 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時発

電用原子炉を冷却する

ための設備」に示す。 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-2)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)c.(b)(b-2)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ホ,(3), 

(ⅱ),b.(c) 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷

却するための設備」に示

す。 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-3)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ
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系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行

う。 

 

 

本系統の詳細については，ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(a) 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備に記載する。 

 

 

 

(b-4) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系をリ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-

①使用する。なお，この場合は，低圧原子炉代替注水系（常

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び高圧原子炉代

替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並

行して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，ヘ，(5)，(xⅱ) 緊急停止失敗

時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に記載する。 

 

 

 

 

う酸水注入と並行して行う。 

 

 

 

本系統の詳細については，「5.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

 

 

ｄ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。なお，この

場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び高圧原子炉代替注水系のいずれかに

よる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

＜中略＞ 

 

 

 

る原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系をリ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-①設ける

設計とする。なお，この場合は，低圧原子炉代替注水系（常

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び高圧原子炉代替注

水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並行して行

う。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水

貯蔵タンクのほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止する設

計とする。 

ほう酸水注入系は，非常用ディーゼル発電設備に加え，代

替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設である原

子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構造物

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用することか

ら，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

(3)(ⅱ)c.(b)(b-3)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ホ,(3), 

(ⅱ),b.(a) 原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷

却するための設備」に示

す。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヘ,(5),(ⅻ) 

緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にす

るための設備」に示す。 
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常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備については，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に

記載する。 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，ペデスタル

代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電

による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車をデ

ィーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有す

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを

設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル

代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由

して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替

注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデ

スタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

更に，ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-②格納容

器スプレイ・ヘッダによるドライウェル内へのスプレイに

より原子炉格納容器下部へ注水することで，原子炉格納容

器下部に直接注水するペデスタル代替注水系（可搬型）の

流路に対して独立性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋

外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料補給設備については，「10.2 代替

電源設備」に記載する。 

9.4.2.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，ペデスタル

代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電

による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車をデ

ィーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有す

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを

設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル

代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由

して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替

注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデ

スタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

更に，ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）は，格納容器スプレイ・ヘッダによ

るドライウェル内へのスプレイにより原子炉格納容器下

部へ注水することで，原子炉格納容器下部に直接注水する

ペデスタル代替注水系（可搬型）の流路に対して独立性を

有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋

外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

(4) 多様性，位置的分散及び独立性 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可

搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水

系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備からの給電による電動機駆

動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）の大量送水車をディーゼルエンジンに

よる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設

けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対し

て多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系

（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する

系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注

水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタ

ル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

さらに，ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）は，リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-②原子炉格納

容器スプレイ管によるドライウェル内へのスプレイにより原

子炉格納容器下部へ注水することで，原子炉格納容器下部に

直接注水するペデスタル代替注水系（可搬型）の流路に対し

て独立性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物

外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散

して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ)

代替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-

②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)c.(b)(b-4)-②

と同義であり，整合して

いる。 
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ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作

を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可

搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備

を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計と

する。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル

代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有す

る設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散に

ついては，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

ペデスタル代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

リ(3)(ⅱ)c.-④（ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作

を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可

搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備

を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計と

する。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル

代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有す

る設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散に

ついては「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

第 9.4－1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備の主要機器仕様 

(1) ペデスタル代替注水系（常設） 

a．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する

設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格

納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気

設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統

構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくな

ることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置

する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注

水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.4) ペデスタル代替注水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)c.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ)c. 

リ(3)(ⅱ)c.-④ 
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コリウムシールド 

材    料 ジルコニア 

厚    さ 約 0.13m以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) コリウムシールド 

材    料 ジルコニア 

厚    さ 約 0.13m以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.5 ペデスタル代替注水系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m

以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。 

＜中略＞ 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ 0.13m

以上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が 1個の設計とする。 

＜中略＞ 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

＜中略＞ 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと

落下した場合において，ドライウェル機器ドレンサンプ及び

ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制し，

溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止

できる設計とする。コリウムシールドは，寸法が厚さ0.13m以

上，材料がジルコニア（ZrO2），個数が1個の設計とする。 

＜中略＞ 

 

-④と同義であり，整合

している。 
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低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑤（ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(c) 原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備他と兼用） 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑥（ホ，(3)，(ⅱ)，ｂ．(a) 原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備と兼用） 

 

 

ほう酸水注入系 

ほう酸水注入ポンプ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑦（ヘ，(4) 非常用制御設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水貯蔵タンク 

リ(3)(ⅱ)c.-⑧（ヘ，(4) 非常用制御設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

a．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

＜中略＞ 

 

 

(7) 高圧原子炉代替注水系 

a．高圧原子炉代替注水ポンプ 

第 5.4－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

 

(8) ほう酸水注入系 

a．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

b．ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 

(6.8) 低圧原子炉代替注水系 

 

 

 

 

 

 

 

(6.7) 高圧原子炉代替注水系 

 

 

 

 

 

 

(6.9) ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)c.-⑥ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑤ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑦ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑧ 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型） 

大量送水車 

リ(3)(ⅱ)c.-⑨（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等の

ための設備他と兼用） 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

大量送水車 

リ(3)(ⅱ)c.-⑩（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等の

ための設備他と兼用） 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

大量送水車 

リ(3)(ⅱ)c.-⑪（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等の

ための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.4－1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備の主要機器仕様 

＜中略＞ 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型） 

a．大量送水車 

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

a．大量送水車 

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

＜中略＞ 

 

 

 

(6) 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

a．大量送水車 

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(6.4) ペデスタル代替注水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.3) 格納容器代替スプレイ系 

 

 

 

 

 

 

 

(6.8) 低圧原子炉代替注水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)c.-⑪ 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑤と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑥と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑦と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑧と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑨は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑨と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑩は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑩と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)c.-⑪は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)c.-⑪と同義であり，整合している。 

 

リ(3)(ⅱ)c.-⑨ 

リ(3)(ⅱ)c.-⑩ 
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ｄ．水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器内における水素爆発による破損を防止リ(3)(ⅱ)d.-

①する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

9.5.1 概要 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）

による破損を防止する必要がある場合には，水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 設計方針 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.4 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の水素ガス及び酸素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止リ(3)(ⅱ)d.-①a でき

るように，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガ

スを大気へ排出するための設備として，格納容器フィルタベ

ント系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止リ(3)(ⅱ)d.-①ｂでき

るように，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒

素ガス制御系により常時不活性化する設計とする。 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の計測 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器内のリ(3)(ⅱ)d.-①c 水素濃度及び酸素濃度が変

動する可能性のある範囲を測定できる設備として，格納容器

水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素

濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を設ける設計と

する。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-①a～リ

(3)(ⅱ)d.-①c は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

d.-①を具体的に記載し

ており，整合している。 
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リ(3)(ⅱ)d.-②水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器内における水素爆発によ

る破損を防止できるよう，原子炉格納容器内を不活性化す

るための設備として，窒素ガス代替注入系を設ける。 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)d.-③水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器内における水素爆発によ

る破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水

素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するための設備として，

格納容器フィルタベント系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器内の水素濃度リ(3)(ⅱ)d.-④を監視す

る設備として，リ(3)(ⅱ)d.-⑤水素濃度監視設備を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止で

きるよう，原子炉格納容器内を不活性化するための設備と

して，窒素ガス代替注入系を設ける。 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止で

きるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するための設備として，格納容器フィル

タベント系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器内の水素濃度を監視する設備として，

水素濃度監視設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.3 窒素ガス代替注入系による可燃性ガス濃度の抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止リ(3)(ⅱ)d.-②するた

めに必要な重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器内を

不活性化するための設備として，窒素ガス代替注入系を設け

る設計とする。 

＜中略＞ 

3.4.4 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の水素ガス及び酸素ガスの排出 

リ(3)(ⅱ)d.-③炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できる

ように，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガス

を大気へ排出するための設備として，格納容器フィルタベン

ト系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の計測 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度リ(3)(ⅱ)d.-④が変動

する可能性のある範囲を測定できる設備として， リ

(3)(ⅱ)d.-⑤格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

d.-②と同義であり，整

合している。 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-③は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

d.-③と同義であり，整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

d.-④と同義であり，整

合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-⑤は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3)(ⅱ) 

d.-⑤を具体的に記載し

ており，整合している。 
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また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよ

う，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒素ガ

ス制御系により常時不活性化する設計とする。 

(a) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器

水素爆発防止 

(a-1) 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不

活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するためのリ(3)(ⅱ)d. 

(a)(a-1)-①重大事故等対処設備として，窒素ガス代替注

入系は，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内に

窒素ガスを供給することで，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素

ガス及び酸素ガスの濃度を可燃限界未満にすることが可

能な設計とする。 

 

 

 

 

(a-2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器

内の水素ガス及び酸素ガスの排出 

 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを

大気へ排出するための重大事故等対処設備として，格納容

器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系

等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低

減させた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から排出す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよ

う，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒素ガ

ス制御系により常時不活性化する設計とする。 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器

水素爆発防止 

ａ．窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性

化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対

処設備として，窒素ガス代替注入系を使用する。 

窒素ガス代替注入系は，可搬式窒素供給装置，配管・ホ

ース・弁類等で構成し，可搬式窒素供給装置により，原子

炉格納容器内に窒素ガスを供給することで，ジルコニウム

－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内

に発生する水素ガス及び酸素ガスの濃度を可燃限界未満

にすることが可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素ガスの排出 

 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを

大気へ排出するための重大事故等対処設備として，格納容

器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスク

ラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開

放板，遠隔手動弁操作機構，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.5 原子炉格納容器調気設備 

3.5.1 窒素ガス制御系 

窒素ガス制御系は，水素及び酸素の反応を防止するため，

あらかじめ原子炉格納容器内に窒素を充てんすることによ

り，水素濃度及び酸素濃度を可燃限界未満に保つ設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるように，発電用

原子炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒素ガス制御系によ

り常時不活性化する設計とする。 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.3 窒素ガス代替注入系による可燃性ガス濃度の抑制 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止するために必要な重大

事故等対処設備のうち，原子炉格納容器内を不活性化するた

めのリ(3)(ⅱ)d.(a)(a-1)-①設備として，窒素ガス代替注入

系を設ける設計とする。 

窒素ガス代替注入系は，可搬式窒素供給装置により，原子

炉格納容器内に窒素ガスを供給することで，ジルコニウム－

水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生

する水素ガス及び酸素ガスの濃度を可燃限界未満にすること

が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

3.4.4 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の水素ガス及び酸素ガスの排出 

＜中略＞ 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気

へ排出するための重大事故等対処設備として使用する格納容

器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器（ス

クラビング水，金属フィルタ），第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器（銀ゼオライトフィルタ），圧力開放板，遠隔手動弁

操作機構，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ (3)(ⅱ )d.(a)(a-1)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ )d.(a)(a-1)-①

と同義であり，整合して

いる。 
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ることで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排出を

低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等

により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スを大気に排出できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれるリ(3) 

(ⅱ)d.(a)(a-2)-①可燃性ガスによる爆発を防ぐため，系

統内を不活性ガス（窒素ガス)で置換した状態で待機させ，

使用後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出

経路に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイ

パスラインを設け，可燃性ガスを連続して排出できる設計

とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域

に達することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由し

て，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後

に原子炉建物屋上に設ける放出口から排出することで，排

気中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，

ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生

する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に

排出できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性

ガスによる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガ

ス）で置換した状態で待機させ，使用後においても不活性

ガスで置換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが蓄積

する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性

ガスを連続して排出できる設計とすることで，系統内で水

素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理

系及び格納容器フィルタベント系の配管及び弁を重大事

故等対処設備として使用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタス

クラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導

き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に設ける放

出口から排出（系統設計流量 9.8kg/s（1Pd において））する

ことで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減

しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に

排出できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は 4 個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排気中

に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。また，無機

よう素をスクラビング水中に捕集・保持するためにアルカリ

性の状態（系統待機時において pH13以上）に維持する設計と

する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内雰囲気ガスを排出するために使用する格納容器フィルタ

ベント系は，排気中に含まれるリ(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-①水素

ガス及び酸素ガスによる水素爆発を防止するため，可搬式窒

素供給装置により，系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換

した状態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置換で

きる設計とする。また，排出経路に水素ガス及び酸素ガスが

蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，水素

ガス及び酸素ガスを連続して排出できる設計とすることで，

系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防

止できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁は，遠隔手動弁操作機構（個数 5）（原子炉格納施設の

うち圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置の設備

を放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並び

に格納容器再循環設備の設備として兼用）によって人力によ

り容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，可搬式窒素供給装置用発電設備に

より給電できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系の流路として，設計基準対象施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-①

と同義であり，整合して

いる。 
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排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，

第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口

水素濃度を設ける。 

 

また，放射線量率を測定し,放射性物質濃度を推定でき

るよう，第１ベントフィルタ出口配管にリ(3)(ⅱ)d.(a) 

(a-2)-②第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）を設ける。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型

直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 設計方針 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器

水素爆発防止 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素ガスの排出 

＜中略＞ 

 

 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，

第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口

水素濃度を設ける。 

 

また，放射線量率を測定し，放射性物質濃度を推定でき

るよう，第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィル

タ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設ける。 

 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型

直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設である原子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.3 格納容器フィルタベント系排気経路内の水素濃度の

計測 

格納容器フィルタベント系の排出経路における水素濃度を

測定し，監視できるよう，第 1ベントフィルタ出口配管に第 1

ベントフィルタ出口水素濃度（個数 1（予備 1），計測範囲 0

～20vol％/0～100vol％）を設ける設計とする。 

 

 

 

 

第 1 ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

＜中略＞ 

格納容器フィルタベント系の排出経路における放射線量率

を測定し,放射性物質濃度を推定できるよう，第１ベントフィ

ルタ出口配管にリ(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-②第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ（低レンジ）及び第１ベントフィルタ出口

放射線モニタ（高レンジ）を設ける設計とする。 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）及び第

１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，常設代

替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-

②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)d.(a)(a-2)-②

と同義であり，整合して

いる。 
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本系統の詳細については，ｂ．原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備に記載する。 

 

 

 

 

 

(b) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

(b-1) 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度

（ＳＡ）による原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素

濃度監視 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-1)-①原子炉格納容器内の水素濃度

監視及び酸素濃度監視を行うための重大事故等対処設備

として，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度

（ＳＡ）は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプ

リング装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子

炉建物原子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。 

 

 

(b-2) 格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の

水素濃度監視及び酸素濃度監視 

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-2)-①原子炉格納容器内の水素濃度

本系統のうち第１ベントフィルタ出口水素濃度及び第

１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

の詳細については，「6.4 計装設備（重大事故等対処設

備）」に記載し，その他系統の詳細については，「9.3 原

子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載す

る。 

 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）による原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度

監視 

 

 

 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を

行うための重大事故等対処設備として，格納容器水素濃度

（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）を使用する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプリング装

置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原

子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容

器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

ｂ．格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素

濃度監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の計測 

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-1)-①水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度が変動する可能性のある範囲を測定できる設備として，格

納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を設ける

設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，格納容器ガスサンプリング装置（格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ））（圧縮機（個数1，吐出圧

力0.86MPa以上，容量12.4ℓ/min以上），冷却器（個数1，容量

15.4kJ/h以上），窒素ボンベ（個数2（予備2）））により原子炉

格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室（「１，２号機共用」（以

下同じ。））より監視できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の計測 

 

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-2)-①水素爆発による原子炉格納容器の

設置変更許可申請書（本

文（五号））「リ,(3), 

(ⅱ),b.原子炉格納容器

の過圧破損を防止する

ための設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-1)- 

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)d.(b)(b-1)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の
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監視及び酸素濃度監視を行うための重大事故等対処設備

として，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度

（Ｂ系）は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプ

リング装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子

炉建物原子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

なお，原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給すること

により，サンプリングガスを冷却できる設計とする。 

 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については,

ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

格納容器フィルタベント系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

リ(3)(ⅱ)d.-⑤a（リ，(3)，(ⅱ)，ｂ．原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備他と兼用） 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

リ(3)(ⅱ)d.-⑤b（リ，(3)，(ⅱ)，ｂ．原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

行うための重大事故等対処設備として，格納容器水素濃度

（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を使用する。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプリング装

置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原

子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容

器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

なお，原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給すること

により，サンプリングガスを冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気

設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

第 9.5-1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するための設備の主要機器仕様 

(2) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

第 9.3-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第 9.3-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

破損を防止するための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度が変動する可能性のある範囲を測定できる設備として，格

納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を設ける

設計とする。 

＜中略＞ 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，格納容器ガスサンプリング装置（格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系））（サンプリングポンプ（個

数1，吐出圧力0.66MPa以上，容量1ℓ/min/個以上），冷却器（個

数2，伝熱面積0.22m2/個以上））により原子炉格納容器内の雰

囲気ガスを原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内へ導き，

検出器で測定することで，原子炉格納容器内の水素濃度及び

酸素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

なお，原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給することに

より，サンプリングガスを冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 

(7.5) 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)d.(b)(b-2)- 

①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のリ

(3)(ⅱ)d.(b)(b-2)-①

と同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)d.-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)d.-⑤a 及び

リ(3)(ⅱ)d.-⑤bと同義であり，整合している。 

 

リ(3)(ⅱ)d.-⑤ 
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圧力開放板 

リ(3)(ⅱ)d.-⑥（リ，(3)，(ⅱ)，ｂ．原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．圧力開放板 

第 9.3-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(9) 圧力逃がし装置に係る次の事項 

(9.1) 格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)d.-⑥は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））におけるリ

(3)(ⅱ)d.-⑥と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)d.-⑥ 
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第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

リ(3)(ⅱ)d.-⑦（チ，(1)，(ⅲ) 放射線監視設備他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

1. 放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有す

る場合は，その動作範囲を付記すること。） 

(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 

ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環

境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する

装置の名称，検出器の種類，計測範囲，取付箇所（常設及び

可搬型の別を記載し，監視・記録の場所を付記すること。）及

び個数 

常設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））に

おけるリ(3)(ⅱ)d.-⑦を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理してお

り，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

リ(3)(ⅱ)d.-⑧（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

個  数 １ 

 

 

 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

リ(3)(ⅱ)d.-⑨（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

個  数 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

ｂ．格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5. 計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は，そ

の動作範囲を付記すること。） 

(4) 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガス濃度又は

水素ガス濃度を計測する装置の名称，検出器の種類，計測範

囲，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

常設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「格納容器内水素濃度（ＳＡ）」及び「格納容器内酸素濃度（ＳＡ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））

におけるリ(3)(ⅱ)d.-⑧及びリ(3)(ⅱ)d.-⑨を設計及び工事の計画の「計測制御系統施設」のうち「計測装置」に

整理しており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度リ(3)(ⅱ)d.-⑩（Ｂ系） 

リ(3)(ⅱ)d.-⑪（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

個  数 リ(3)(ⅱ)d.-⑫1 

 

 

 

格納容器酸素濃度リ(3)(ⅱ)d.-⑬（Ｂ系） 

リ(3)(ⅱ)d.-⑭（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

個  数 リ(3)(ⅱ)d.-⑮1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

ｄ．格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5. 計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は，そ

の動作範囲を付記すること。） 

(4) 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガス濃度又は

水素ガス濃度を計測する装置の名称，検出器の種類，計測範

囲，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

常設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)d.-⑩a 

リ(3)(ⅱ)d.-⑫a 

リ(3)(ⅱ)d.-⑬a 

リ(3)(ⅱ)d.-⑮a 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)d.-⑩a及びリ(3)(ⅱ)d.-⑩bは，重大事故等対処施設として1個（H2E229-101B）

を使用することを記載しており，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)d.-⑩「Ｂ系」と，整合してい

る。 

・「格納容器内水素濃度（Ｂ系）」及び「格納容器内酸素濃度（Ｂ系）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））

におけるリ(3)(ⅱ)d.-⑪及びリ(3)(ⅱ)d.-⑭を設計及び工事の計画の「計測制御系統施設」のうち「計測装置」に

整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)d.-⑫a及びリ(3)(ⅱ)d.-⑫bは，重大事故等対処施設として1個を使用すること

を記載しており，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)d.-⑫「個数 1」と，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)d.-⑬a及びリ(3)(ⅱ)d.-⑬bは，重大事故等対処施設として1個（O2E229-101B）

を使用することを記載しており，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)d.-⑬「Ｂ系」と，整合してい

る。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)d.-⑮a及びリ(3)(ⅱ)d.-⑮bは，重大事故等対処施設として1個を使用すること

を記載しており，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)d.-⑮「個数 1」と，整合している。 

 

リ(3)(ⅱ)d.-⑬b 

リ(3)(ⅱ)d.-⑮b 

リ(3)(ⅱ)d.-⑩b 

リ(3)(ⅱ)d.-⑫b 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

 

 

窒素ガス代替注入系 

可搬式窒素供給装置 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 100m3/h[normal]/台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.5-1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するための設備の主要機器仕様 

 

 

 

(1) 窒素ガス代替注入系 

ａ．可搬式窒素供給装置 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 100m3/h[normal] /台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 

(7.4) 窒素ガス代替注入系 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

リ(3)(ⅱ)d.-⑯（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と

兼用） 

個  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 格納容器フィルタベント系 

ｄ．第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.3 格納容器フィルタベント系排気経路内の水素濃度の

計測 

格納容器フィルタベント系の排出経路における水素濃度を

測定し，監視できるよう，第 1ベントフィルタ出口配管に第 1

ベントフィルタ出口水素濃度（個数 1（予備 1），計測範囲 0

～20vol％/0～100vol％）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第１ベントフィルタ

出口水素濃度」は設置変

更許可申請書（本文（五

号））におけるリ(3)(ⅱ) 

d.-⑯を設計及び工事の

計画の「計測制御系統施

設」のうち「計測装置」

に整理しており，整合し

ている。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

ｅ．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

リ(3)(ⅱ)e.-①発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備のうち，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に

至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備として，原子炉建物放水設備及び海洋拡

散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対応できる設備として，原子炉建物放水設備を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

9.7.2 設計方針 

 

 

 

 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

のうち，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備として，原子炉建物放水設備及び海洋拡散抑制設備を設

ける。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対応できる設備として，原子炉建物放水設備を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気への拡散抑制及び航空

機燃料火災対応 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合

において，リ(3)(ⅱ)e.-①a 発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための重大事故等対処設備及び原子炉建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災に対応できる設備とし

て，原子炉建物放水設備を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

(2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合

において，リ(3)(ⅱ)e.-①b 発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための重大事故等対処設備として，海洋拡散抑制設

備を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等による燃料プールの

水位の異常な低下により，燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷に至った場合において，燃料損傷時にはできる限りリ

(3)(ⅱ)e.-①c環境への放射性物質の放出を低減するための

重大事故等対処設備として，原子炉建物放水設備を設ける設

計とする。 

＜中略＞ 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-①a ～ リ

(3)(ⅱ)e.-①d は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ

(3)(ⅱ)e.-①と同義で

あり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

(a) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

 

 

 

 

 

 

(a-1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a-1-1) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質

の拡散抑制 

リ(3)(ⅱ)e.(a)(a-1)(a-1-1)-①大気への放射性物質の

拡散を抑制するための重大事故等対処設備として，原子炉

建物放水設備は，大型送水ポンプ車により海水をホースを

経由して放水砲から原子炉建物へ放水できる設計とする。

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定

し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

 

 

 

 

 

 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡

散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，ホ

ース等で構成し，大型送水ポンプ車により海水をホースを

経由して放水砲から原子炉建物へ放水できる設計とする。

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定

し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる設計と

する。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，リ(3)(ⅱ)e.-①d 発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための重大事故等対処設備として，海洋拡散抑制設備を設

ける設計とする。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気への拡散抑制及び航空

機燃料火災対応 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する原子炉建物放水設備は，大型送水ポン

プ車により海水を取水し，ホースを経由して放水砲から原子

炉建物へ放水できる設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，

複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.(a)(a-1) 

(a-1-1)-①は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））のリ(3)(ⅱ)e.(a) 

(a-1)(a-1-1)-①と同義

であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

(a-2-1) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の

拡散抑制 

 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，海洋拡散抑制設備は，放射性物質吸着

材，シルトフェンス等で構成する。 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が

通過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集

水桝３箇所に設置できる設計とする。 

シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出する

２箇所（２号リ(3)(ⅱ)e.(a)(a-2)(a-2-1)-①炉放水接合

槽及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型船舶

により設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散

抑制 

 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，放射性物質吸着材，シルトフェン

ス等で構成する。放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流

入した汚染水が通過する際に放射性物質を吸着できるよ

う，雨水排水路集水桝３箇所に設置できる設計とする。 

シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出する

２箇所（２号炉放水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設計

とし，輪谷湾は小型船舶により設置できる設計とする。 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等による燃料プールの

水位の異常な低下により，燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷に至った場合において，燃料損傷時にはできる限りリ

(3)(ⅱ)e.(a)(a-1)(a-1-1)-①環境への放射性物質の放出を

低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建物放水

設備を設ける設計とする。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車により海水を取

水し，ホースを経由して放水砲から原子炉建物へ放水するこ

とにより，環境への放射性物質の放出を可能な限り低減でき

る設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，

複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる設計とする。 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で

兼用），放射性物質吸着材（屋外に保管）（核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設の設備で兼用）等で構成し，シルトフェン

スは，汚染水が発電所から海洋に流出する 2 箇所（２号リ

(3)(ⅱ)e.(a)(a-2)(a-2-1)-①a 機放水接合槽及び輪谷湾）に

設置できる設計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保管）個数 1

（予備 1）（放射線管理施設の設備で兼用）により設置できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.(a)(a-2) 

(a-2-1)-①a及びリ(3) 

(ⅱ)e.(a)(a-2)(a-2-1)

-①bは，設置変更許可申
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＜中略＞ 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通

過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝 3

箇所に，約 2280kg（雨水排水路集水桝（No.３排水路）），約

100kg（雨水排水路集水桝（２号機放水槽南），約 700kg（雨水

排水路集水桝（２号機廃棄物処理建物南））を使用時に設置で

きる設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有量に加

え，予備として約 2280kgを保管する。 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。）），放射性物質

吸着材（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。））等で

構成し，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出

する 2 箇所（２号リ(3)(ⅱ)e.(a)(a-2)(a-2-1)-①b 機放水接

合槽及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型船舶

（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放射線管理施設の設備を核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用）により

設置できる設計とする。 

＜中略＞ 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通

過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝 3

箇所に，約 2280kg（雨水排水路集水桝（No.３排水路）），約

100kg（雨水排水路集水桝（２号機放水槽南），約 700kg（雨水

排水路集水桝（２号機廃棄物処理建物南））を使用時に設置で

きる設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有量に加

え，予備として約 2280kg を保管する。 

 

請書（本文（五号））の

リ(3)(ⅱ)e. 

(a)(a-2)(a-2-1)-①と

同義であり，整合してい

る。 
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(b) 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災時に用いる設備 

(b-1) 航空機燃料火災への泡消火 

 

 

 

(b-1-1) 原子炉建物放水設備による航空機燃料火災への

泡消火 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応するための重大事故等対処設備として，原子炉

建物放水設備は，大型送水ポンプ車により海水を泡消火薬

剤と混合しながらホースを経由して放水砲から原子炉建

物周辺へ放水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災時に用いる設備 

ａ．航空機燃料火災への泡消火 

 

 

 

(a) 原子炉建物放水設備による航空機燃料火災への泡消

火 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応するための重大事故等対処設備として，原子炉

建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，泡

消火薬剤容器，ホース等で構成し，大型送水ポンプ車によ

り海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由して放

水砲から原子炉建物周辺へ放水できる設計とする。大型送

水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発

電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

9.7.2.3 容量等 

＜中略＞ 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水

砲は，想定される重大事故等時において，大気への放射性

物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への対応に対して，移

動等ができる設計とし，放水砲による直状放射により原子

炉建物の最高点である屋上に放水又は噴霧放射により広

範囲に放水するために必要な容量を有するものを１セッ

ト１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計２台を保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気への拡散抑制及び航空

機燃料火災対応 

b. 航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応するための重大事故等対処設備として使用する原子炉

建物放水設備は，大型送水ポンプ車により海水を泡消火薬剤

と混合しながらホースを経由して放水砲から原子炉建物周辺

へ放水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災への泡消火に対応する

ために必要な容量の泡消火薬剤を保管できる設計とする。泡

消火薬剤の保有量は，必要な容量である 646ℓ に対し余裕をみ

た 5000ℓ 確保し，故障時の予備用として 1000ℓ の計 6000ℓ を

保管する。なお，泡消火薬剤容器の容量は 1000ℓ/個であり，

確保された泡消火薬剤 5000ℓ を 1000ℓ 毎に分け 5 個，予備用

の泡消火薬剤 1000ℓ を 1個の計 6個を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

881



 

リ-112           

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

 

 

 

 

 

大型送水ポンプ車 

リ(3)(ⅱ)e.-②（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等のた

めの設備と兼用） 

台  数 １（予備１） 

容  量 1,800m3/h/台 

吐出圧力 1.4MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.7－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉建物放水設備 

 

 

 

 

 

a. 大型送水ポンプ車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールの冷却等のための設備 

台  数 １（予備１） 

容  量 1,800m3/h/台 

吐出圧力 1.4MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（要目表） 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 

4.3 原子炉建物放水設備 
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放水砲 

リ(3)(ⅱ)e.-③（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却等のた

めの設備と兼用） 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールの冷却等のための設備 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（要目表） 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 

4.3 原子炉建物放水設備 

(8) 主配管（スプレイヘッダを含む。）の名称，最高使用圧

力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料（常設及び可搬型

の別に記載し，可搬型の場合は，個数及び取付箇所を付記

すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)e.-② は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)e.-②と同義であり，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(3)(ⅱ)e.-③ は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(3)(ⅱ)e.-③と同義であり，

整合している。 

リ(3)(ⅱ)e.-③ 
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泡消火薬剤容器 

個  数 ５（予備１） 

容  量 1,000L/個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質吸着材 

a) 雨水排水路集水桝（No.３排水路）用 

個  数 リ(3)(ⅱ)e.-④a１組/箇所 

b) 雨水排水路集水桝（２号リ(3)(ⅱ)e.-⑤炉放水槽南）

用 

個  数 リ(3)(ⅱ)e.-④b１組/箇所 

c) 雨水排水路集水桝（２号リ(3)(ⅱ)e.-⑥炉廃棄物処理

建物南）用 

個  数 リ(3)(ⅱ)e.-④c１組/箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 泡消火薬剤容器 

個  数 ５（予備１） 

容  量 1,000L/個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海洋拡散抑制設備 

 

a. 放射性物質吸着材 

(a) 雨水排水路集水桝（No.３排水路）用 

個  数 １組/箇所 

(b) 雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南）用 

 

個  数 １組/箇所 

(c) 雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南）用 

 

個  数 １組/箇所 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(1) 原子炉建物放水設備による大気への拡散抑制及び航空

機燃料火災対応 

b. 航空機燃料火災への泡消火 

＜中略＞ 

泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災への泡消火に対応する

ために必要な容量の泡消火薬剤を保管できる設計とする。泡

消火薬剤の保有量は，必要な容量である 646ℓ に対し余裕をみ

た 5000ℓ 確保し，故障時の予備用として 1000ℓ の計 6000ℓ を

保管する。なお，泡消火薬剤容器の容量は 1000ℓ/個であり，

確保された泡消火薬剤 5000ℓ を 1000ℓ 毎に分け 5 個，予備用

の泡消火薬剤 1000ℓ を 1個の計 6個を保管する。 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で

兼用），放射性物質吸着材（屋外に保管）（核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設の設備で兼用）等で構成し，シルトフェン

スは，汚染水が発電所から海洋に流出する 2 箇所（２号機放

水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型

船舶（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放射線管理施設の設備

で兼用）により設置できる設計とする。 

＜中略＞ 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-④a 及び

リ(3)(ⅱ)e.-④bは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3) 

(ⅱ)e.-④a ～リ(3) 

(ⅱ)e.-④cを具体的に

記載しており，整合して

いる。 
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過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝

リ(3)(ⅱ)e.-④a3箇所に，約2280kg（雨水排水路集水桝（No.

３排水路）），約100kg（雨水排水路集水桝（２号リ(3)(ⅱ)e.-

⑤a機放水槽南）），約700kg（雨水排水路集水桝（２号リ

(3)(ⅱ)e.-⑥a機廃棄物処理建物南））を使用時に設置できる

設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有量に加

え，予備として約 2280kgを保管する。 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。）），放射性物質

吸着材（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。））等で

構成し，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出

する 2 箇所（２号機放水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設

計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放

射線管理施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

設備として兼用）により設置できる設計とする。 

＜中略＞ 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通

過する際に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝

リ(3)(ⅱ)e.-④b3箇所に，約 2280kg（雨水排水路集水桝（No.

３排水路）），約 100kg（雨水排水路集水桝（２号リ(3)(ⅱ)e.-

⑤b 機放水槽南）），約 700kg（雨水排水路集水桝（２号リ

(3)(ⅱ)e.-⑥b 機廃棄物処理建物南））を使用時に設置できる

設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に必要となる保有量に加

え，予備として約 2280kg を保管する。 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑤a及びリ

(3)(ⅱ)e.-⑤bは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3) 

(ⅱ)e.-⑤と同義であ

り，整合している。 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑥a及びリ

(3)(ⅱ)e.-⑥bは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のリ

(3)(ⅱ)e.-⑥と同義で

あり，整合している。 
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シルトフェンス 

a) ２号リ(3)(ⅱ)e.-⑦炉放水接合槽用 

本  数 リ(3)(ⅱ)e.-⑧２（予備リ(3)(ⅱ)e.-⑨a２）※

１ 

 

※１ １本の二重構造 

b) 輪谷湾用 

本  数 リ(3)(ⅱ)e.-⑩32（予備リ(3)(ⅱ)e.-⑨b２）※

２ 

 

※２ 16 本の二重構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. シルトフェンス 

(a) ２号炉放水接合槽用 

本  数 ２（予備２）※１ 

高  さ 10m 

幅 10m/本 

※１ １本の二重構造 

(b) 輪谷湾用 

本  数 32（予備２）※２ 

高  さ ７～20m 

幅 20m/本 

※２ 16本の二重構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で

兼用），放射性物質吸着材（屋外に保管）（核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設の設備で兼用）等で構成し，シルトフェン

スは，汚染水が発電所から海洋に流出する2箇所（２号機放水

接合槽及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型船

舶（屋外に保管）個数1（予備1）（放射線管理施設の設備で兼

用）により設置できる設計とする。 

シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑制する

ため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。必

要数は，各設置場所に必要な幅に対してシルトフェンスを二

重に設置することとし，２号リ(3)(ⅱ)e.-⑦a 機放水接合槽に

リ(3)(ⅱ)e.-⑧a 計 2 本（高さ約 10m，幅約 10m）及び輪谷湾

にリ(3)(ⅱ)e.-⑩a 計 32 本（高さ約 7～20m（一重目は計 16

本（高さ約 7m：3 本，約 10m：1 本，約 12m：2 本，約 14m：1

本，約 15m：2本，約 16m：1本，約 17m：1本，約 18m：1本，

約 19m：2本，約 20m：2本），二重目は計 16本（高さ約 7m：3

本，約 10m：1本，約 13m：2本，約 15m：1本，約 16m：1本，

約 17m：2本，約 18m：1本，約 19m：2本，約 20m：3本）。），

幅約 20m）を使用する設計とする。また，予備については，リ

(3)(ⅱ)e.-⑨a 各設置場所に対して 2本の計 4本（２号機放水

接合槽は 2 本（高さ約 10m，幅約 10m），輪谷湾は 2 本（高さ

約 20m，幅約 20m））を保管することとし，予備を含めた保有

数として設置場所 2箇所分の合計 38本を保管する。 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑦a 及び 

リ(3)(ⅱ)e.-⑦b は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のリ

(3)(ⅱ)e.-⑦と同義で

あり，整合している。 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑧a 及び 

リ(3)(ⅱ)e.-⑧b は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のリ

(3)(ⅱ)e.-⑧と同義で

あり，整合している。 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑨a 及び 

リ(3)(ⅱ)e.-⑨bは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のリ(3) 

(ⅱ)e.-⑨a及びリ(3) 

(ⅱ)e.-⑨bと同義であ

り，整合している。 

設計及び工事の計画の

リ(3)(ⅱ)e.-⑩a 及び 

リ(3)(ⅱ)e.-⑩b は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のリ
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4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。）），放射性物質

吸着材（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。））等で

構成し，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出

する 2 箇所（２号機放水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設

計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放

射線管理施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

設備として兼用）により設置できる設計とする。 

シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑制する

ため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。必

要数は，各設置場所に必要な幅に対してシルトフェンスを二

重に設置することとし，２号リ(3)(ⅱ)e.-⑦b 機放水接合槽に

リ(3)(ⅱ)e.-⑧b 計 2 本（高さ約 10m，幅約 10m）及び輪谷湾

にリ(3)(ⅱ)e.-⑩b 計 32 本（高さ約 7～20m（一重目は計 16

本（高さ約 7m：3 本，約 10m：1 本，約 12m：2 本，約 14m：1

本，約 15m：2本，約 16m：1本，約 17m：1本，約 18m：1本，

約 19m：2本，約 20m：2本），二重目は計 16本（高さ約 7m：3

本，約 10m：1本，約 13m：2本，約 15m：1本，約 16m：1本，

約 17m：2本，約 18m：1本，約 19m：2本，約 20m：3本）。），

幅約 20m）を使用する設計とする。また，予備については，リ

(3)(ⅱ)e.-⑨b 各設置場所に対して 2本の計 4本（２号機放水

接合槽は 2 本（高さ約 10m，幅約 10m），輪谷湾は 2 本（高さ

約 20m，幅約 20m））を保管することとし，予備を含めた保有

数として設置場所 2箇所分の合計 38本を保管する。 

＜中略＞ 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.7 原子炉建物放水設備等 

(3)(ⅱ)e.-⑩と同義で

あり，整合している。 
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小型船舶 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 小型船舶 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

＜中略＞ 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で

兼用），放射性物質吸着材（屋外に保管）（核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設の設備で兼用）等で構成し，シルトフェン

スは，汚染水が発電所から海洋に流出する 2 箇所（２号機放

水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設計とし，輪谷湾は小型

船舶（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放射線管理施設の設備

で兼用）により設置できる設計とする。 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として使用する海洋拡散抑制設備は，シルトフェンス

（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。）），放射性物質

吸着材（屋外に保管）（原子炉格納施設の設備を核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同じ。））等で

構成し，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出

する 2 箇所（２号機放水接合槽及び輪谷湾）に設置できる設

計とし，輪谷湾は小型船舶（屋外に保管）個数 1（予備 1）（放

射線管理施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

設備として兼用）により設置できる設計とする。 

＜中略＞ 
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 (4) その他の主要な事項 

(ⅰ) 原子炉棟 

 

 

 

原子炉棟は，原子炉格納容器を完全に取り囲む建物リ

(4)(ⅰ)-①であり，内部を負圧に保つことにより，この建

物から放射性物質が直接大気へ出ないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.2 重大事故等時 

9.1.2.3 原子炉棟 

9.1.2.3.1 概要 

 

原子炉建物原子炉棟は，重大事故等時においても，非常

用ガス処理系により，内部の負圧を確保することができる

設計とする。原子炉建物原子炉棟の気密バウンダリの一部

として原子炉建物原子炉棟に設置する原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネルは，閉状態を維持できる設計とす

る。また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置は，中央制御室の居住性確保のために原子炉建物原子

炉棟の気密バウンダリを形成する必要がある場合は，容易

かつ確実に閉止できる設計とする。なお，原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル閉止装置は，中央制御室から遠

隔操作又は現場において人力により操作できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 原子炉建物 

2.1 原子炉建物原子炉棟等 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の

際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいするこ

とによる敷地境界外の実効線量が「発電用軽水型原子炉施設

の安全評価に関する審査指針（平成 2年 8月 30 日原子力安全

委員会）」に規定する線量を超えないよう，当該放射性物質の

濃度を低減する設備として原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）を設置する。 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，原子炉格納容器

を完全に取り囲む構造リ(4)(ⅰ)-①となっており，非常用ガ

ス処理系により，内部の負圧を確保し，原子炉格納容器から

放射性物質の漏えいがあっても発電所周辺に直接放出される

ことを防止する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅰ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(4)(ⅰ)-①と

同義であり，整合してい 

る。 
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ａ．構造 鉄筋コンクリート造（一部リ(4)(ⅰ)-②鋼構造） 

 

ｂ．形状 リ(4)(ⅰ)-③床面正方形の直方体 

ｃ．寸法 リ(4)(ⅰ)-④縦約 52m，横約 52m，リ(4)(ⅰ)-

⑤高さ地上約 49m 

 

ｄ．気密度 100 リ(4)(ⅰ)-⑥％/d以下（原子炉棟内空間

容積に対し，原子炉棟内が水柱約６mm の負圧状態におい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.1－6表 原子炉建物原子炉棟（重大事故等時）主要

仕様 

 

 

 

 

構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造

及び鉄骨造，ブローアウトパネル付き） 

形状 直方体 

寸法 

たて横 約 52ｍ×約 52ｍ 

全高 約 62ｍ 

気密度 建物内空間容積の 100％／d以下（6.4mmAqの負

圧時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

2. 原子炉建屋に係る次の事項 

(1) 原子炉建屋原子炉棟の名称，種類，設計気密度，主要寸

法，材料及び個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅰ)-⑤ 

リ(4)(ⅰ)-③ 

リ(4)(ⅰ)-⑥ 

リ(4)(ⅰ)-④ 

リ(4)(ⅰ)-② 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 原子炉建屋基礎スラブの名称，種類，主要寸法及び材

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅰ)-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(4)(ⅰ)-②と同義であり，整合して

いる。 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅰ)-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(4)(ⅰ)-③の「床面正方形の直方体」

となる主要寸法を詳細に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅰ)-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(4)(ⅰ)-④を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅰ)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(4)(ⅰ)-⑤を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅰ)-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））リ(4)(ⅰ)-⑥と同義であり，整合して

いる。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅱ) 非常用ガス処理系 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，湿分除去装置，粒子用高効率フィ

ルタ，よう素用チャコール・フィルタリ(4)(ⅱ)-①からな

る前置及び後置ガス処理装置並びにファン等で構成する。 

放射性物質の放出を伴うリ(4)(ⅱ)-②a事故時には，リ

(4) (ⅱ)-③常用換気系を閉鎖し，リ(4)(ⅱ)-②bファンに

よって原子炉棟内を負圧に保ちながら，原子炉棟内の放射

性物質を本系統を通して除去し，排気筒に沿って設ける排

気管リ(4)(ⅱ)-④（標高約130m）から放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.2 二次格納施設 

9.1.1.4.2.2 非常用ガス処理系 

＜中略＞ 

本系統は，100％容量のもの２系統からなり，各系統は，

湿分除去装置，粒子用高効率フィルタ，よう素用チャコー

ル・フィルタからなる前置及び後置ガス処理装置並びにフ

ァン等で構成する。１系統で原子炉建物原子炉棟を水柱約

６mmの負圧に保ち，原子炉建物原子炉棟内空気の 100％を

１日で処理する能力をもっている。 

この系のよう素用チャコール・フィルタのよう素除去効

率は，前置ガス処理装置で 97％以上（１），後置ガス処理装

置で 99％以上（１）（それぞれ相対湿度 70％以下において），

また，これらの総合効率は 99.97％以上に設計する。粒子

用高効率フィルタは，粒子状物質の 99.9％以上を除去す

るよう設計する。 

この系により処理されたガスは，排気筒に沿って設ける

排気管（標高約 130m）を通して放出する。この系は，非

常用電源に接続しており，外部電源喪失時でも運転制御が

可能である。非常用ガス処理系の主要仕様を第 9.1－4 表

に示す。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 非常用ガス処理系 

非常用ガス処理系は，湿分除去装置，粒子用高効率フィル

タ，よう素用チャコールフィルタリ(4)(ⅱ)-①等を含む非常

用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ及び非常用ガス処理

系後置ガス処理装置フィルタ並びに非常用ガス処理系排風機

等から構成される。放射性物質の放出を伴うリ(4)(ⅱ)-②設

計基準事故時には非常用ガス処理系で原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）内を負圧に保ちながら，原子炉格納容器か

ら漏えいした放射性物質を非常用ガス処理系を通して除去・

低減した後，排気筒（非常用ガス処理系用）より放出できる

設計とする。 

非常用ガス処理系は，原子炉冷却材喪失事故時に想定する

原子炉格納容器からの漏えい気体中に含まれるよう素を除去

し，環境に放出される放射性物質の濃度を減少させる設計と

する。 

非常用ガス処理系のうち，非常用ガス処理系フィルタ装置

のよう素除去効率及び非常用ガス処理系の処理容量は，設置

（変更）許可を受けた設計基準事故の評価の条件を満足する

設計とする。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.3 原子炉棟空調換気系 

原子炉棟空調換気系は，送風機及び排風機により，発電所

通常運転中，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の換気

を行い，各建物内を負圧に保ち，排気空気は，フィルタを通

したのち，排気筒から放出する。 

また，原子炉棟空調換気系の給気及び排気ダクトには，そ

れぞれ 2 個の空気作動の隔離弁を設け，リ(4)(ⅱ)-③原子炉

棟放射能高等の信号により，隔離弁を自動閉鎖するとともに

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅱ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(4)(ⅱ)-①を

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅱ)-②は，設置変

更許可申請書（本文）の

リ(4)(ⅱ)-②a～リ(4) 

(ⅱ)-②cと同義であり，

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅱ)-③は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(4)(ⅱ)-③ 

を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(4)(ⅱ)-

④は，設計及び工事の計

画の「第 6-1-1-2-1 図 

排気筒構造図」の記載と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

本文（十号） 

リ(4)(ⅱ)-②c 格納容器から原子炉棟内に漏えいした

核分裂生成物は，非常用ガス処理系で処理された後，

排気管から大気中へ放出されるものとする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅲ)c.(j)，ロ(2)(ⅲ)ｄ.(m) 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．系統数 ２リ(4)(ⅱ)-⑤（うち１系統は予備） 

ｂ．容量 約 4,400m3/h/系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.1－4表 非常用ガス処理系主要仕様 

 

 

 

 

 

系総数 ２（うち１系統は予備） 

系統設計流量 約 4,400m3/h/系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉棟空調換気系から非常用ガス処理系に切り替わること

で放射性物質の放散を防ぐ設計とする。 

2.2.4 タービン建物空調換気系 

タービン建物空調換気系は，送風機及び排風機により，発

電所通常運転中，タービン建物内の換気を行い，各建物内を

負圧に保ち，汚染の可能性のある排気空気は，フィルタを通

したのち，排気筒から放出する。 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 

(7.1) 非常用ガス処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

リ(4)(ⅱ)-⑥a 非常用ガス処理系の容量は，設計で定

められた値（１回/d）とする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅲ)c.(i)，ロ(2)(ⅲ)ｄ.(j) 

本文（十号） 

リ(4)(ⅱ)-⑥b非常用ガス処理系により設計負圧を達

成した後は設計換気率１回/日相当を考慮する。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-1)(a-1-13)(a-1-13-4) 

(a-1-13-4-2)， 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(a)(a-2)(a-2-12)(a-2-12-6) 

(a-2-12-6-2) 

リ(4)(ⅱ)-⑤a 
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ｃ．よう素用チャコール・フィルタのよう素除去効率 

前置ガス処理装置 97％以上 

後置ガス処理装置 99％以上 

（温度 66℃以下，相対湿度 70％以下において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう素用チャコール・フィルタのよう素除去効率 

前置ガス処理装置 97％以上 

後置ガス処理装置 99％以上 

（温度 66℃以下，相対湿度 70％以下において） 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

リ(4)(ⅱ)-⑥c 非常用ガス処理系による原子炉建物原

子炉棟の設計負圧が維持されていることを想定し，設

計換気率１回/日相当を考慮する。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)ｃ.(b)(b-17)(b-17-4)(b-17-4-2) 

本文（十号） 

リ(4)(ⅱ)-⑦非常用ガス処理系よう素用チャコー

ル・フィルタのよう素総合除去効率は，設計値

99.97％を用いるものとする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅲ)ｃ.(h), 

ロ(2)(ⅲ)ｄ.(i) 

 

 

リ(4)(ⅱ)-⑤b 

リ(4)(ⅱ)-⑦a 
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整合性 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅱ)-⑤a～リ(4)(ⅱ)-⑤c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のリ(4)(ⅱ)-

⑤と同義であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））リ(4)(ⅱ)-⑥a～リ(4)(ⅱ)-⑥c は，設計及び工事の計画の「Ⅵ-1-1-5-7 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）」の記載と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のリ(4)(ⅱ)-⑦a 及びリ(4)(ⅱ)-⑦b は，1-（1-前置ガス処理装置よう素チャコールフ

ィルタ総合効率 97％）×（1-後置ガス処理装置よう素チャコールフィルタ総合効率 99％）＝99.97％とな

り，設置変更許可申請書（本文（十号））リ(4)(ⅱ)-⑦と同義であり，整合している。 

リ(4)(ⅱ)-⑤c 

リ(4)(ⅱ)-⑦b 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅲ) 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するた

めの設備 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

リ(4)(ⅲ)-①設備のうち，原子炉建物等の損傷を防止する

ための水素濃度制御設備として，静的触媒式水素処理装

置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，リ(4)(ⅲ)-②原子炉建物内の水素濃度が変動する

可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，原

子炉建物水素濃度監視設備を設ける。 

 

 

 

 

 

9.6 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の設備 

9.6.2 設計方針 

 

 

 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備のうち，原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃

度制御設備として，静的触媒式水素処理装置，静的触媒式

水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口

温度を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建物内の水素濃度が変動する可能性のある

範囲にわたり測定するための設備として，原子炉建物水素

濃度監視設備を設ける。 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備  

3.4.2 静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の

水素爆発による損傷を防止するためにリ(4)(ⅲ)-①a 原子炉

建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度上昇を抑制し，

水素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設

備として，水素濃度制御設備である静的触媒式水素処理装置

を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.5 静的触媒式水素処理装置の作動状態監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の

水素爆発による損傷を防止するためにリ(4)(ⅲ)-①b 原子炉

建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度上昇を抑制し，

水素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設

備として，水素濃度制御設備である静的触媒式水素処理装置

入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度を設ける設計

とする。 

＜中略＞ 

2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建物に漏えいした水素濃

度の計測 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の

水素爆発による損傷を防止するためにリ(4)(ⅲ)-②原子炉建

物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度が変動する可能性

のある範囲にわたり測定できる監視設備として，原子炉建物

水素濃度を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅲ)-①a及びリ

(4)(ⅲ)-①bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(4)(ⅲ)-①を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅲ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のリ(4)(ⅲ)-②と

同義であり，整合してい

る。 
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ａ．水素濃度制御による原子炉建物等の損傷を防止するた

めの設備 

(a) 静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

 

 

 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するためリ

(4)(ⅲ)a.(a)-①の設備のうち，炉心の著しい損傷により

原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に水素ガスが

漏えいした場合において，原子炉建物原子炉棟内の水素濃

度上昇を抑制し，水素濃度を可燃限界未満に制御するため

の重大事故等対処設備として，静的触媒式水素処理装置

は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子炉格納容器か

ら原子炉建物原子炉棟に漏えいした水素ガスと酸素ガス

を触媒反応によって再結合させることで，原子炉建物原子

炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建物原子炉棟の

水素爆発を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷を防止する

ための設備 

ａ．静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

 

 

 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から

原子炉建物原子炉棟内に水素ガスが漏えいした場合にお

いて，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水

素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処

設備として，水素濃度制御設備である静的触媒式水素処理

装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水

素処理装置出口温度を使用する。 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必要と

せずに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えい

した水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させ

ることで，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制

し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備  

3.4.2 静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

炉心の著しい損傷リ(4)(ⅲ)a.(a)-①が発生した場合にお

いて原子炉建物等の水素爆発による損傷を防止するために原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度上昇を抑制

し，水素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対

処設備として，水素濃度制御設備である静的触媒式水素処理

装置を設ける設計とする。 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必要とせ

ずに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施

設）内に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって

再結合させることで，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建物原子炉棟（二次格

納施設）の水素爆発を防止できる設計とする。 

また，試験により性能及び耐環境性が確認された型式品を

設置する設計とする。静的触媒式水素処理装置は，原子炉建

物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした水素が滞留する

と想定される原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）4階に設置

することとし，静的触媒式水素処理装置の触媒反応時の高温

ガスの排出が重大事故等時の対処に重要な計器・機器に悪影

響がないよう離隔距離を設ける設計とする。 

静的触媒式水素処理装置の流路として，設計基準対象施設

である原子炉建物原子炉棟（二次格納施設），原子炉建物機器

搬出入口及び原子炉建物エアロックを重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.5 静的触媒式水素処理装置の作動状態監視 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅲ)a.(a)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(4)(ⅲ) 

a.(a)-①と同義であり，

整合している。 
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静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置の入口側及

び出口側の温度により静的触媒式水素処理装置の作動状

態を中央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式水

素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

 

 

 

ｂ．水素濃度監視 

(a) 原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するためリ

(4)(ⅲ)b.(a)-①の設備のうち，炉心の著しい損傷により

原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいした

水素ガスの濃度を測定するため，炉心の著しい損傷が発生

した場合に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定

できる重大事故等対処設備として，原子炉建物水素濃度

は，中央制御室において連続監視できる設計とし，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。 

 

 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気

設備については，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置の入口側及

び出口側の温度により静的触媒式水素処理装置の作動状

態を中央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式水

素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ｂ．水素濃度監視 

(a) 原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から

原子炉建物原子炉棟内に漏えいした水素ガスの濃度を測

定するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度

が変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等対

処設備として，原子炉建物水素濃度監視設備である原子炉

建物水素濃度を使用する。 

原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監視で

きる設計とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気

設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度（個数 2，計測範囲 0～

100℃，検出器種類 熱電対）及び静的触媒式水素処理装置出

口温度（個数 2，計測範囲 0～400℃，検出器種類 熱電対）は，

静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側の温度により静

的触媒式水素処理装置の作動状態を中央制御室から監視でき

る設計とし，重大事故等時において測定可能なよう耐環境性

を有した熱電対を使用する。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理

装置出口温度は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建物に漏えいした水素濃

度の計測 

炉心の著しい損傷リ(4)(ⅲ)b.(a)-①が発生した場合にお

いて原子炉建物等の水素爆発による損傷を防止するために原

子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度が変動する

可能性のある範囲にわたり測定できる監視設備として，原子

炉建物水素濃度を設ける設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監視でき

る設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

リ(4)(ⅲ)b.(a)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のリ(4)(ⅲ) 

b.(a)-①と同義であり，

整合している。 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ，(2)，(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

静的触媒式水素処理装置 

種  類 触媒反応式 

個  数 18 

水素処理容量 約 0.50kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，100℃，

大気圧において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.6-1表 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止す

るための設備の主要機器仕様 

 

(1) 静的触媒式水素処理装置 

種  類 触媒反応式 

個  数 18 

水素処理容量 約 0.50kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，

100℃，大気圧において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】 

（要目表） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 

(7.3) 原子炉建物水素濃度抑制設備 
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静的触媒式水素処理装置入口温度 

リ(4)(ⅲ)-③（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と兼

用） 

個  数 ２ 

計測範囲 ０～100℃ 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

リ(4)(ⅲ)-④（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と兼

用） 

個数 ２ 

計測範囲 ０～400℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

(3) 静的触媒式水素処理装置出口温度 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための

制御装置を除く）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.5 静的触媒式水素処理装置の作動状態監視 

＜中略＞ 

静的触媒式水素処理装置入口温度（個数 2，計測範囲 0～

100℃，検出器種類 熱電対）及び静的触媒式水素処理装置出

口温度（個数 2，計測範囲 0～400℃，検出器種類 熱電対）は，

静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側の温度により静

的触媒式水素処理装置の作動状態を中央制御室から監視でき

る設計とし，重大事故等時において測定可能なよう耐環境性

を有した熱電対を使用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「静的触媒式水素処理

装置入口温度」及び「静

的触媒式水素処理装置

出口温度」は，設置変更

許可申請書（本文（五

号））におけるリ(4)(ⅲ) 

-③及びリ(4)(ⅲ)-④を

設計及び工事の計画の

「計測制御系統施設」の

うち「基本設計方針」に

整理しており，整合して

いる。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物水素濃度 

リ(4)(ⅲ)-⑤（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備と兼

用） 

個  数  

[触媒式]１ 

[熱伝導式]６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 原子炉建物水素濃度 

第 6.4-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5. 計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は，そ

の動作範囲を付記すること。） 

(12) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置の名称，

検出器の種類，計測範囲，個数及び取付箇所（常設及び可搬

型の別に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉建物水素濃度」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけ

るリ(4)(ⅲ)-⑤を設計

及び工事の計画の「計測

制御系統施設」のうち

「計測装置」に整理して

おり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

(1) 常用電源設備の構造

(ⅰ) 発電機 

台  数 ヌ(1)(ⅰ)-①１ 

容  量 約 870,000kVA 

10. その他発電用原子炉の附属施設

第 10.3－3表 発電機，励磁装置の設備仕様 

(1) 発電機

型  式 横軸円筒回転界磁三相同期発電機 

台  数 １ 

容  量 約 870,000kVA 

力  率 0.95（遅れ） 

電  圧 15.5kV 

相  数 ３ 

周 波 数 60Hz 

回 転 数 1,800rpm 

結 線 法 星形 

冷 却 法 固定子 水冷却 

回転子  水素ガス冷却 

【常用電源設備】 

（要目表） 

設置変更許可申請書(本

文（五号）)ヌ項におい

て，設計及び工事の計

画の内容は，以下のと

おり満足している。 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅰ)-①は，設計及び工事の計画の「Ⅳ-5 図面 

3. 単線結線図 第3-1 図 単線結線図」の記載と同義であり，整合している。
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅱ) 外部電源系 

 

 

 

 

 

220kV ２回線（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

（ヌ(1)(ⅱ)-① (2) 非常用電源設備の構造と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

66kV １回線（１号及び２号炉共用，既設） 

（ヌ(1)(ⅱ)-① (2) 非常用電源設備の構造と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.3－1表 送電線の設備仕様 

 

 

 

 

 

(1) 220kV送電線（１号，２号及び３号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

電  圧   220kV 

回 線 数   ２ 

導体サイズ RS-TACSR/AC610mm2２導体 

送電容量   約 1,327MW／回線 

亘  長  約 16km（北松江変電所まで） 

 

(2) 66kV送電線（１号及び２号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

電  圧   66kV 

回 線 数   １ 

導体サイズ ACSR/AC97mm2１導体 

送電容量   約 36MW 

亘  長  約 13km（津田変電所まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

ヌ(1)(ⅱ)-①a 発電用原子炉施設は，重要安全施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全

施設に供給するため，電力系統に連系した設計とする。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 220kV送

電線（中国電力ネットワーク株式会社第二島根原子力幹

線）1ルート 2回線（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））

及び受電専用の回線として 66kV 送電線（中国電力ネット

ワーク株式会社鹿島線を分岐した鹿島支線）1ルート 1回

線（「１号機設備，１，２号機共用」（以下同じ。））の合計

2ルート 3回線にて，電力系統に接続する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2.1 非常用交流電源設備 

ヌ(1)(ⅱ)-①b 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ

(1)(ⅱ)-①は，電力系

統に連系した送電線に

ついて，常用電源設備

と非常用電源設備で同

じ設備を表しており，

設計及び工事の計画に

おいては，常用電源設

備と非常用電源設備の

基本設計方針のヌ 

(1)(ⅱ)-①a 及びヌ

(1)(ⅱ)-①b にそれぞ

れ記載しており，整合

している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

ヌ(1)(ⅱ)-②発電機，外部電源系，非常用所内電源系，

その他の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地絡又

は母線の低電圧若しくは過電流に対し，検知できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 常用電源設備 

10.3.2 設計方針 

10.3.2.1 外部電源系 

＜中略＞ 

 

 

また，発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他

の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地絡又は母線

の低電圧若しくは過電流，変圧器一次側における１相開放

故障等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断器

により故障箇所を隔離することによって，故障による影響

を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定で

きる構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防止 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，ヌ(1)(ⅱ)-

②電線路，発電用原子炉施設において常時使用される発電

機，外部電源系及び非常用所内電源系から安全施設への電

力の供給が停止することがないよう，発電機，送電線，変

圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の損壊，故障そ

の他の異常を検知するとともに，異常を検知した場合は，

ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の

遮断器が動作することにより，その拡大を防止する設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(1)(ⅱ)-②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(1)(ⅱ)-

②と同義であり，整合

している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅲ) 変圧器 

ａ．主変圧器 

台  数 １ 

容  量 約 840,000kVA 

電  圧 15.2kV／ヌ(1)(ⅲ)a.-①220kV（一次／二次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.3－4表 変圧器の設備仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(1)（ⅲ）a.-①  

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅲ)a.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅲ)a.-①の電圧調

整範囲（タップにより，二次電圧を変更可能）を記載しており，整合している。 
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ｂ．所内変圧器 

台  数 ２ 

容  量 約 32,000kVA/台 

電  圧 15.2kV／6.9kV（一次／二次） 

ｃ．起動変圧器 

台  数 １ 

容  量 約 40,000kVA 

電  圧 220kV／6.9kV（一次／二次） 

ｄ．予備変圧器（１号及び２号炉共用，既設） 

台  数 １ 

容  量 約 25,000kVA 

電  圧 63kV／6.9kV（一次／二次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書

（本文（五号））の

「所内変圧器」，「起

動変圧器」，「予備変

圧器（１号及び２号炉

共用，既設）」は，設

置許可のみの要求事項

であり，本設工認の対

象外である。 
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(2) 非常用電源設備の構造 

(ⅰ) 受電系統 

 

 

 

220kV ２回線（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

ヌ(2)(ｉ)-①（(1) 常用電源設備の構造と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

66kV １回線（１号及び２号炉共用，既設） 

ヌ(2)(ｉ)-①（(1)常用電源設備の構造と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.3－1表 送電線の設備仕様 

 

 

 

 

(1) 220kV送電線（１号，２号及び３号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

電  圧    220kV 

回 線 数    ２ 

導体サイズ  RS-TACSR/AC610mm2２導体 

送電容量   約 1,327MW／回線 

亘  長   約 16km（北松江変電所まで） 

 

(2) 66kV送電線（１号及び２号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

電  圧    66kV 

回 線 数    １ 

導体サイズ  ACSR/AC97mm2１導体 

送電容量   約 36MW 

亘  長   約 13km（津田変電所まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

ヌ(2)(ｉ)-①a 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 220kV

送電線（中国電力ネットワーク株式会社第二島根原子力

幹線）1ルート 2回線（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。））及び受電専用の回線として 66kV送電線（中国電力

ネットワーク株式会社鹿島線を分岐した鹿島支線）1ル

ート 1回線（「１号機設備，１，２号機共用」（以下同

じ。））の合計 2ルート 3回線にて，電力系統に接続する

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2.1 非常用交流電源設備 

ヌ(2)(ｉ)-①b 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ

(2)(ｉ)-①は，電力系

統に連系した送電線に

ついて，常用電源設備

と非常用電源設備で同

じ設備を表しており，

設計及び工事の計画に

おいては，常用電源設

備と非常用電源設備の

基本設計方針ヌ(2)

（ⅰ)-①a 及びヌ(2)

（ⅰ)-①b にそれぞれ

記載しており，整合し

ている。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

ａ．ヌ(2)(ⅱ)a.-①非常用ディーゼル発電機 

台  数 ２ 

出  力 ヌ(2)(ⅱ)a.-②約 5,840kW/台 

起動時間 ヌ(2)(ⅱ)a.-③約 10秒 

10.1 非常用電源設備 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.3 主要設備 

10.1.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ 

系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）は，外部電源が喪失した場合には発電

用原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給し，ま

た，外部電源が喪失し同時に原子炉冷却材喪失事故が発生

した場合には工学的安全施設作動のための電力を供給す

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）は多重性を考慮して，３台を備え，各々

非常用高圧母線に接続する。各非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）並びに

各配電盤及び制御盤は，耐震性を有した原子炉建物付属棟

内のそれぞれ独立した部屋に設置する。 

＜中略＞ 

第 10.1－3表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）の設備仕様

(1) エンジン

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型  式   Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 

台  数  ２ 

出  力  約 6,150kW/台 

回 転 数  514rpm 

起動方式  圧縮空気起動 

起動時間  約 10秒 

使用燃料  軽油 

＜中略＞ 

(2) 発電機

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型  式 横軸回転界磁三相同期発電機 

台  数 ２ 

容  量 約 7,300kVA/台 

力  率 0.80（遅れ） 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

 ヌ(2)（ⅱ）a.-①a
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回 転 数 514rpm 

＜中略＞ 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備

2.1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備を含む。）は，非常用高圧母線低電圧信号又

は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全施

設の設備の作動開始時間を満足する時間であるヌ

(2)(ⅱ)a.-③10 秒（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備においては 13 秒）以内に電圧を確立した後は，各非

常用高圧母線に接続し，負荷に給電する設計とする。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅱ)a.-③は，設

置変更許可申請書（本文

（ 五 号 ）） の ヌ

(2)(ⅱ)a.-③を詳細設

計した結果であり，整合

している。 

ヌ(2)（ⅱ）a.-①b

ヌ(2)（ⅱ）a.-②

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)a.-①a 及びヌ(2)(ⅱ)a.-①b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅱ)a.-①と同義であり，整合している。 

・ヌ(2)(ⅱ)a.-②：7300kVA×0.8（力率）＝5840kW 
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ｂ．ヌ(2)(ⅱ)b.-①高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

台  数 １ 

出  力 ヌ(2)(ⅱ)b.-②約 3,200kW 

起動時間 ヌ(2)(ⅱ)b.-③約 13秒 

(1) エンジン

＜中略＞ 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型  式  Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 

台  数  １ 

出  力  約 3,480kW 

回 転 数  514rpm 

起動方式  圧縮空気起動 

起動時間  約 13秒 

使用燃料  軽油 

(2) 発電機

＜中略＞ 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型  式 横軸回転界磁三相同期発電機 

台  数 １ 

容  量 約 4,000kVA 

力  率 0.80（遅れ） 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

回 転 数 514rpm 

ヌ(2)（ⅱ）b.-①a
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【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備を含む。）は，非常用高圧母線低電圧信号又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅱ)b.-③は，設

ヌ(2)（ⅱ）b.-①b  

ヌ(2)（ⅱ）b.-②  

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)b.-①a 及びヌ(2)(ⅱ)b.-①b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅱ)b.-①と同義であり，整合している。 

・ヌ(2)(ⅱ)b.-②：4000kVA×0.8（力率）＝3200kW 
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ｃ． ヌ(2)(ⅱ)c.-①非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

基  数 ヌ(2)(ⅱ)c.-②５ 

容  量 約 170kL/基（２基） 

ヌ(2)(ⅱ)c.-③約 100kL/基（３基） 

(3) 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

型  式 横置円筒形 

基  数 ５ 

容  量 Ａ系 約 170kL/基（２基） 

 Ｂ系 約 100kL/基（３基） 

使用燃料 軽油 

は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全施

設の設備の作動開始時間を満足する時間である 10 秒（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備においてはヌ

(2)(ⅱ)b.-③13秒）以内に電圧を確立した後は，各非常用

高圧母線に接続し，負荷に給電する設計とする。 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2非常用発電装置に係る次の事項 

(4) 燃料設備に係る次の事項

置変更許可申請書（本文

（ 五 号 ）） の ヌ

(2)(ⅱ)b.-③を詳細設

計した結果であり，整合

している。 

 

ヌ(2)（ⅱ）c.-①a

ヌ(2)（ⅱ）c.-②a
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整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)c.-①a及びヌ(2)(ⅱ)c.-①bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅱ)c.-①と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)c.-②a及びヌ(2)(ⅱ)c.-②bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅱ)c.-②を詳細に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)c.-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅱ)c.-③を詳細に記載

しており，整合している。 

ヌ(2)（ⅱ）c.-①b

ヌ(2)（ⅱ）c.-③

ヌ(2)（ⅱ）c.-②b
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ｄ．ヌ(2)(ⅱ)d.-①高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク 

基  数 １ 

容  量 約 170kL 

(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

型  式 横置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約 170kL 

使用燃料 軽油 

 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2非常用発電装置に係る次の事項 

1.2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

(4) 燃料設備に係る次の事項

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)d.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅱ)d.-①と同義で

あり，整合している。 

ヌ(2)（ⅱ）d.-①

915



ヌ-14

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，

重大事故等時にＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能），ほう酸水注入系，代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能），低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替

注水系（可搬型），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。），格納容器

代替スプレイ系（常設），格納容器代替スプレイ系（可搬

型），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド），中央制御室換気系，計装設備及び非常用ガス処理系

へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機は，高圧炉心スプレイ系及び計装設備へ電力を

供給できる設計とする。 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に

関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設

計方針を適用して設計を行う。 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備

2.1 非常用交流電源設備 

＜中略＞ 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用できる設計とする。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故

等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。

ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事故等

対処設備の基本方針のうち「5.1.2多様性，位置的分散等」

に示す設計方針は適用しない。 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電設備

は，重大事故等時に ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能），

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能），

ほう酸水注入系，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能），低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水

系（可搬型），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注

水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原

子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。），格納容器代

替スプレイ系（常設），格納容器代替スプレイ系（可搬型），

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），中

央制御室換気系，計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を

供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備は重大事故等時に，高圧炉心スプレイ系及び

計装設備へ電力を供給できる設計とする。 
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７日間の外部電源喪失を仮定しても，運転時の異常な過

渡変化又は設計基準事故に対処するために必要なヌ

(2)(ⅱ)d.-②非常用ディーゼル発電機１台及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機１台を７日間運転すること

により必要とする電力を供給できる容量以上の燃料をヌ

(2)(ⅱ)d.-③敷地内の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.2 設計方針 

10.1.1.2.1 非常用所内電源系 

＜中略＞ 

また，７日間の外部電源喪失を仮定しても，運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な

非常用ディーゼル発電機１台及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機１台を７日間運転することにより必要と

する電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内の非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクに貯蔵する設計とす

る。 

＜中略＞ 

4. 燃料設備

4.1 非常用交流電源設備の燃料補給設備 

７日間の外部電源喪失を仮定しても，運転時の異常な過

渡変化又は設計基準事故に対処するために必要なヌ

(2)(ⅱ)d.-②非常用ディーゼル発電設備１台及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設備１台を７日間運転する

ことにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料

をヌ(2)(ⅱ)d.-③敷地内の A-ディーゼル燃料貯蔵タン

ク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵

タンクに貯蔵する設計とする。

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅱ)d.-②は，設

置変更許可申請書（本文

（ 五 号 ）） の ヌ

(2)(ⅱ)d.-②と同義で

あり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅱ)d.-③は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅱ) 

d.-③を具体的に記載

しており，整合してい

る。 
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(ⅲ) 蓄電池 

ａ．ヌ(2)(ⅲ)a.-①蓄電池（非常用） 

型  式 ヌ(2)(ⅲ)a.-②鉛蓄電池 

組  数 ヌ(2)(ⅲ)a.-③６ 

容  量  

Ａ－115V系蓄電池 約 1,200Ah/組 

Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

 ヌ(2)(ⅲ)a.-④約 4,500Ah/組 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 約 1,500Ah/組 

高圧炉心スプレイ系用蓄電池 約 500Ah/組 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 約 90Ah/組 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 約 90Ah/組 

第 10.1－4表 直流電源設備の設備仕様 

(1) 蓄電池

非常用 

型 式 鉛蓄電池 

組 数 ６ 

セル数 115V系Ａ系 54 

Ｂ系 54×2 

ＨＰＣＳ系 54 

ＲＣＩＣ系 108 

原子炉中性子計装用Ａ系 24 

Ｂ系 24 

電 圧 115V系Ａ系 115V 

Ｂ系 115V 

ＨＰＣＳ系 115V 

ＲＣＩＣ系 230V 

原子炉中性子計装用Ａ系 ±24V 

Ｂ系 ±24V 

容 量 115V系Ａ系 約 1,200Ah 

Ｂ系 約 4,500Ah 

ＲＣＩＣ系 約 1,500Ah 

ＨＰＣＳ系 約 500Ah 

原子炉中性子計装用Ａ系 約 90Aｈ 

Ｂ系 約 90Aｈ 

＜中略＞ 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.3  その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次

の事項 

(2) 電力貯蔵装置の名称，種類，容量，電圧，主要寸法，

個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

 

 

ヌ(2)（ⅲ）a.-③a

ヌ(2)（ⅲ）a.-②b

ヌ(2)（ⅲ）a.-④a

ヌ(2)（ⅲ）a.-①a

ヌ(2)（ⅲ）a.-②a

ヌ(2)（ⅲ）a.-④b
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ヌ(2)（ⅲ）a.-③b

ヌ(2)（ⅲ）a.-②c

ヌ(2)（ⅲ）a.-①b
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ヌ(2)（ⅲ）a.-①d

ヌ(2)（ⅲ）a.-②e

ヌ(2)（ⅲ）a.-③d整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-①a～ヌ(2)(ⅲ)a.-①dは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-

①を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-②a～ヌ(2)(ⅲ)a.-②eは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-

②を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-③a～ヌ(2)(ⅲ)a.-③dは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-

③を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-④a及びヌ(2)(ⅲ)a.-④bは，「B-115V系蓄電池」及び「B1-115V系蓄電池

（SA）」の容量を別々に記載し合わせると4500Ah/組となり，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-

④は，１組の蓄電池の容量をまとめて記載していることから整合している。 

ヌ(2)（ⅲ）a.-①c

ヌ(2)（ⅲ）a.-③c

ヌ(2)（ⅲ）a.-②d
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(ⅳ) 代替電源設備 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ため，ヌ(2)(ⅳ)-①必要な電力を確保するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を

確保するための設備として，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備（常設

10.1 非常用電源設備 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.2 非常用直流電源設備 

10.1.2.2.1 概要 

非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用する。 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源喪失から８時

間，蓄電池（非常用）から電力を供給できる設計とする。 

10.1.2.2.2 設計方針 

非常用直流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に

関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設

計方針を適用して設計を行う。 

10.2 代替電源設備 

10.2.1 概要 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ため，必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

10.2.2 設計方針 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

非常用直流電源設備の 230V系蓄電池(RCIC)，230V系充

電器(RCIC)（240V，200Aのものが 1個），A-115V系蓄電池，

A-115V 系充電器（130V,210A のものが 1 個），高圧炉心ス

プレイ系蓄電池，高圧炉心スプレイ系充電器（130V,80Aの

ものが 1個），B-115V系蓄電池，B-115V系充電器（120V,400A

のものが 1 個），B1-115V 系蓄電池（SA），B1-115V 系充電

器（SA），原子炉中性子計装用蓄電池，原子炉中性子計装用

充電器（±28.8V,20Aのものが 2個），230V系直流盤（RCIC）

（230V,800A のものが 1 個），115V 直流盤（115V,500A の

ものが 4 個），中性子計装分電盤（±24V,100A のものが 2

個）は，想定される重大事故等時において，重大事故等対

処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用できる設計とする。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故

等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。

ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事故等

対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」

に示す設計方針は適用しない。 

＜中略＞ 

2. 交流電源設備

2.2 常設代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ためにヌ(2)(ⅳ)-①a 必要な交流負荷へ電力を供給する

重大事故等対処設備として常設代替交流電源設備を設け

る設計とする。 

＜中略＞ 

2.3 可搬型代替交流電源設備 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)- ① a ～ヌ 

(2)(ⅳ)- ① eは，設

置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)-①と同義であ
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代替直流電源設備を含む。），可搬型直流電源設備及び代替

所内電気設備を設ける。 

確保するための設備として，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備（常設

代替直流電源設備を含む。），可搬型直流電源設備及び代替

所内電気設備を設ける。 

ヌ(2)(ⅳ)-①b 設計基準事故対処設備の交流電源が喪

失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応

に必要なプラント監視機能を維持する設備等に電力を供

給する重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設

備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

3.1 常設直流電源設備 

ヌ(2)(ⅳ)-①c 設計基準事故対処設備の交流電源が喪

失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の対

応に必要な設備に直流電力を供給する重大事故等対処設

備として，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

3.2 可搬型直流電源設備 

ヌ(2)(ⅳ)-①d 設計基準事故対処設備の交流電源及び

直流電源が喪失した場合に，重大事故等の対応に必要な設

備に直流電力を供給する重大事故等対処設備として，可搬

型直流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

1. 非常用電源設備の電源系統

1.2 所内電気系統 

＜中略＞ 

ヌ(2)(ⅳ)-①e これとは別に設計基準事故対処設備の

非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事故等対

処設備として，代替所内電気設備を使用できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

り，整合している。 
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ヌ(2)(ⅳ)-②また，重大事故等時に重大事故等対処設備

の補機駆動用の軽油を補給するための設備として，燃料補

給設備を設ける。 

ａ．代替交流電源設備による給電 

(a) 常設代替交流電源設備による給電

設計基準事故対処設備のヌ(2)(ⅳ)a.(a)-①交流電源が

喪失（外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力

電源喪失」という。））した場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-②ガスター

ビン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガス

タービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用

軽油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタービ

ン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，ヌ

(2)(ⅳ)a.(a)-③非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線

Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を

供給できる設計とする。 

また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用

の軽油を補給するための設備として，燃料補給設備を設け

る。 

(1) 代替交流電源設備による給電

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪

失，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電源喪失」とい

う。））した場合の重大事故等対処設備として，常設代替交

流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタ

ービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽油タンク，電路，

計測制御装置等で構成し，ガスタービン発電機を中央制御

室での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線Ｃ系及び

非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コン

トロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続す

ることで電力を供給できる設計とする。 

4. 燃料設備

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

＜中略＞ 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備は，

ヌ(2)(ⅳ)-②ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又

はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホー

スを用いて燃料を補給できる設計とする。

＜中略＞ 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備

2.2 常設代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備のヌ(2)(ⅳ)a.(a)-①電源が喪失

したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するために必要な交流負荷へ電力を供給

する重大事故等対処設備として常設代替交流電源設備を

設ける設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-②ガスター

ビン発電機（緊急用直流 115V 蓄電池及び緊急用直流 60V

蓄電池を含む。）（以下「ガスタービン発電機」という。），

ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電

機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽油タンク，

電路，計測制御装置等で構成し，設計基準事故対処設備の

交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大

事故等に対処するためにガスタービン発電機を中央制御

室での操作にて速やかに起動し，代替所内電気設備を介し

てヌ(2)(ⅳ)a.(a)-③メタルクラッド開閉装置 2C 及びメ

タルクラッド開閉装置 2D，又は SA ロードセンタ，SA1 コ

ントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタへ接続す

ることで電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

②を具体的に記載して

おり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-①と同義で

あり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-②は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2)(ⅳ)

a.(a)-②を具体的に記

載しており，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-③は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-③と同義で

あり，整合している。 
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ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サ

ービスタンクより自重でガスタービン発電機に燃料を補

給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，

ガスタービン発電機用軽油タンクよりガスタービン発電

機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④非常用交

流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サ

ービスタンクより自重でガスタービン発電機に燃料を補

給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，

ガスタービン発電機用軽油タンクよりガスタービン発電

機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対し

て，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 燃料設備 

4.2 ガスタービン発電機の燃料補給設備 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用

サービスタンクから自重でガスタービン発電機に燃料を

補給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料

は，ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタービン

発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とす

る。 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

＜中略＞ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスター

ビン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用

燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガスタービン発

電機建物内に設置することで，ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④a 原子

炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子

炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-デ

ィーゼル燃料移送ポンプ（以下「B-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ」という。），タービン建物近傍に設置する非常用ディ

ーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ（以下「A-

ディーゼル燃料移送ポンプ」という。）及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備のディーゼル燃料移送ポンプ

（以下「ディーゼル燃料移送ポンプ」という。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機

からメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成することにより，ヌ

(2)(ⅳ)a.(a)-④b 非常用ディーゼル発電設備の発電機か

らメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統並びに

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメ

タルクラッド開閉装置 HPCS までの系統に対して，独立性

を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④a及

びヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④b

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-④を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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(b) 可搬型代替交流電源設備による給電

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型代

替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-①非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測制御

装置等で構成し，高圧発電機車をヌ(2)(ⅳ)a.(b)-②非常

用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセ

ンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロール

センタへ接続することで電力を供給できる設計とする。

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-③非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④非常用

交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る

設計とする。 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型代

替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高

圧発電機車を非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，

又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給で

きる設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクよりタンク

ローリを用いて補給できる設計とする。

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対し

て，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

2.3 可搬型代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要なプラント

監視機能を維持する設備等に電力を供給する重大事故等

対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用できる設

計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-①非常用ディー

ゼル発電設備の A-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「A-デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク」という。），非常用ディーゼル発

電設備の B-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「B-ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク」という。），高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備のディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「ディー

ゼル燃料貯蔵タンク」という。），タンクローリ，電路，計

測制御装置等で構成し，高圧発電機車を，代替所内電気設

備を経由してヌ(2)(ⅳ)a.(b)-②メタルクラッド開閉装置

2C，メタルクラッド開閉装置 2D，又は SAロードセンタ，

SA1コントロールセンタ及び SA2コントロールセンタへ接

続することで電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

4. 燃料設備

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

＜中略＞ 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備は，ガ

スタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-③A-デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又

はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホー

スを用いて燃料を補給できる設計とする。

＜中略＞ 

2. 交流電源設備

2.3 可搬型代替交流電源設備 

＜中略＞ 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロ

ーリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管すること

で，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④a 原子炉建物内の非常用ディーゼ

ル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，デ

ィーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼ

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b)-①を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-②は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b)-②と同義で

あり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-③は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b)-③を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④a及

びヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④b

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ )a.(b)-④を具

926



ヌ-25

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

ｂ．代替直流電源設備による給電 

(a) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源

設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，所内常設

蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用す

る。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ

１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），

ＳＡ用 115V系蓄電池，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系

充電器（ＳＡ），230V 系充電器（ＲＣＩＣ），ＳＡ用 115V

系充電器，電路，計測制御装置ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-①等で構

成し，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-②全交流動力電源喪失から８時間

後に，不要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源喪失か

ら 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄

電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用 115V

(2) 代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設

備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，所内常設

蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用す

る。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ

１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），

ＳＡ用 115V系蓄電池，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系

充電器（ＳＡ），230V 系充電器（ＲＣＩＣ），ＳＡ用 115V

系充電器，電路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電

源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，全交

流動力電源喪失から 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）

及びＳＡ用 115V 系蓄電池から電力を供給できる設計とす

ル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃

料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機

車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置

するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービス

タンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離

れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から

メタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，

独 立 し た 電 路 で 系 統 構 成 す る こ と に よ り ， ヌ

(2)(ⅳ)a.(b)-④b 非常用ディーゼル発電設備の発電機か

らメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統並びに

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメ

タルクラッド開閉装置 HPCS までの系統に対して，独立性

を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直

流電力を供給する重大事故等対処設備として，所内常設蓄

電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用でき

る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，B-115V系蓄電池，B1-

115V系蓄電池（SA），230V系蓄電池（RCIC），SA用 115V系

蓄電池，B-115V 系充電器，B1-115V 系充電器（SA），230V

系充電器（RCIC），SA用 115V系充電器，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-

①B-115V系直流盤，B1-115V系直流盤（SA），230V系直流

盤（RCIC），SA 対策設備用分電盤（2）（115V,225A のもの

を 1 個），HPAC 直流コントロールセンタ（115V,600A のも

のを 1個），電路，計測制御装置等で構成し，B-115V系蓄

電池，B1-115V 系蓄電池（SA），230V 系蓄電池（RCIC）及

体的に記載しており，整

合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(a)-①を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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系蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電

源復旧後に，交流電源をＢ－115V系充電器，Ｂ１－115V系

充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用 115V

系充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給

できる設計とする。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V 系蓄電池，ＳＡ

用 115V系充電器，電路，計測制御装置ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-③

等で構成し，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，

ＳＡ用 115V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。

また，交流電源復旧後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電

器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる

設計とする。 

(b) 可搬型直流電源設備による給電

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，可搬型直流電源設

備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常

用），ガスタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-

①非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，

電路，計測制御装置ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-②等で構成し，高圧

発電機車を代替所内電気設備，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用）を

経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計

とする。 

る。また，交流電源復旧後に，交流電源をＢ－115V系充電

器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩ

Ｃ）及びＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線へ接続す

ることで電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V 系蓄電池，ＳＡ

用 115V 系充電器，電路，計測制御装置等で構成し，全交

流動力電源喪失から 24時間にわたり，ＳＡ用 115V系蓄電

池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧

後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線

へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，可搬型直流電源設

備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常

用），ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測制御装

置等で構成し，高圧発電機車を代替所内電気設備，Ｂ１－

115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系

充電器（常用）を経由し直流母線へ接続することで電力を

供給できる設計とする。 

び SA用 115V系蓄電池は，直流母線へ電力を供給できる設

計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備のヌ(2)(ⅳ)b.(a)-②B-

115V系蓄電池は，全交流動力電源喪失から８時間後に，一

部負荷の電源を B1-115V 系蓄電池（SA）に切り替えると共

に，不要な負荷の切離しを行うことで，全交流動力電源喪

失から 24 時間にわたり，電力を供給できる設計とする。

なお，230V系蓄電池（RCIC）及び SA用 115V系蓄電池は負

荷を切り離すことなく全交流動力電源喪失から 24 時間に

わたり電力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧

後に，交流電源を B-115V系充電器，B1-115V系充電器（SA），

230V 系充電器（RCIC）及び SA 用 115V 系充電器を経由し

直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

常設代替直流電源設備は，SA 用 115V 系蓄電池，SA 用

115V 系充電器，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-③SA 対策設備用分電盤

（2），HPAC直流コントロールセンタ，電路，計測制御装置

等で構成し，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，

SA用 115V系蓄電池から電力を供給できる設計とする。ま

た，交流電源復旧後に，交流電源を SA用 115V系充電器を

経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計

とする。 

＜中略＞ 

3.2 可搬型直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を

供給する重大事故等対処設備として，可搬型直流電源設備

を使用できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，B1-115V系充電

器（SA），SA用 115V系充電器，230V系充電器（常用），ヌ

(2)(ⅳ)b.(b)-②B-115V 系直流盤（SA），SA 対策設備用分

電盤（2），HPAC 直流コントロールセンタ，230V 系直流盤

（常用）（230V,800Aものが 1個），ガスタービン発電機用

軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-①A-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料貯蔵

タンク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，

高圧発電機車を代替所内電気設備，B1-115V系充電器（SA），

SA 用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用）を経由し

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-②は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(a)-②を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-③は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(a)-③を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-①は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-①を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-②は，

設置変更許可申請書（本

928



ヌ-27

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

高圧発電機車ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-③の燃料は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続する

ことで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の

喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行う

ことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-④非常用直流

電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計

とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクよりタンク

ローリを用いて補給できる設計とする。

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続する

ことで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の

喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行う

ことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，

独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

4. 燃料設備

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

＜中略＞ 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備は，ガ

スタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-③A-デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又

はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホー

スを用いて燃料を補給できる設計とする。

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.2 可搬型直流電源設備 

＜中略＞ 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続する

ことで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の

喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行う

ことができる設計とする。 

＜中略＞ 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器

（SA），SA 用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用）及び

タンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所及び廃

棄物処理建物内に設置又は保管することで， ヌ

(2)(ⅳ)b.(b)-④a 原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼ

ル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料

移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送

ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内

の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流

母線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，(2)(ⅳ)b.(b)-④b 非常用ディーゼル発電設備

の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の

発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する

設計とする。 

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-②を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-③は，

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-③を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-④a及

び (2)( ⅳ )b.(b)- ④ b

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ )b.(b)-④を具

体的に記載しており，整

合している。 
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ｃ．代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替所内電気設

備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，

高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラ

グ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，Ｓ

Ａ２コントロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切

替盤，重大事故操作盤，ヌ(2)(ⅳ)c.-①非常用高圧母線Ｃ

系及び非常用高圧母線Ｄ系，計測制御装置等で構成し，常

設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型

直流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計

とする。 

代替所内電気設備は，共通要因でヌ(2)(ⅳ)c.-②設計基

準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機能

をヌ(2)(ⅳ)c.-③喪失しない設計とする。また，代替所内

(3) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替所内電気設

備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，

高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラ

グ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，Ｓ

Ａ２コントロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切

替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高

圧母線Ｄ系，計測制御装置等で構成し，常設代替交流電源

設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の

電路として使用し電力を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備

である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設

計とする。また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

1. 非常用電源設備の電源系統

1.2 所内電気系統 

非常用所内電気設備は，3系統の非常用母線等（メタ

ルクラッド開閉装置（6900V，1200Aのものを 2個），メ

タルクラッド開閉装置 HPCS（6900V，1200Aのものを 1

個），ロードセンタ（460V，4000Aのものを 2個），コン

トロールセンタ（460V，800Aのものを 2個，460V，600A

のものを 7個，460V，400Aのものを 2個），コントロー

ルセンタ HPCS（460V，800Aのものを 1個），動力変圧器

（3200kVA，6600/460Vのものを 2個），動力変圧器 HPCS

（500kVA，6600/460Vのものを 1個））により構成するこ

とにより，共通要因で機能を失うことなく，少なくとも

1系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図

る設計とする。 

これとは別に設計基準事故対処設備の非常用所内電気

設備が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として，

代替所内電気設備を使用できる設計とする。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ（6900V，1200A

のものを 1個），メタクラ切替盤（6900V，1200Aのもの

を 2個），高圧発電機車接続プラグ収納箱（6600V，1200A

のものを 2個），緊急用メタクラ接続プラグ盤（6600V，

1200Aのものを 1個），SAロードセンタ（460V，1200Aの

ものを 1個），SA1コントロールセンタ（460V，400Aのも

のを 1個），SA2コントロールセンタ（460V，400Aのもの

を 1個），充電器電源切替盤（460V，225Aのものを 1

個），SA電源切替盤（460V，50Aのものを 2個），重大事

故操作盤，ヌ(2)(ⅳ)c.-①メタルクラッド開閉装置 2C及

びメタルクラッド開閉装置 2D，電路，計測制御装置等で

構成し，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備又は可搬型直流電源設備の電路として使用し電力を供

給できる設計とする。 

また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は，

少なくとも 1系統は機能の維持及び人の接近性の確保を

図る設計とする。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)c.-①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

c.-①は同義であり，整

合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)c.-②は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 
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電気設備及び非常用所内電気設備は，少なくとも１系統は

機能の維持及び人の接近性を図る設計とする。 

ｄ．燃料補給設備による給油 

ヌ(2)(ⅳ)d.-①重大事故等時に補機駆動用の軽油を補

給する設備として，ガスタービン発電機用軽油タンク，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ及びホ

ースを使用する。 

大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置は，

ガスタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)d.-②非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリを

用いて燃料を補給できる設計とする。 

備は，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を図

る設計とする。 

(6) 燃料補給設備による給油

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備とし

て，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ及びホースを使用す

る。 

大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置は，

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンクからタンクローリを用いて燃料を補

給できる設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替

盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接

続プラグ盤，SAロードセンタ，SA1コントロールセン

タ，SA2コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA電

源切替盤及び重大事故操作盤はヌ(2)(ⅳ)c.-②非常用所

内電気設備とは異なる区画に設置することで，共通要因

によって同時に機能をヌ(2)(ⅳ)c.-③損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

【補機駆動用燃料設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備

＜中略＞ 

ヌ(2)(ⅳ)d.-①大量送水車及び大型送水ポンプ車は，

ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯

蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼル

燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホースを用いて燃

料を補給できる設計とする。 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

＜中略＞ 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備は，ガ

スタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)d.-②aA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又は

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホース

を用いて燃料を補給できる設計とする。 

【補機駆動用燃料設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備

＜中略＞ 

c.-②と同義であり，整

合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)c.-③は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

c.-③を具体的に記載

しており，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)d.-①は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

d.-①を具体的に記載

しており，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)d.-②a及び

ヌ(2)(ⅳ)d.-②bは，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

d.-②と同義であり，整

合している。 
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ガスタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)d.-③非常

用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリ

への軽油の補給は，ホースを用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ヌ(2)(ⅳ)-④ガ

スタービン発電機をガスタービンにより駆動することで，

ディーゼルエンジンにより駆動するヌ(2)(ⅳ)-⑤非常用

ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスター

ビン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用

燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガスタービン発

電機建物内に設置することで，原子炉建物内のヌ(2)(ⅳ)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリへの軽油の補給

は，ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

 

10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発

電機をガスタービンにより駆動することで，ディーゼルエ

ンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電

源設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスター

ビン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用

燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガスタービン発

電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディ

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，ガスタービン発電

機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)d.-②b A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンクローリ及びホースを用いて燃料を

補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク，ヌ(2)(ⅳ)d.-③A-デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又

はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの軽油

の補給は，ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

＜中略＞ 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ヌ(2)(ⅳ)-④ガ

スタービン発電機用発電機をガスタービンにより駆動す

ることで，ディーゼルエンジンにより駆動するヌ(2)(ⅳ)-

⑤非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流

電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスター

ビン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用

燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガスタービン発

電機建物内に設置することで，原子炉建物内のヌ(2)(ⅳ)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)d.-③は，設

置変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

d.-③と同義であり，整

合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-④は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

④と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑤は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑤と同義であり，整合

している。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑥は，設置
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⑥非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，原子炉

建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，ター

ビン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-⑦ガスタービン発

電機から非常用高圧母線までの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，ヌ(2)(ⅳ)-⑧非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機か

ら非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車

の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるヌ

(2)(ⅳ)-⑨非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電

源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ヌ(2)(ⅳ)-⑩高圧発電機車をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンに

ーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，非

常用ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料デイタンク，原子炉建物近傍の非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，タービン建物近傍

の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常

用高圧母線までの系統において，独立した電路で系統構成

することにより，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系

統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車

の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非

常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を

有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常

設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，高圧発電機車をディーゼルエンジンにより

駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービ

⑥非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近

傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル

燃料移送ポンプ（以下「B-ディーゼル燃料移送ポンプ」と

いう。），タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発

電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ（以下「A-ディーゼ

ル燃料移送ポンプ」という。）及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備のディーゼル燃料移送ポンプ（以下「デ

ィーゼル燃料移送ポンプ」という。）と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-⑦ガスタービン発

電機用発電機からメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D ま

での系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，ヌ(2)(ⅳ)-⑧非常用ディーゼル発電設備の発電機から

メタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統並びに高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタ

ルクラッド開閉装置 HPCS までの系統に対して，独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

2.3 可搬型代替交流電源設備 

＜中略＞ 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車

の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるヌ

(2)(ⅳ)-⑨非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非

常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。ま

た，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ヌ

(2)(ⅳ)-⑩高圧発電機車用発電機をディーゼルエンジン

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑥と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑦は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑦と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑧は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑧と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑨は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑨と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑩は，設置
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より駆動するヌ(2)(ⅳ)-⑪ガスタービン発電機を用いる

常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロ

ーリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管すること

で，原子炉建物内のヌ(2)(ⅳ)-⑫非常用ディーゼル発電

機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，非常用ディー

ゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタン

クローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタ

ービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に

保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-⑬高圧発電機車

から非常用高圧母線までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，ヌ(2)(ⅳ)-⑭非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非

常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

ン発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロ

ーリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管すること

で，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機燃料

デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デ

イタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，位置的分散を図る設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタン

クローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタ

ービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に

保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車から非常用高

圧母線までの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系統に

対して，独立性を有する設計とする。 

により駆動することで，ガスタービンにより駆動するヌ

(2)(ⅳ)-⑪ガスタービン発電機用発電機を用いる常設代

替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロ

ーリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管すること

で，原子炉建物内のヌ(2)(ⅳ)-⑫非常用ディーゼル発電設

備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル

燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移

送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタン

クローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタ

ービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に

保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-⑬高圧発電機車

用発電機からメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの

系統において，独立した電路で系統構成することにより，

ヌ(2)(ⅳ)-⑭非常用ディーゼル発電設備の発電機からメ

タルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統並びに高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタル

クラッド開閉装置 HPCS までの系統に対して，独立性を有

する設計とする。 

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑩と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑪は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑪と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑫は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑫と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑬は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑬と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑭は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑭と同義であり，整合
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これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物

処理建物内の非常用直流電源設備３系統のうち２系統と

異なる区画に設置することで，非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から

直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備３系統のうち２系統の

蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常

設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備３系統のう

ち２系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，

非常用直流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に

設置することで，非常用直流電源設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母

線までの系統において，独立した電路で系統構成すること

により，非常用直流電源設備３系統のうち２系統の蓄電池

及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有

する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代

替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物

処理建物内の非常用直流電源設備３系統のうち２系統と

異なる区画に設置することで，非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から

直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備３系統のうち２系統の

蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常

設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備３系統のう

ち２系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，

非常用直流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に

設置することで，非常用直流電源設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母

線までの系統において，独立した電路で系統構成すること

により，非常用直流電源設備３系統のうち２系統の蓄電池

及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有

する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代

替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物

処理建物内の非常用直流電源設備 3 系統のうち 2 系統と

異なる区画に設置することで，非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から

直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の

蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常

設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3 系統のう

ち 2系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，

非常用直流電源設備 3 系統のうち 2 系統と異なる区画に

設置することで，非常用直流電源設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母

線までの系統において，独立した電路で系統構成すること

により，非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池

及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有

する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代

替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を

有する設計とする。 

している。 
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可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷

却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるヌ

(2)(ⅳ)-⑮非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備

に対して多様性を有する設計とする。 

また，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器及び 230V 系充電器（常用）により交流電力を直流に変

換できることで，ヌ(2)(ⅳ)-⑯蓄電池（非常用）を用いる

非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常

用）及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場

所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子

炉建物内のヌ(2)(ⅳ)-⑰非常用ディーゼル発電機，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機

燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用ディーゼル発

電機燃料移送ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に

設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，ヌ(2)(ⅳ)-⑱非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷

却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用

ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を

有する設計とする。 

また，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器及び 230V 系充電器（常用）により交流電力を直流に変

換できることで，蓄電池（非常用）を用いる非常用直流電

源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常

用）及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場

所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子

炉建物内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機燃料デイタン

ク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタン

ク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ，タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送

ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充

電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

3.2 可搬型直流電源設備 

＜中略＞ 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷

却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるヌ

(2)(ⅳ)-⑮非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電す

る非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とす

る。 

また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び

230V系充電器（常用）により交流電力を直流に変換できる

ことで，ヌ(2)(ⅳ)d.-⑯230V 系蓄電池(RCIC)，A-115V 系

蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-

115V系蓄電池（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる

非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器

（SA），SA 用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用）及び

タンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所及び廃

棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内

のヌ(2)(ⅳ)-⑰非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，

原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービ

ン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ，ディーゼル

燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設

置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流

母線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，ヌ(2)(ⅳ)-⑱非常用ディーゼル発電設備の発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機

から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑮は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑮と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑯は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑯を具体的に記載して

おり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑰は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑰と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑱は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑱と同義であり，整合

している。 
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よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位置

的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ヌ(2)(ⅳ)-⑲a

ガスタービン発電機建物内に設置し，ＳＡロードセンタ及

びＳＡ１コントロールセンタは，原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，非常用所内

電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及

びＳＡ２コントロールセンタは，ヌ(2)(ⅳ)-d.⑲b 原子炉

建物付属棟内に設置し，代替する機能を有する非常用所内

電気設備とは異なる区画に設置することで，代替する機能

を有する非常用所内電気設備と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱及

び緊急用メタクラ接続プラグ盤は，ヌ(2)(ⅳ)-⑲c 屋外に

設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤はヌ(2)(ⅳ)-⑲d

廃棄物処理建物内に設置することで，非常用所内電気設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤はヌ(2)(ⅳ)-⑲e

制御室建物内に設置することで，非常用所内電気設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成すること

により，ヌ(2)(ⅳ)-d.⑳代替する機能を有する非常用所内

電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位置

的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発

電機建物内に設置し，ＳＡロードセンタ及びＳＡ１コント

ロールセンタは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽内に設置することで，非常用所内電気設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及

びＳＡ２コントロールセンタは，原子炉建物付属棟内に設

置し，代替する機能を有する非常用所内電気設備とは異な

る区画に設置することで，代替する機能を有する非常用所

内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱及

び緊急用メタクラ接続プラグ盤は，屋外に設置すること

で，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は廃棄物処理建

物内に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設

計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は制御室建物内に

設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成すること

により，代替する機能を有する非常用所内電気設備に対し

て，独立性を有する設計とする。 

よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位置

的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

1. 非常用電源設備の電源系統

1.2 所内電気系統 

＜中略＞ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，

高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラ

グ盤，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コ

ントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA電源切替盤及び

重大事故操作盤はヌ(2)(ⅳ)-⑲非常用所内電気設備とは

異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成すること

により，ヌ(2)(ⅳ)-d.⑳非常用所内電気設備に対して，独

立性を有する設計とする。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑲は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

-⑲a～ヌ(2)(ⅳ)-⑲e

と同義であり，整合して

いる。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-⑳は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)
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これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所

内電気設備はヌ(2)(ⅳ)-d.㉑代替する機能を有する非常

用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，ヌ(2)(ⅳ)-㉒原子炉建

物近傍及びタービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管するこ

とで，非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ヌ(2)(ⅳ)-㉓原子

炉建物及びタービン建物から離れた場所に設置すること

で，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍の非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所

内電気設備は代替する機能を有する非常用所内電気設備

に対して独立性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物近傍及びタ

ービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプから離れた屋外に分散して保管することで，非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，原子炉建物及びタ

ービン建物から離れた場所に設置することで，原子炉建物

近傍及びタービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所

内電気設備はヌ(2)(ⅳ)-d. ㉑非常用所内電気設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

重大事故等対処施設の動力回路に使用するケーブルは，

負荷の容量に応じたケーブルを使用し，非常用電源系統へ

接続するか，非常用電源系統と独立した代替所内電気系統

へ接続する設計とする。 

4. 燃料設備

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

＜中略＞ 

燃料補給設備のタンクローリは，ヌ(2)(ⅳ)-㉒タービン

建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル

燃料移送ポンプ並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃

料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，

A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移送ポン

プ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ヌ(2)(ⅳ)-㉓ター

ビン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置すること

で，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンク及

びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-

ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

-⑳と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-㉑は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

㉑と同義であり，整合

している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-㉒は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

㉒を具体的に記載して

おり，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-㉓は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

㉓を具体的に記載して

おり，整合している。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

ヌ(2)(ⅳ)-㉔ガスタービン発電機 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 6,000kVA/台 

第 10.2－1表 代替電源設備の主要機器仕様 

(1) 常設代替交流電源設備

ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台  数 １（予備１） 

使用燃料 軽油 

出  力 約 5,200kW/台 

発電機 

台  数 １（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約 6,000kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2非常用発電装置に係る次の事項 

ヌ(2)（ⅳ）-㉔a
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設計及び工事の計画の

ヌ(2)(ⅳ)-㉔a及びヌ

(2)(ⅳ)-㉔bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(2)(ⅳ)-㉔と

同義であり，整合してい

る。 

ヌ(2)（ⅳ）-㉔b
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ガスタービン発電機用サービスタンク 

基  数 １（予備１） 

容  量 約 7.9m3/基 

ｂ．ガスタービン発電機用サービスタンク 

基  数 １（予備１） 

容  量 約 7.9m3/基 
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ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 4.0m3/h/台 

ｃ．ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 4.0m3/h/台 
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ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約 560 ヌ(2)(ⅳ)-㉕m3

ｄ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約 560m3

ヌ(2)（ⅳ）-㉕

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉕は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉕と同義であり，整

合している。 
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ヌ(2)(ⅳ)-㉖aＢ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ） 

ヌ(2)(ⅳ)-㉗（(2)，(ⅲ)，ａ．蓄電池（非常用）と兼用） 

組  数 ヌ(2)(ⅳ)-㉘１ 

容  量 ヌ(2)(ⅳ)-㉙約 4,500Ah 

（ヌ(2)(ⅳ)-㉖bＢ－115V系蓄電池   ：約 3,000Ah 

ヌ(2)(ⅳ)-㉖cＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約 1,500Ah） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源

設備 

ａ．Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約 4,500Ah 

（Ｂ－115V系蓄電池  ：約 3,000Ah 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約 1,500Ah） 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.3  その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次

の事項 

(2) 電力貯蔵装置の名称，種類，容量，電圧，主要寸

法，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載するこ

と。） 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉖a～ヌ(2)(ⅳ)-㉖cは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉖

a～ヌ(2)(ⅳ)-㉖cと同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画の「B-115V系蓄電池」及び「B1-115V系蓄電池（SA）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））

のヌ(2)(ⅳ)-㉗を「その他発電用原子炉施設」のうち「非常用電源設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉘a及びヌ(2)(ⅳ)-㉘bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

㉘を全て含んでおり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉙a及びヌ(2)(ⅳ)-㉙bは，「B-115V系蓄電池」及び「B1-115V系蓄電池

（SA）」の容量を別々に記載し合わせると4500Ah/組となり，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉙

は，１組の蓄電池の容量をまとめて記載していることから整合している。 

ヌ(2)（ⅳ）-㉖a

ヌ(2)（ⅳ）-㉖b

ヌ(2)（ⅳ）-㉙a

ヌ(2)（ⅳ）-㉙b

ヌ(2)（ⅳ）-㉖c

ヌ(2)（ⅳ）-㉘a
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ヌ(2)（ⅳ）-㉘b  
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230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

ヌ(2)(ⅳ)-㉚（(2)，(ⅲ)，ａ．蓄電池（非常用）と兼用） 

組  数 １ 

容  量 約 1,500Ah 

ｂ．230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組  数 １ 

電  圧 230V 

容  量 約 1,500Ah 

設計及び工事の計画の

「230V系蓄電池(RCIC)」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-㉚を「その他

発電用原子炉施設」のう

ち「非常用電源設備」に

整理しており，整合して

いる。 
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ＳＡ用 115V系蓄電池 

組  数 １ 

容  量 約 1,500Ah 

ｃ．ＳＡ用 115V系蓄電池 

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約 1,500Ah 

947



 

ヌ-46 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
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ヌ(2)(ⅳ)-㉛非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

ヌ(2)(ⅳ)-㉜（(2)，(ⅱ)，ｃ．非常用ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンクと兼用） 

 

基  数 ヌ(2)(ⅳ)-㉝５ 

容  量 約 170 ヌ(2)(ⅳ)-㉞am3/基（２基） 

     ヌ(2)(ⅳ)-㉟約 100 ヌ(2)(ⅳ)-㉞bm3/基（３基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 可搬型直流電源設備 

 

 

 

ｆ. 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 ５ 

容  量 約 170m3/基（２基） 

  約 100m3/基（３基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2 非常用発電装置に係る次の事項 

 1.2.4 高圧発電機車 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 非常用ディーゼル発電設備 

(4) 燃料設備に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(2)（ⅳ）-㉞a 

ヌ(2)（ⅳ）-㉛b  

ヌ(2)（ⅳ）-㉝a  

ヌ(2)（ⅳ）-㉛a  
ヌ(2)（ⅳ）-㉜  

948



ヌ-47

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

1-
1 

R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉛a～ヌ(2)(ⅳ)-㉛cは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉛と同義であ

り，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉜は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉜と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉝a及びヌ(2)(ⅳ)-㉝bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉝を詳細に記

載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉞a及びヌ(2)(ⅳ)-㉞bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉞a及びヌ

(2)(ⅳ)-㉞bと同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㉟は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㉟を詳細に記載しており，整合し

ている。 

ヌ(2)（ⅳ）-㉟

ヌ(2)（ⅳ）-㉝b

ヌ(2)（ⅳ）-㉛c

ヌ(2)（ⅳ）-㉞b
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ヌ(2)(ⅳ)-㊱高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク 

ヌ(2)(ⅳ)-㊲（(2)，(ⅱ)，ｄ．高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンクと兼用） 

基  数 １ 

容  量 約 170 ヌ(2)(ⅳ)-㊳m3

ｇ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 １ 

容  量 約 170m3

 

 

 

1.2.4 高圧発電機車 

(4) 燃料設備に係る次の事項

1.2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

(4) 燃料設備に係る次の事項

 

 

ヌ(2)（ⅳ）-㊲

ヌ(2)（ⅳ）-㊱a

ヌ(2)（ⅳ）-㊱b

ヌ(2)（ⅳ）-㊳

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊱a及びヌ(2)(ⅳ)- ㊱bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-㊱と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊲は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㊲と同義であり，

整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊳は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㊳と同義であり，

整合している。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

ヌ(2)(ⅳ)-㊴高圧発電機車 

台  数 ヌ(2)(ⅳ)-㊵６（予備１） 

容  量 約 500kVA/台 

ａ．高圧発電機車 

機関 

台  数 ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台  数 ６（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約 500kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2  非常用発電装置に係る次の事項 

1.2.4 高圧発電機車 

 

ヌ(2)（ⅳ）-㊴a

ヌ(2)（ⅳ）-㊵a

ヌ(2)（ⅳ）-㊵b
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整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊴a 及びヌ(2)(ⅳ)-㊴bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-㊴と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊵a～ヌ(2)(ⅳ)-㊵cは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-㊵と同義であり，整合している。 

ヌ(2)（ⅳ）-㊴b

ヌ(2)（ⅳ）-㊵c
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タンクローリ

台  数 １（予備１） 

容  量 ヌ(2)(ⅳ)-㊶約 3.0m3/台 

ｈ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約 3.0m3/台 

(4) 燃料設備に係る次の事項

ヌ(2)（ⅳ）-㊶

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-㊶は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-㊶と同義であ

り，整合している。 
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(3) その他の主要な事項 

(ⅰ) 火災防護設備 

ａ．設計基準対象施設 

 

 

ヌ(3)(ⅰ)a.-①火災防護設備は，火災区域及び火災区画

を考慮し，火災感知，消火又は火災の影響軽減の機能を有

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙感

知器及びアナログ式の熱感知器を組み合わせて設置する

ヌ(3)(ⅰ)a.-②ことを基本とするが，各火災区域又は火災

区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設置が適切でな

い場合においては，非アナログ式の炎感知器，非アナログ

式の防爆型の煙感知器，非アナログ式の防爆型の熱感知

器，高感度煙検出設備ヌ(3)(ⅰ)a.-③等の火災感知器も含

めた中から２つの異なる感知方式の感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 火災防護設備 

10.4.1 設計基準対象施設 

10.4.1.1 概要 

 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置さ

れる，安全機能を有する構築物，系統及び機器（「10.4」に

おいて「本文ロ(3)(ⅰ)ａ．(c)」に同じ。）を火災から防護

することを目的として，火災の発生防止，火災の感知及び

消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講じる。 

＜中略＞ 

 

 

 

10.4.1.4 主要設備 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画

における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火

災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災区域又は

火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び機器の種類

に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発す

るアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非

アナログ式の炎感知器から異なる感知方式の感知器を組

み合わせて設置する設計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又

は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知すること

ができ，火災の早期感知が可能である。 

ａ．一般区域 

一般区域は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感

知器を組み合わせて設置する。 

ｂ．原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空

間となっているため，火災による熱が周囲に拡散すること

から，熱感知器による感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナロ

グ式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火

 

【火災防護設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

ヌ(3)(ⅰ)a.-①設計基準対象施設は，火災により発電用

原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災防護上重要な

機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防

護対策を講じる。 

＜中略＞ 

設定する火災区域及び火災区画に対して，以下に示す火

災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

＜中略＞ 

 

1.2  火災の感知及び消火 

1.2.1 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画に

おける放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境

条件，予想される火災の性質を考慮し，火災感知器を設置

する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知で

きるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，ア

ナログ式の熱感知器，ヌ(3)(ⅰ)a.-②又は炎が発する赤外

線又は紫外線を感知するため炎が生じた時点で感知する

ことができ火災の早期感知が可能である非アナログ式の

炎感知器から，異なる感知方式の火災感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

なお，基本設計のとおりに火災感知器を設置できない箇

所は，上記感知器の代わりに環境条件や火災の性質を考慮

し，ヌ(3)(ⅰ)a.-③光電分離型煙感知器，煙吸引式検出設

備，熱感知カメラ，非アナログ式の防爆型煙感知器，非ア

ナログ式の防爆型熱感知器及び非アナログ式の熱感知器

も含めた組合せで設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-①と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-②は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-②と同義で

あり，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-③は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-③を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置する設計と

する。 

ｃ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及びアナ

ログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

ｄ．ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼ

ル発電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及

びディーゼル発電機排気管室は，区域全体の火災を感知す

る必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し煙感知器に

よる火災感知は困難であることから，アナログ式の屋外仕

様の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤

外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及

ぼす死角がないように設置する設計とする。 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画は，環境条件等

を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置

する設計とする。 

屋外の区域であるＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリアは，区域全体の火災を感知する必

要があるが，火災による煙が周囲に拡散し，煙感知器によ

る火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気

を形成するおそれがあること，及び降水等の浸入により火

災感知器の故障が想定されることから，非アナログ式の屋

外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様

（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範

囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る設計とする。 

また，同じく屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク設置区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感

知器による火災感知は困難である。加えて，タンク室内の

空間部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を

形成している。 

このため，タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕

様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防

爆型）の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格
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納槽内の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成す

るおそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化を

考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防

爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を

設置する設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレ

ンチは，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリ

アと同空間であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を

考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防

爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を

設置する設計とする。 

放射線量が高い場所（主蒸気管室）は，アナログ式の火

災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器

の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けない

よう検出器部位を当該室外に配置するアナログ式の煙吸

引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影

響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計と

する。 

水素ガス等による引火性又は発火性の雰囲気を形成す

るおそれのある場所（蓄電池室）は，万一の水素濃度の上

昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式

の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる感知方式の煙

感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及

び煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感

知は困難であること，また，降水等の浸入により火災感知

器の故障が想定される。このため，海水ポンプエリア全体

の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感

知器（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カ

メラ（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼ

す死角がないように設置する設計とする。 

また，火災により安全機能への影響が考えにくい火災防

護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画について

は，「消防法」又は「建築基準法」に基づく火災感知器を設

置する設計とする。 
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また，中央制御室ヌ(3)(ⅰ)a.-④で常時監視可能な火災

受信機盤を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，ヌ

(3)(ⅰ)a.-⑤安全機能を有する構築物，系統及び機器（ロ，

(3)，(ⅰ)，ａ．(c-1-2) 火災防護対策を講じる安全機能を

有する構築物，系統及び機器の抽出と同じ。）の安全機能を

損なわない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難である火災区域又は火災区画

であるかを考慮し，全域ガス消火設備等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.4.1.4 主要設備 

(3) 消火設備 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火

災区画並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す

る構築物，系統及び機器を設置する火災区域の火災を早期

に消火するために，すべての火災区域の消火活動に対処で

きるように，「1.6.1.3.2(12) 消火栓の配置」に基づき消

火栓設備を設置する。 

消火栓設備の系統構成を第 10.4－1図に示す。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は

放射線の影響による消火活動が困難な火災区域又は火災

区画であるかを考慮し，以下のとおり設置する。 

消火設備は，第 10.4－3表に示す故障警報を中央制御室

に発する設備を設置する。 

ａ．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は

1.3 火災の影響軽減 

1.3.1 火災の影響軽減対策 

(2) 中央制御室の火災の影響軽減のための対策 

＜中略＞ 

中央制御室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置

する設計とするとともに，火災発生時には中央制御室に常

駐する運転員による早期の消火活動によって，異なる安全

系区分への影響を軽減する設計とする。これらの火災感知

器は，アナログ機能を有するものとする。これに加えて盤

内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

1.2  火災の感知及び消火 

1.2.1 火災感知設備 

＜中略＞ 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室ヌ

(3)(ⅰ)a.-④に設置し，火災感知設備の作動状況を常時監

視できる設計とする。また，火災受信機盤は，構成される

アナログ式の受信機により作動した火災感知器を 1つずつ

特定できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

1.2.2 消火設備 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設

置する火災区域又は火災区画の消火設備は，破損，誤作動

又は誤操作が起きた場合においても，ヌ(3)(ⅰ)a.-⑤原子

炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対処

するために必要な機能を有する電気及び機械設備に影響

を与えない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となるところは，自動消火設備

又は中央制御室からの手動起動による固定式消火設備で

ある全域ガス消火設備又はケーブルトレイ消火設備を設

置して消火を行う設計とする。 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならないところは，消火器，移動式消火設備又

は消火栓により消火を行う設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-④を具体的

に記載しており，整合し

ている。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-⑤は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-⑤を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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火災区画に設置する消火設備 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画には，自動又は手動

起動による消火設備である全域ガス消火設備を設置する。 

全域ガス消火設備の概要図を第 10.4－2図に示す。 

また，系統分離に応じた独立性を考慮した全域ガス消火

設備の概要図を第 10.4－3図に示す。 

ただし，以下に示す火災区域又は火災区画については上

記と異なる消火設備を設置する設計とする。 

原子炉建物オペレーティングフロアには，局所ガス消火

設備及び消火器を設置する。 

＜中略＞ 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備 

ⅰ 中央制御室 

中央制御室には，消火器を設置する。中央制御室及び補

助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室については，

火災に関する系統分離の観点から，中央制御室からの手動

操作により早期の起動も可能な全域ガス消火設備を設置

する。 

ⅱ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器について，起動中においては所員用エ

ア・ロック室及びその近傍の通路に必要な消火能力を満足

する消火器を設置し，低温停止中においては原子炉格納容

器内の各フロアに必要な消火能力を満足する消火器を設

置する。 

ⅲ 海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

設置区域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリア 

海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設

置区域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリ

ア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプエリアについては，消火器又は移動式消火設備で消火
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を行う。 

ⅳ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設

置する。 

ｂ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置す

る消火設備 

(a) 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために

必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災

区画については，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響

により消火活動が困難となるものとして選定し，自動又は

中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である

全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

ただし，火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考

えにくい火災区域又は火災区画には，以下に示す消火設備

を設置する。 

ⅰ 気体廃棄物処理設備設置区域 

気体廃棄物処理設備設置区域は，消火器を設置する。 

ⅱ 液体廃棄物処理設備設置区域 

液体廃棄物処理設備設置区域は，消火器を設置する。 

ⅲ トーラス水受入タンク室 

トーラス水受入タンク室は，消火器を設置する。 

ⅳ 新燃料貯蔵庫 

新燃料貯蔵庫は，消火器を設置する。 

ⅴ 固体廃棄物貯蔵所 

固体廃棄物貯蔵所は，消火器を設置する。 

ⅵ サイトバンカ建物 

サイトバンカ建物は，消火器を設置する。 

ⅶ 復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室 

復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室は，消火器

を設置する。 

(b) 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備 

ⅰ 燃料プール 
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火災の影響軽減(3)(ⅰ)a.-⑥の機能を有するものとし

て，安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応

じ，それらを設置する火災区域又は火災区画の火災及び隣

接する火災区域又は火災区画の火災による影響を軽減す

るため，火災耐久試験で確認された３時間以上の耐火能力

を有する耐火壁又は１時間以上の耐火能力を有する隔壁

等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールは水で満たされており，火災の発生のおそれ

はないことから消火設備を常設しない。 

 

(4) 火災の影響軽減のための対策設備 

 

火災の影響軽減のための対策設備は，安全機能を有する

構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する

火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又

は火災区画における火災による影響に対し，火災の影響軽

減のための対策を講じるために，以下のとおり設置する。 

ａ．火災区域の分離を実施する設備 

隣接する他の火災区域又は火災区画と分離するために，

以下のいずれかの耐火能力を有する耐火壁を設置する。 

(a) ３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である

123mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 219mm 以

上のコンクリート床，天井 

(b) 火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有する

ことを確認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，

防火ダンパ） 

ｂ．火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの火災の

影響軽減のための対策を実施する設備 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置す

る火災区域又は火災区画に対して，火災区域又は火災区画

内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火災区域又

は火災区画における火災の影響を軽減するための対策を

実施するための隔壁等として，火災耐久試験により３時間

以上の耐火能力を確認した隔壁等を設置する。 

また，これと同等の対策として火災耐久試験により１時

間以上の耐火能力を確認した隔壁等と火災感知設備及び

消火設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

建物内のうち，火災の影響軽減(3)(ⅰ)a.-⑥a の対策が

必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3

時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に

設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm 以上の壁厚

を有するコンクリート壁や火災耐久試験により 3時間以上

の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火障壁，貫

通部シール，防火扉，防火ダンパ）により隣接する他の火

災区域と分離するように設定する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

1.3 火災の影響軽減 

1.3.1 火災の影響軽減対策 

火災の影響軽減対策の設計に当たり，発電用原子炉施設

において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な火災防護上重要な

機器等及び火災防護上重要な機器等に使用するケーブル

（以下「火災防護対象ケーブル」という。）並びにこれらに

関連する非安全系ケーブルを火災防護対象機器等とする。 

(3)(ⅰ)a.-⑥b 火災が発生しても原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するためには，プロセスを監視し

ながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，こ

のためには，手動操作に期待してでも原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を少なく

とも 1 つ確保するように系統分離対策を講じる必要があ

る。 

このため，火災防護対象機器等に対して，以下に示す火

災の影響軽減対策を講じる設計とする。 

(1)火災防護対象機器等の系統分離対策 

中央制御室，補助盤室及び原子炉格納容器内を除いて，

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)a.-⑥a ～ヌ

(3)(ⅰ)a.-⑥c は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)a.-⑥を全て含

んでおり，整合してい

る。 
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ｂ．重大事故等対処施設 

 

ヌ(3)(ⅰ)b.-①火災防護設備は，火災区域及び火災区画

を考慮し，火災感知又は消火の機能を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙感

知器，アナログ式の熱感知器を組み合わせて設置するヌ

(3)(ⅰ)b.-②ことを基本とするが，各火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の

環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設置が適切でない

場合においては，非アナログ式の炎感知器，非アナログ式

の防爆型の煙感知器，非アナログ式の防爆型の熱感知器，

高感度煙検出設備ヌ(3)(ⅰ)b.-③等の火災感知器も含め

た中から２つの異なる感知方式の感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2 重大事故等対処施設 

10.4.2.1 概要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置さ

れる重大事故等対処施設を火災から防護することを目的

として，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

10.4.2.4 主要設備 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画

における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火

災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災区域又は

火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期

に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感

知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知

器から異なる感知方式の感知器を組み合わせて設置する

設計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又

は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知すること

ができ，火災の早期感知が可能である。 

火災防護対象機器等は，原則として安全系区分Ⅱとその他

の区分を境界とし，以下の系統分離によって，火災の影響

を軽減するための対策を講じる。 

a. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐久

試験により 3時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離

する設計とする。 

b. 1 時間耐火隔壁等，火災感知設備及び自動消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等は，火災耐久

試験により 1 時間以上の耐火能力(3)(ⅰ)a.-⑥c を確認し

た隔壁等で分離する設計とする。 

＜中略＞ 

 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅰ)b.-①重大事故等対処施設は，火災により重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう，

重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に

対して，火災防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

設定する火災区域及び火災区画に対して，以下に示す火

災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

＜中略＞ 

1.2  火災の感知及び消火 

1.2.1 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画に

おける放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境

条件，予想される火災の性質を考慮し，火災感知器を設置

する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知で

きるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，ア

ナログ式の熱感知器，ヌ(3)(ⅰ)b.-②又は炎が発する赤外

線又は紫外線を感知するため炎が生じた時点で感知する

ことができ火災の早期感知が可能である非アナログ式の

炎感知器から，異なる感知方式の火災感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

なお，基本設計のとおりに火災感知器を設置できない箇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)b.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)b.-①と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)b.-②は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)b.-②と同義で

あり，整合している。 
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ａ．一般区域 

一般区域は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感

知器の異なる感知方式の感知器を組み合わせて設置する。 

ｂ．原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空

間となっているため，火災による熱が周囲に拡散すること

から，熱感知器による感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナロ

グ式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火

災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置する設計と

する。 

 

ｃ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感

知器を設置する設計とする。運転中の原子炉格納容器は，

閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることか

ら，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。こ

のため，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化し火災

が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器

内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を

除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える

設計とする。 

ｄ．ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼ

ル発電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及

びディーゼル発電機排気管室は，区域全体の火災を感知す

る必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器

による火災感知は困難である。このため，アナログ式の屋

外仕様の熱感知器と非アナログ式の屋外仕様の炎感知器

（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響

を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

ｅ．屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア 

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは，一部において

は火災の発生する恐れがないようケーブルを埋設して布

設し，その他の屋外部分についてはアナログ式の屋外仕様

の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非アナログ式の屋外仕

様の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画は，環境条件等

所は，上記感知器の代わりに環境条件や火災の性質を考慮

し，ヌ(3)(ⅰ)b.-③光電分離型煙感知器，煙吸引式検出設

備，熱感知カメラ，非アナログ式の防爆型煙感知器，非ア

ナログ式の防爆型熱感知器及び非アナログ式の熱感知器

も含めた組合せで設置する設計とする。 

火災感知器については，消防法施行規則に従い設置す

る，又は火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の

感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に定

める感知性能と同等以上の方法により設置する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に記載しており，整合し

ている。 
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を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置

する設計とする。 

ｆ．蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一

の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよ

う，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異

なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計と

する。 

ｇ．ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域，緊急時対

策所用燃料地下タンク設置区域 

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設

置区域及び緊急時対策所用燃料地下タンク設置区域は，火

災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困

難である。加えて，タンク室内の空間部は燃料の気化によ

る引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，

タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）

の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感

知器（赤外線方式）を設置する設計とする。 

ｈ．ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域 

ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域は屋外であ

るため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災に

よる煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難で

ある。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定

される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外

線方式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線

方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす

死角がないように設置する設計とする。 

ｉ．海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及

び煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感

知は困難であること，また降水等の浸入により火災感知器

の故障が想定される。 

このため，海水ポンプエリア全体の火災を感知するため

に，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）及

びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を

監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。 
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ｊ．ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア 

屋外の区域であるＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリアは，区域全体の火災を感知する必

要があるが火災による煙は周囲に拡散し煙感知器による

火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を

形成するおそれがあること，及び降水等の浸入により火災

感知器の故障が想定されることから，非アナログ式の屋外

仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防

爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に

火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設

計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，

格納槽内の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成

するおそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化

を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の

防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器

を設置する設計とする。 

ｋ．Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレ

ンチ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレ

ンチは，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリ

アと同空間であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を

考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防

爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を

設置する設計とする。 

ｌ．主蒸気管室 

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となる

ことから，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射

線の影響により火災感知器の故障が想定される。このた

め，放射線の影響を受けないよう検出器部位を主蒸気管室

外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する

設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ

式の熱感知器を設置する設計とする。 

また，火災により重大事故等対処施設としての機能への

影響が考えにくい火災防護対象機器のみを設けた火災区
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また，中央制御室ヌ(3)(ⅰ)b.-④で常時監視可能な火災

受信機盤を設置する。 

 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，重大事故

等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難である火災区域又は火災区画

であるかを考慮し，全域ガス消火設備等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域又は火災区画については，「消防法」又は「建築基準法」

に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災を早期に消火するために，すべての火災区域の消火

活動に対処できるように，「1.6.1.3.2(12) 消火栓の配置」

に基づき消火栓設備を設置する。消火栓設備の系統構成を

第 10.4－1図に示す。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は

放射線の影響により消火活動が困難な火災区域又は火災

区画であるかを考慮し，以下のとおり設置する。 

消火設備は，第 10.4－3表に示す故障警報を中央制御室

に発する設備を設置する。 

ａ．重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

に設置する消火設備 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

 

 

1.3 火災の影響軽減 

1.3.1 火災の影響軽減対策 

(2) 中央制御室の火災の影響軽減のための対策 

＜中略＞ 

中央制御室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置

する設計とするとともに，火災発生時には中央制御室に常

駐する運転員による早期の消火活動によって，異なる安全

系区分への影響を軽減する設計とする。これらの火災感知

器は，アナログ機能を有するものとする。これに加えて盤

内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

1.2  火災の感知及び消火 

1.2.1 火災感知設備 

＜中略＞ 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室ヌ

(3)(ⅰ)b.-④に設置し，火災感知設備の作動状況を常時監

視できる設計とする。また，火災受信機盤は，構成される

アナログ式の受信機により作動した火災感知器を 1つずつ

特定できる設計とする。 

＜中略＞ 

1.2.2 消火設備 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設

置する火災区域又は火災区画の消火設備は，破損，誤作動

又は誤操作が起きた場合においても，原子炉を安全に停止

させるための機能又は重大事故等に対処するために必要

な機能を有する電気及び機械設備に影響を与えない設計

とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となるところは，自動消火設備又は中央制御室

からの手動起動による固定式消火設備である全域ガス消

火設備又はケーブルトレイ消火設備を設置して消火を行

う設計とする。 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならないところは，消火器，移動式消火設備又

は消火栓により消火を行う設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅰ)b.-④は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ） ） の ヌ

(3)(ⅰ)b.-④と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

966



 

ヌ-65 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画には，自動又は手動

起動による消火設備である全域ガス消火設備を設置する。 

全域ガス消火設備の概要図を第 10.4－2図に示す。 

ただし，以下に示す火災区域又は火災区画については上

記と異なる消火設備を設置する設計とする。 

原子炉建物オペレーティングフロアには，局所ガス消火

設備及び消火器を設置する。 

＜中略＞ 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備 

ⅰ 中央制御室 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない中央制御室には，消火器を設置する。 

中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び

計算機室は，火災に関する系統分離の観点から，中央制御

室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス消

火設備を設置する設計とする。 

ⅱ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器について，起動中においては所員用エ

ア・ロック室及びその近傍の通路に必要な消火能力を満足

する消火器を設置し，低温停止中においては原子炉格納容

器内の各フロアに必要な消火能力を満足する消火器を設

置する。 

ⅲ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設

置する。 

ⅳ 屋外の火災区域 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備

により消火を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設備の共用 

＜中略＞ 
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(ⅱ) 浸水防護設備 

ａ．津波に対する防護設備 

 

 

 

設計基準対象施設は，基準津波にヌ(3)(ⅱ)a.-①対し

て，その安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならないこと，また，重大事故等対処施設は，基準津波

に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならないことから，防

波壁，防波壁通路防波扉，流路縮小工，屋外排水路逆止弁，

防水壁，水密扉，隔離弁，床ドレン逆止弁，貫通部止水処

置ヌ(3)(ⅱ)a.-②等により，津波から防護する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.5.1 津波に対する防護設備 

10.5.1.1 設計基準対象施設 

10.5.1.1.1 概要 

 

発電用原子炉施設の耐津波設計については，「設計基準

対象施設は，基準津波に対して，その安全機能が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。」ことを目的と

して，津波の敷地への流入防止，漏水による安全機能への

影響防止，津波防護の多重化及び水位低下による安全機能

への影響防止を考慮した津波防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

10.5.1.2 重大事故等対処施設 

10.5.1.2.1 概要 

発電用原子炉施設の耐津波設計については,「重大事故

等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。」ことを目的として，津波の敷地への流入

防止，漏水による重大事故等に対処するために必要な機

能への影響防止，津波防護の多重化及び水位低下による

重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止を

考慮した津波防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

10.5.1.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能へ

の影響を防止する。そのため，原子炉補機海水ポンプ及び

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下 10.5において「非

常用海水ポンプ」という。）については，基準津波による水

位の低下に対して冷却に必要な海水を確保することによ

り，非常用海水ポンプが機能を保持できる設計とする。ま

た，基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂

流物に対して取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保で

き，かつ，取水口からの砂の混入に対して非常用海水ポン

プが機能を保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

【浸水防護施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 津波による損傷の防止 

1.1 耐津波設計の基本方針 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が設置（変

更）許可を受けた基準津波にヌ(3)(ⅱ)a.-①よりその安全

性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないよう，ヌ(3)(ⅱ)a.-②a 遡上への影響要

因及び流入経路等を考慮して，設計時にそれぞれの施設に

対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に

対する入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対

策を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 津波防護対策 

1.3.4 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影

響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響防止 

(1) 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプ並びに大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品

である水中ポンプの取水性 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプについては，評価水位として，取水槽での下降側水

位と同ポンプ取水可能水位を比較し，評価水位が同ポンプ

取水可能水位を下回る可能性の有無を評価する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)a.-①は，設

置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ

(3)(ⅱ) 

a.-①と同義であり，整

合している。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)a.-②a ，ヌ 

(3)(ⅱ)a.-②b 及びヌ

(3)(ⅱ)a.-②cは，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3) 

(ⅱ)a.-②を具体的に記

載しており，整合してい

る。 
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10.5.1.1.3 主要設備 

(1) 防波壁 

津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備

を除く。）の設置された敷地に到達，流入することを防止

し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能

喪失することのない設計とするため，日本海及び輪谷湾に

面した敷地面に防波壁を設置する。 

＜中略＞ 

(2) 防波壁通路防波扉 

津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備

を除く。）の設置された敷地に到達，流入することを防止

し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪

失することのない設計とするため，防波壁通路に防波壁通

路防波扉を設置する。 

＜中略＞ 

10.5.1.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地

において，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流

入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路か

ら流入させない設計とする。 

＜中略＞ 

ｃ．取水路，放水路等の経路から，重要な安全機能を有す

る施設の設置された敷地並びに重要な安全機能を有する

設備を内包する建物及び区画に津波の流入する可能性に

ついて検討した上で，流入する可能性のある経路（扉，開

口部，貫通口等）を特定し，必要に応じ流入防止の対策を

施すことにより，津波の流入を防止する設計とする。 

＜中略＞ 

10.5.1.1.3 主要設備 

 (3) 流路縮小工 

津波が１号炉取水槽から津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，

津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失す

ることのない設計とするため，１号炉取水槽の取水管端部

に鋼製の流路縮小工を設置する。 

屋外排水路逆止弁は，十分な支持性能を有する構造物に

1.3.1 敷地への流入防止（外郭防護1） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

＜中略＞ 

評価の結果，遡上波が地上部から到達し流入する可能性

があるため，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

を内包する建物及び区画が設置された敷地に，津波による

遡上波の地上部から到達，流入を防止するため，津波防護

施設として，防波壁及び防波壁通路防波扉を設置する。ま

た，津波防護施設の防波壁通路防波扉は，遡上波の地上部

からの到達，流入を防止するため，扉の閉止運用を保安規

定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 (2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波の流入の可能性のある経路につながる循環水系，海

水系，排水管及び，それ以外の屋外排水路の標高に基づき，

許容される津波高さと経路からの津波高さを比較するこ

とにより，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

を内包する建物及び区画の設置された敷地への津波の流

入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕度

評価において，高潮ハザードの再現期間100年に対する期

待値と，入力津波で考慮した朔望平均満潮位及び潮位のば

らつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし，

設計上の裕度の判断の際に考慮する。 

 

 

 

 

評価の結果，流入する可能性のある経路が特定されたこ

とから，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を

内包する建物及び区画への流入を防止するため，津波防護

施設として，流路縮小工を設置し，浸水防止設備として，

防水壁，水密扉，屋外排水路逆止弁及び床ドレン逆止弁を

設置し，貫通部止水処置を実施する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

969



 

ヌ-68 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して

浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また，入力

津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 (5) 防水壁 

ａ．取水槽除じん機エリア防水壁 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を

除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防

護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失すること

のない設計とするため，取水槽除じん機エリアに防水壁を

設置する。 

取水槽除じん機エリア防水壁は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計と

する。また，浸水による静水圧に対する耐性等を評価し，

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計

とする。 

＜中略＞ 

ｂ．復水器エリア防水壁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護重

点化範囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象設備（非

常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計と

するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に復

水器エリア防水壁を設置する。 

復水器エリア防水壁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。ま

た，溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を

考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる

設計とする。 

＜中略＞ 

 (6) 水密扉 

ａ．取水槽除じん機エリア水密扉 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を

除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防

護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失すること

のない設計とするため，取水槽除じん機エリアに水密扉を

設置する。 

取水槽除じん機エリア水密扉は，基準地震動Ｓｓによる

また，浸水防止設備の水密扉は，経路からの津波の流入

を防止するため，扉の閉止運用を保安規定に定めて管理す

る。 

上記(1)及び(2)において，外郭防護として設置する津波

防護施設及び浸水防止設備については，各施設の入力津波

に対し，設計上の裕度を考慮する。 
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地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計と

する。また，浸水による静水圧に対する耐性等を評価し，

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計

とする。 

＜中略＞ 

ｂ．復水器エリア水密扉 

タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護

重点化範囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象設備

（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設

計とするため，タービン建物（復水器を設置するエリア）

に復水器エリア水密扉を設置する。 

復水器エリア水密扉は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。ま

た，溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を

考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる

設計とする。 

＜中略＞ 

(4) 屋外排水路逆止弁 

津波が屋外排水路から津波防護対象設備（非常用取水設

備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津

波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失する

ことのない設計とするため，屋外排水路逆止弁を設置す

る。 

＜中略＞ 

(7) 床ドレン逆止弁 

ａ．取水槽床ドレン逆止弁 

津波が取水槽の床面開口部から取水槽海水ポンプエリ

ア及び取水槽循環水ポンプエリアに流入することを防止

することにより，津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）が機能喪失することのない設計とするため，取水槽海

水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアに床ドレ

ン逆止弁を設置する。 

取水槽床ドレン逆止弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計す

る。また，津波や浸水による荷重等に対する耐性等を評価

し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設

計とする 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

971



 

ヌ-70 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．タービン建物床ドレン逆止弁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護

重点化範囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象設備

（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設

計とするため，タービン建物に床ドレン逆止弁を設置す

る。 

タービン建物床ドレン逆止弁は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して浸水防止機能が保持できる設計とする。ま

た，溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を

考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる

設計とする。 

＜中略＞ 

(10) 貫通部止水処置 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を

除く。）を設置する敷地に流入することのない設計とする

ため，取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクトとの境界に貫通部止水

処置を実施する。 

また，津波が取水槽除じん機エリア及び放水槽から流入

することのない設計とするため，取水槽海水ポンプエリア

及び屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）との境界に

貫通部止水処置を実施する。 

さらに，地震によるタービン建物（復水器を設置するエ

リア）の循環水系配管及び低耐震クラス機器の損傷に伴い

溢水する保有水が浸水防護重点化範囲へ流入することを

防止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）

とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリアの境界に貫通

部止水処置を実施する。貫通部止水処置は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。 

また，津波や浸水による荷重等に対する耐性等を評価

し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設

計とする。 

＜中略＞ 
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(8) 隔離弁（電動弁，逆止弁） 

ａ．電動弁 

海水系機器・配管等の損傷箇所を介した津波が浸水防護

重点化範囲に流入することを防止するため，タービン補機

海水ポンプの出口に隔離弁（電動弁）を設置する。 

隔離弁（電動弁）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。ま

た，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施

設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるよ

うに設計する。さらに，津波や浸水による荷重等に対する

耐性等を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

ｂ．逆止弁 

海水系機器・配管等の損傷箇所を介した津波が浸水防護

重点化範囲に流入することを防止するため，タービン補機

海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理系配管に隔離

弁（逆止弁）を設置する。 

隔離弁（逆止弁）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。ま

た，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施

設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるよ

うに設計する。さらに，津波や浸水による荷重等に対する

耐性等を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

(9) ポンプ及び配管 

地震により損傷した場合に津波が浸水防護重点化範囲

に流入することを防止するため，バウンダリ機能を保持す

るポンプ及び配管を設置する。 

ポンプ及び配管は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。ま

た，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施

設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるよ

うに設計する。さらに，津波や浸水による荷重等に対する

1.3.3 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

経路からの津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量

を基に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性の有無を

評価する。浸水範囲及び浸水量については，地震による

溢水の影響も含めて確認する。地震による溢水のうち，

津波による影響を受けない範囲の評価については，「2. 

発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」

に示す。 

評価の結果，浸水防護重点化範囲に流入する可能性の

ある経路（扉，開口部，貫通口等）が特定されたことか

ら，地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止

するための浸水防止設備として，防水壁，水密扉，床ド

レン逆止弁及び隔離弁を設置するとともに，バウンダリ

機能を保持するヌ(3)(ⅱ)a.-②bポンプ及び配管を設置

し，貫通部止水処置を実施する設計とする。 

隔離弁のうち，タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸

水防護重点化範囲への津波の流入を防止するため，ター

ビン補機海水系隔離システム（漏えい検知器，タービン

補機海水ポンプ出口弁及び制御盤で構成し，タービン補

機海水系配管の破損箇所からの溢水を検知し，漏えい検

知信号及び地震大信号（原子炉スクラム信号）発信後約

60秒で自動閉止するインターロック）により，津波来襲

前に閉止する設計とする。タービン補機海水ポンプ出口

弁は，浸水防護重点化範囲への津波の流入を防止する重

要な設備であり，津波来襲前に確実に閉止するため，多

重化を図るとともに地震時に想定される溢水に対し機能

を保持する設計とする。 

また，浸水防止設備として設置する水密扉について

は，津波の流入を防止するため，扉の閉止運用を保安規

定に定めて管理する。 
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防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-③１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐性等を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.5－1表 浸水防護設備の主要仕様 

  

(1) 防波壁 

種 類 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

個 数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 津波監視 

津波監視設備として，敷地への津波の繰返しの来襲を察

知し津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保

するため，ヌ(3)(ⅱ)a.-②c津波監視カメラ及び取水槽水

位計を設置する。 

【浸水防護設備】 

（要目表） 

5. 浸水防護施設 

5.1外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料 

ａ．防波壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅱ)a.-③と同義

であり，整合している。 
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防波壁（逆Ｔ擁壁） 

 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-④１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防波壁（波返重力擁壁） 

 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑤１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 防波壁 

種 類 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

個 数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 防波壁 

種 類 防波壁（波返重力擁壁） 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑤１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅱ)a.-⑤と同義

であり，整合している。 

 

 

 
整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅱ)a.-④と同義

であり，整合している。 
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防波壁通路防波扉 

 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑥４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 防波壁通路防波扉 

種 類 防波壁通路防波扉 

個 数 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 防波扉 
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整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑥a～ヌ(3)(ⅱ)a.-⑥dは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(3)(ⅱ)a.-⑥と同義であり，整合している。 
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流路縮小工 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑦２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外排水路逆止弁 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑧14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 流路縮小工 

種 類 流路縮小工 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑦２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 屋外排水路逆止弁 

種 類 逆止弁 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑧14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 津波による損傷の防止 

1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計 

1.4.1 設計方針 

(1) 津波防護施設 

津波防護施設は，津波の流入及び漏水を防止する設計と

する。 

津波防護施設として設置する防波壁，防波壁通路防波扉

及びヌ(3)(ⅱ)a.-⑦流路縮小工については，津波による水

位上昇に対して，敷地への津波の流入を防止する設計とす

る。 

＜中略＞ 

1.4.2 荷重の組合せ及び許容限界 

＜中略＞ 

 

【浸水防護設備】 

（要目表） 

5. 浸水防護施設 

5.1外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事計画のヌ

(3)(ⅱ)a.-⑦は，設置

変更許可申請書（本文

（ 五 号 ）） の ヌ

(3)(ⅱ)a.-⑦と同義で

あり，整合している。 
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整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑧a～ヌ(3)(ⅱ)a.-⑧eは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ
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防水壁 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑨２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 防水壁 

種 類 防水壁 

個 数 ２ 
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ヌ(3)(ⅱ)a.-⑨c 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑨d 
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ヌ(3)(ⅱ)a.-⑨e 

 
整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑨a～ヌ(3)(ⅱ)a.-⑨eは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ
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ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩水密扉 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 水密扉 

種 類 片開扉 

個 数 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 浸水防護施設 

5.1外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料 
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ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩c 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩d 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪c 

 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩c 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪d 

 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩d 
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ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪f 

 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩f 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩e 

 

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪e 

 

 
整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑩a～ヌ(3)(ⅱ)a.-⑩fは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(3)(ⅱ)a.-⑩を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅱ)a.-⑪a～ヌ(3)(ⅱ)a.-⑪fは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(3)(ⅱ)a.-⑪を具体的に記載しており，整合している。 
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隔離弁 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑫a６ 

 

 

床ドレン逆止弁 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑫b 一式 

 

 

貫通部止水処置 

個 数 ヌ(3)(ⅱ)a.-⑬一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．内部溢水に対する防護設備 

 

 

ヌ(3)(ⅱ)b.-①安全施設は，発電用原子炉施設内におけ

る溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) 隔離弁 

種 類 電動弁，逆止弁 

個 数 ６ 

 

 (9)  床ドレン逆止弁 

種 類 逆止弁 

個 数 一式 

 

(12) 貫通部止水処置 

種 類 貫通部止水 

個 数 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.5.2 内部溢水に対する防護設備 

10.5.2.1 概要 

発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

いても，施設内に設ける壁，扉，堰等の浸水防護設備によ

り，溢水防護対象設備が，その安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 津波による損傷の防止 

1.3 津波防護対策 

1.3.3 重要な安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

 (2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

経路からの津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量

を基に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性の有無を

評価する。浸水範囲及び浸水量については，地震による

溢水の影響も含めて確認する。地震による溢水のうち，

津波による影響を受けない範囲の評価については，「2. 

発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」

に示す。 

評価の結果，浸水防護重点化範囲に流入する可能性の

ある経路（扉，開口部，貫通口等）が特定されたことか

ら，地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止

するための浸水防止設備として，防水壁，水密扉，床ド

レン逆止弁及び隔離弁ヌ(3)(ⅱ)a.-⑫を設置するととも

に，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置

し，貫通部止水処置ヌ(3)(ⅱ)a.-⑬を実施する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止 

2.1 溢水防護等の基本方針 

ヌ(3)(ⅱ)b.-①設計基準対象施設が，発電用原子炉施

設内における溢水が発生した場合においても，その安全

性を損なうおそれがない設計とする。 

そのために，溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施

設内で発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水

評価」という。）し，運転状態にある場合には，発電用原

子炉施設内における溢水が発生した場合においても，原

子炉を高温停止でき，引き続き低温停止及び放射性物質

の閉じ込め機能を維持できる設計とする。 

また，停止状態にある場合は，引き続きその状態を維

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑫は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3) 

(ⅱ)a.-⑫a及びヌ(3) 

(ⅱ)a.-⑫bを具体的に

記載しており，整合して

いる。 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)a.-⑬は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3) 

(ⅱ)a.-⑬を具体的に記

載しており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)b.-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3) 

(ⅱ)b.-①を全て含んで

おり，整合している。 
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そのために，ヌ(3)(ⅱ)b.-②発電用原子炉施設内に設置

された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火系統

等の作動又は燃料プール等のスロッシングによる溢水が

発生した場合においても， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7 溢水防護に関する基本方針 

＜中略＞ 

発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含

む。），消火系統等の作動並びに燃料プール等のスロッシン

グその他事象により発生した溢水を考慮し， 

持できる設計とする。さらに，燃料プールにおいては，

燃料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能を維持

できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢

水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没水，被

水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なうおそ

れがない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時に

その機能を損なうおそれがない設計）とする。 

また，溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，

安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場合に

は，その溢水の影響を考慮した上で，「発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき必要な機

器の単一故障を考慮しても発生が予想される運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行

い，炉心損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計

とする。 

重大事故等対処設備の機能については，溢水影響を受

けて設計基準対象施設の安全機能並びに燃料プールの燃

料プール冷却機能及び燃料プールへの給水機能と同時に

機能を損なうおそれがないよう，没水，被水及び蒸気の

影響に対しては可能な限り設計基準事故対処設備等の配

置を含めて位置的分散を図る設計とする。溢水影響に対

し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）と

して溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を設定す

る。 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包す

る容器，配管その他の設備（ポンプ，弁，燃料プール，

サイトバンカ貯蔵プール，原子炉ウェル，気水分離器・

蒸気乾燥器ピット）から放射性物質を含む液体があふれ

出るおそれがある場合において，当該液体が管理区域外

へ漏えいすることを防止する設計とする。 

 

2.3 溢水源及び溢水量の設定 

 

ヌ(3)(ⅱ)b.-②溢水影響を評価するために想定する機

器の破損等により生じる溢水（以下「想定破損による溢水」

という。），発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡

大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)b.-②は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3) 
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ヌ(3)(ⅱ)b.-③発電用原子炉施設内における壁，扉，堰等

により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，

その安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有す

る設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

＜中略＞ 

下「消火水の放水による溢水」という。）及び地震に起因す

る機器の破損等により生じる溢水（燃料プール等のスロッ

シングにより生じる溢水を含む。）（以下「地震起因による

溢水」という。）を踏まえ，溢水源及び溢水量を設定する。 

また，その他の要因（地下水の流入，地震以外の自然現

象，機器の誤作動等）により生じる溢水（以下「その他の

溢水」という。）の影響も評価する。 

＜中略＞ 

2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造強度設計 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価にお

いて期待する浸水防護施設の構造強度設計は，以下のとお

りとする。 

ヌ(3)(ⅱ)b.-③a 止水に期待する壁，扉，堰，床ドレン

逆止弁及び貫通部止水処置のうち，地震起因による溢水か

ら防護する設備については，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対し，地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止す

る機能を損なうおそれがない設計とする。ただし，放射性

物質を含む液体が管理区域外に伝播することを防止する

ために設置する堰については，要求される地震力に対し，

地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止する機能を

損なうおそれがない設計とする。想定破損による溢水及び

消火水の放水による溢水から防護する設備については，要

求される荷重に対して溢水伝播を防止する機能を損なう

おそれがない設計とする。 

地下水位低下設備については，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対し，地震時及び地震後においても，地下水を処理

し，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計と

する。 

通水扉のうち，地震時及び地震後において期待する通水

扉については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，発生

を想定する溢水に対する排水機能を損なうおそれがない

設計とする。 

2.1 溢水防護等の基本方針 

＜中略＞ 

そのために，ヌ(3)(ⅱ)b.-③b 溢水防護に係る設計時に

発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響を評

価（以下「溢水評価」という。）し，運転状態にある場合に

は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

(ⅱ)b.-②と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅱ)b.-③a 及び

ヌ(3)(ⅱ)b.-③b は，設

置変更許可申請書 

（本文（五号））のヌ

(3)(ⅱ)b.-③を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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また，燃料プールの冷却機能及び燃料プールへの給水機

能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ)  ヌ(3)(ⅲ)-①所内ボイラ 

 

 

 

ヌ(3)(ⅲ)-②発電所の運転に必要な量，圧力の蒸気を供

給できる系統構成とする。ヌ(3)(ⅲ)-③所内ボイラ（１号

及び２号炉共用，既設）の損傷時においても，発電用原子

炉施設の安全性に影響を与えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 溢水防護に関する基本方針 

＜中略＞ 

さらに，燃料プールにおいては，燃料プールの冷却機能

及び燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.15 所内ボイラ（１号炉及び２号炉共用，既設） 

10.15.1 概要 

 

 

所内ボイラは，液体廃棄物処理系の濃縮器，排ガス予熱

器等の加熱用，屋外タンクの保温用，発電用原子炉施設の

起動及び停止時にタービン・グランドのシール及び空気抽

出器駆動用にも使用するほか，建物の暖房用にも使用す

る。 

 

 

 

 

 

10.15.2 設計方針 

 

(1) 必要な量，圧力の蒸気を供給できるようにする。 

(2) 使用した蒸気のうち回収できるものは，所内ボイラ

の給水タンクに集め，ボイラ用水として再使用する。 

(3) 所内ボイラは，長期連続運転及び負荷変動に耐える

いても，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止及び放

射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。 

また，停止状態にある場合は，引き続きその状態を維持

できる設計とする。 

 

 

 

さらに，燃料プールにおいては，燃料プール冷却機能及

び燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【補助ボイラー】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 補助ボイラ 

1.1 補助ボイラの機能 

ヌ(3)(ⅲ)-②a 発電用原子炉施設には，設計基準事故に

至るまでの間に想定される使用条件として，液体廃棄物処

理系，タンクの保温用等並びに原子炉施設の起動及び停止

時の主蒸気圧力が低く，主蒸気が使用できない場合のター

ビングランドのシール及び空気抽出器駆動に必要な蒸気

を供給する能力を有するヌ(3)(ⅲ)-①補助ボイラ（「1，2号

機共用」（以下同じ。））を設置する。 

ヌ(3)(ⅲ)-③補助ボイラは，発電用原子炉施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

1.2 補助ボイラの設計条件 

＜中略＞ 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラに属する主要

な耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，使用前事業者検査

により適用基準及び適用規格に適合していることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅲ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅲ)-①と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅲ)-②a 及びヌ

(3)(ⅲ)-②bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅲ)-② 

を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅲ)-③は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅲ)-③と

同義であり，整合してい 
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ようにする。 

10.15.3 主要設備 

所内ボイラは，ボイラ本体，重油燃焼装置，通風装置，

給水設備，自動燃焼制御装置，缶水処理装置等で構成する。 

所内ボイラの主要機器仕様を第 10.15－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)不連続で特異な形状でない設計とする。 

(2)溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶

接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと

を非破壊試験により確認する。 

(3)適切な強度を有する設計とする。 

(4)適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士

であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじ

め確認する。 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラ及びその附属

設備の耐圧部分に使用する材料は，安全な化学的成分及び

機械的強度を有するとともに，耐圧部分の構造は，最高使

用圧力及び最高使用温度において，発生する応力に対して

安全な設計とする。 

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損傷防

止のため，最大蒸発量と同等容量以上の安全弁を設ける設

計とする。 

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損傷防

止のため，ドラム内水位，ドラム内圧力等の運転状態を計

測する装置を設ける設計とする。 

ヌ(3)(ⅲ)-②b 補助ボイラは，ボイラ本体，重油燃焼装

置，通風装置，給水設備，自動燃焼制御装置，缶水処理装

置等で構成し，蒸気を蒸気だめより所内蒸気系母管を経

て，蒸気を使用する各機器に供給できる設計とする。蒸気

使用機器で使用される蒸気のうち回収できるものは，所内

蒸気回収ドレンより補助ボイラの給水タンクに集め，ボイ

ラ用水として再使用し，給水使用量を低減できる設計とす

る。 

補助ボイラは，長期連続運転及び負荷変動に対応できる

設計とし，設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に

想定される全ての環境条件において，その機能を発揮でき

る設計とするとともに，補助ボイラの健全性及び能力を確

認するため，必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含

む。）ができるよう設計する。 

補助ボイラは，補助ボイラの最大連続蒸発時において，

熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる適切な

容量の給水設備を設け，給水の入口及び蒸気の出口につい

ては，流路を速やかに遮断できる設計とする。 

補助ボイラは，ボイラ水の濃縮を防止し，及び水位を調

る。 
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(ⅳ) 補機駆動用燃料設備 

 

 

 

ヌ(3)(ⅳ)-①重大事故等に対処するために使用する可

搬型又は常設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補

給する燃料設備としてガスタービン発電機用軽油タンク，

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及びタンクローリ

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び所内ボイラに 

係るものを除く。） 

10.6.1 概要 

 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設

設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設

備としてガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク及びタンクローリを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整するために，補助ボイラ水を抜くことができる設計とす

る。 

補助ボイラから排出されるばい煙については，良質燃料

（Ａ重油）を使用することにより，硫黄酸化物排出量，窒

素酸化物濃度及びばいじん濃度を低減する設計とする。 

 

2. 設備の共用 

補助ボイラ設備は，１号機及び２号機で共用とするが，

各号機に必要な容量をそれぞれ確保することで，共用によ

り安全性を損なわない設計とする。 

所内蒸気系は，１号機及び２号機間で相互に接続する

が，連絡時以外においては，号機間の接続部の弁を常時閉

とすることにより物理的に分離し，安全性を損なわない設

計とする。連絡時においても，各号機にて設計する圧力に

差異を生じさせず，安全性を損なわない設計とする。 

 

 

【補機駆動用燃料設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備 

大量送水車又は大型送水ポンプ車のポンプ駆動用燃料

は，大量送水車付燃料タンク又は大型送水ポンプ車付燃料

タンクに貯蔵する。 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電設備の A-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「A-ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク」という。），非常用ディーゼル発電設備

の B-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「B-ディーゼル燃料

貯蔵タンク」という。）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「ディーゼル

燃料貯蔵タンク」という。）ヌ(3)(ⅳ)-①a は，大量送水車

及び大型送水ポンプ車の燃料を貯蔵できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，ガスタービン発電

機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから

タンクローリ及びホースを用いて燃料を補給できる設計

とする。 

【非常用電源設備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅳ)-①a及びヌ

(3)(ⅳ)-①bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅳ)-① 

を具体的に記載してお

り，整合している。 
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ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク及びタンクローリについては，(2)，

(ⅳ)，ｄ．燃料補給設備による給油に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク及びタンクローリについては，「10.2 

代替電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の

燃料補給設備 

 ヌ(3)(ⅳ)-①b 重大事故等時に高圧発電機車及び可搬式

窒素供給装置用発電設備の燃料を補給する設備として，

ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯

蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃

料貯蔵タンク，タンクローリ及びホースを使用できる設

計とする。 

高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備は，

ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯

蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼル

燃料貯蔵タンクからタンクローリ及びホースを用いて燃

料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃料

貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの軽油の補給は，

ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ)

代替電源設備」に示す。 
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 (ⅴ) 非常用取水設備 

 

 

 

設計基準事故に対処するために必要となる原子炉補機

冷却系及び高圧炉心スプレイ補機冷却系の冷却用の海水

をヌ(3)(ⅴ)-①確保するために，取水口，取水管及び取水

槽を設置する。 

 

 

 

また，基準津波にヌ(3)(ⅴ)-②a よる水位低下時におい

て，冷却に必要な海水を確保するために，海水ポンプを長

尺化する。 

 

 

 

 

 

非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，ヌ

(3)(ⅴ)-③想定される重大事故等時において，重大事故等

対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅴ)-②b 取水口，取水管及び取水槽は，基準津波

による水位低下に対して，原子炉補機海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機海水ポンプの取水性を保持できる容量

を十分に有している。 

 

 

 

 

 

 

10.7 非常用取水設備 

10.7.1 通常運転時等 

10.7.1.2 設計方針 

 

設計基準事故時に必要な原子炉補機海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機海水ポンプに使用する海水を取水し，

海水ポンプへ導水するための流路を構築するために，取水

口，取水管及び取水槽を設置することで，冷却に必要な海

水を確保できる設計とする。 

 

 

また，基準津波に対して，海水ポンプが引き波時におい

ても機能維持できるよう，海水ポンプを長尺化すること

で，原子炉補機海水系及び高圧炉心スプレイ補機海水系の

冷却に必要な海水が確保できる設計とする。 

 

 

 

10.7.1.4 主要設備 

(1) 取水口 

海底部の冷水を取水するために取水口を設ける。 

(2) 取水管 

取水口から取込んだ海水を取水槽へ導入するために取

水管を設ける。 

(3) 取水槽 

取水管から取込んだ海水を海水ポンプまで導入するた

めに取水槽を設ける。 

 

10.7.1.2 設計方針 

設計基準事故時に必要な原子炉補機海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機海水ポンプに使用する海水を取水し，

海水ポンプへ導水するための流路を構築するために，取水

口，取水管及び取水槽を設置することで，冷却に必要な海

水を確保できる設計とする。 

また，基準津波に対して，海水ポンプが引き波時にお

いても機能維持できるよう，海水ポンプを長尺化するこ

とで，原子炉補機海水系及び高圧炉心スプレイ補機海水

系の冷却に必要な海水が確保できる設計とする。 

【非常用取水設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

設計基準事故に対処するために必要となる原子炉補機

冷却系及び高圧炉心スプレイ補機冷却系の冷却用の海水

をヌ(3)(ⅴ)-①取水し，導水するための流路を構築する

ため，取水口，取水管及び取水槽を設置することにより

冷却に必要な海水を確保できる設計とする。なお，取水

口，取水管及び取水槽は，海と接続しており容量に制限

がなく必要な取水容量を十分に有している。 

また，基準津波にヌ(3)(ⅴ)-②対して，原子炉補機海

水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが引き波

時においても機能保持できるよう，海水ポンプを長尺化

することにより冷却に必要な海水が確保できる設計とす

る。 

 

 

 

非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，ヌ

(3)(ⅴ)-③設計基準事故対処設備の一部を流路として使

用することから，流路に係る機能について重大事故等対

処設備としての設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅴ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅴ)-①を

具体的に記載しており， 

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅴ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅴ)-②a

及びヌ(3)(ⅴ)-②bを具

体的に記載しており， 

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅴ)-③は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅴ)-③と

同義であり，整合してい 

る。 
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取水口 

 

 

個  数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取水管 

 

 

個  数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.7－1表 非常用取水設備の主要仕様 

 

(1) 取水口 

種  類 鋼製円筒管 

材  料 炭素鋼 

個  数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 取水管 

種  類 鋼管 

材  料 炭素鋼 

個  数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用取水設備】 

（要目表） 

7. 非常用取水設備 
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取水槽 

 

 

個  数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 取水槽 

種  類 鉄筋コンクリート取水槽 

材  料 鉄筋コンクリート 

個  数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

996



 

ヌ-95 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅵ) 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急時対

策所を中央制御室以外の場所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に及ぼす影響により，ヌ

(3)(ⅵ)-①当該要員の対処能力が著しく低下し，安全施

設の安全機能が損なわれることがない設計とする。 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅵ)-②そのために，有毒ガス防護に係る影響評価

を実施する。 

 

 

 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが

大気中に多量に放出されるかの観点から有毒化学物質の

性状，貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。

また，固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液

堤等は，現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。 

 

 

 

10.8 緊急時対策所 

10.8.1 通常運転時等 

10.8.1.1 概要 

 

 

 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急時対

策所を中央制御室以外の場所に設置する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の

対処能力が著しく低下しないよう，当該要員が緊急時対策

所内にとどまり，事故対策に必要な各種の指示・操作を行

うことができる設計とする。 

＜中略＞ 

10.8.1.4 主要設備 

＜中略＞ 

そのために，有毒ガス評価ガイドを参照し，有毒ガス防

護に係る影響評価を実施する。 

 

 

 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが

大気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化学物質の

揮発性等の性状，貯蔵量，建物内保管，換気等の貯蔵状況

等を踏まえ，敷地内及び中央制御室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し，特

定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断

基準値を設定する。また，固定源の有毒ガス防護に係る影

響評価に用いる防液堤等は，現場の状況を踏まえ評価条件

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.1 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措

置をとるため，緊急時対策所機能を備えた緊急時対策所を

中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））以外の場所

として，敷地高さ標高 50mの高台に設置する設計とする。 

 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

d.  有毒ガスに対する防護措置 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員（以下「指示要員」という。）に及

ぼす影響により，ヌ(3)(ⅵ)-①指示要員の対処能力が著し

く低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがないよ

う，指示要員が緊急時対策所内にとどまり，必要な指示及

び操作を行うことができる設計とする。 

 

 

ヌ(3)(ⅵ)-②敷地内外において貯蔵施設に保管されて

いる有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以

下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送

容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのあ

る有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対し

て有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防

護に係る影響評価」という。）を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，「有毒ガス

防護に係る影響評価ガイド」を参照して評価を実施し，有

毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化

学物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特

定する。 

固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤

等は，現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-①と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-②を

具体的に記載しており，

整合している。 
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固定源に対しては，ヌ(3)(ⅵ)-③当該要員の吸気中の有

毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準

値を下回ることにより，当該要員を防護できる設計とす

る。 

 

可動源に対しては，緊急時対策所換気設備の隔離等の対

策により，当該要員を防護できる設計とする。 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を

軽減することを期待する防液堤は，保守管理ヌ(3)(ⅵ)-④

及び運用管理を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，敷地高さ標高 50mの高台に設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，ヌ(3)(ⅵ)-⑤当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができるよう，適切なヌ

(3)(ⅵ)-⑥措置を講じた設計とするとともに，重大事故等

に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設置又は保管する設計とする。ヌ

(3)(ⅵ)-⑦また，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容できる設計とする。 

 

を設定する。 

固定源に対しては，貯蔵容器すべてが損傷し，有毒化学

物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放

出される事象を想定し，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度

の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回る

ことにより，当該要員を防護できる設計とする。 

可動源に対しては，「10.11 通信連絡設備」に記載する

通信連絡設備による連絡，緊急時対策所換気設備の隔離，

防護具の着用等により重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を

軽減することを期待する防液堤は，保守管理及び運用管理

を適切に実施する。 

＜中略＞ 

 

 

10.8.1.1 概要 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，敷地高さ標高 50mの高台に設置する。 

＜中略＞ 

 

 

 

10.8.2 重大事故等時 

10.8.2.1 概要 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設計

とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又

は保管する。また，重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容できる設計とする。 

 

 

 

 

固定源に対しては，ヌ(3)(ⅵ)-③指示要員の吸気中の有

毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準

値を下回ることにより，指示要員を防護できる設計とす

る。 

 

可動源に対しては，緊急時対策所換気設備の隔離等の対

策により，指示要員を防護できる設計とする。 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を

軽減することを期待する防液堤は，保守管理ヌ(3)(ⅵ)-④

を適切に実施し，運用については保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.1 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系統に係る発電用原

子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措

置をとるため，緊急時対策所機能を備えた緊急時対策所を

中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））以外の場所

として，敷地高さ標高 50mの高台に設置する設計とする。 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に

加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要

な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数

の要員をヌ(3)(ⅵ)-⑦収容することができるとともに，ヌ

(3)(ⅵ)-⑤重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよう，適切なヌ(3)(ⅵ)-⑥

a 遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確

保する。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-③は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-③と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-④は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-④を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑤は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑤と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ (3)( ⅵ )- ⑥ a ～ ヌ

(3)(ⅵ)-⑥cは，設置変

更許可申請書（本文（五
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緊急時対策所は，ヌ(3)(ⅵ)-⑧異常等に対処するために

必要な指示を行うための要員等を収容できる設計とする。

また，異常等に対処するために必要な情報を中央制御室内

の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握するために，Ｓ

ＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤ

Ｓデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.1 通常運転時等 

10.8.1.1 概要 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，異常等に対処するために必要な指示を

行うための要員等を収容できる設計とする。また，異常等

に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を

介さずに正確かつ速やかに把握できる設備として，ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデ

ータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）を設置する。 

 

 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報及

び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対

処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処

するために必要な情報を，中央制御室内の運転員を介さず

に正確，かつ速やかに把握できるヌ(3)(ⅵ)-⑥b 情報収集

設備を設置する。 

＜中略＞ 

c. 通信連絡 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所とヌ

(3)(ⅵ)-⑥c 通信連絡できる設計とする。なお，緊急時対

策所に設置又は保管する通信連絡設備は，計測制御系統施

設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合において，通信連絡設備により，発

電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳ

Ｓ）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（「１，

２，３号機共用」（以下同じ。））として，ＳＰＤＳ伝送サー

バを設置する設計とする。データ伝送設備については，通

信方式の多様性を確保した専用通信回線にて伝送できる

設計とする。なお，データ伝送設備は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

a. 居住性の確保 

緊急時対策所は，ヌ(3)(ⅵ)-⑧a 原子炉冷却系統に係る

発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に

適切な措置をとるために必要な指示を行う要員を収容で

きるとともに，それら要員が必要な期間にわたり滞在でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，ヌ(3)(ⅵ)-⑧ｂ原子炉冷却系統に係

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑥ 

を具体的に記載してお

り，整合している。 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑦は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑦と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑧a 及びヌ

(3)(ⅵ)-⑧bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑧ 

を具体的に記載してお

り，整合している。 
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発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所と

の通信連絡ヌ(3)(ⅵ)-⑨を行うために，所内通信連絡設備

（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，局線加入

電話設備，テレビ会議システム（社内向），専用電話設備，

衛星電話設備（社内向），無線通信設備，衛星電話設備及び

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を

設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所と

の通信連絡を行うために，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，テ

レビ会議システム（社内向），専用電話設備，衛星電話設備

（社内向），無線通信設備，衛星電話設備及び統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するため

に必要な情報及び重大事故等が発生した場合においても

当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重

大事故等に対処するために必要な情報を，中央制御室内の

運転員を介さずに正確，かつ速やかに把握できる情報収集

設備を設置する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の必要

な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集し，緊

急時対策所内で表示できるよう，ＳＰＤＳデータ収集サー

バ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構

成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（「１，２，

３号機共用」，ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共用

（以下同じ。））を設置する設計とする。なお，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設

備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

c. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合において，当該事故等に対処するた

め，発電所内の関係要員に指示を行うためにヌ(3)(ⅵ)-⑨

a 必要な通信連絡設備（発電所内）及び発電所外関係箇所

と専用であって多様性を備えた通信回線にて通信連絡で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量のヌ(3)(ⅵ)-⑨b 所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）並びに多様性を確保した通信

連絡設備（発電所内）として，十分な数量の所内通信連絡

設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定

電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話

設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），有

線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備（携帯型）（「１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑨a ～ ヌ

(3)(ⅵ)- ⑨eは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑨と

同義であり，整合してい

る。 
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号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電

話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必

要な通信連絡設備（発電所内）として，必要な数量のヌ

(3)(ⅵ)-⑨c 衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，十分な数量のヌ(3)(ⅵ)-

⑨d 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及

びＦＡＸ），局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）

（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），テレ

ビ会議システム（社内向），専用電話設備（専用電話設備（ホ

ットライン）（地方公共団体他向））（「１，２，３号機共用」

（以下同じ。）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議

システム（社内向）及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固

定型）,衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，Ｉ

Ｐ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以

下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行った特
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緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該事故等に対処するための適切な措置が講じられる

よう，その機能に係る設備を含め，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対し，機能を喪失しないよう設計するとともに，

緊急時対策所は，基準津波の影響を受けない設計とする。 

地震及び津波に対しては，ロ，(1)，(ⅱ) 重大事故等対

処施設の耐震設計及びロ，(2)，(ⅱ) 重大事故等対処施設

の耐津波設計に基づく設計とする。 

 

また，緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室と

の共通要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室

に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室

とは離れた位置に設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.2 重大事故等時 

10.8.2.2 設計方針 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該事故等に対処するための適切な措置が講じること

ができるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対し，機能を損なわない設計とするとと

もに，基準津波の影響を受けない設計とする。 

地震及び津波に対しては，「1.4.2 重大事故等対処施設

の耐震設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設

計」に基づく設計とする。 

 

また，緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室と

の共通要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室

に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室

とは離れた位置に設置又は保管する。 

 

 

 

 

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

共有するために必要な通信連絡設備（発電所外）として，

必要な数量のヌ(3)(ⅵ)-⑨e 衛星電話設備（固定型），衛星

電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機

及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する

設計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については

必要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管す

る。 

＜中略＞ 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該事故等に対処するための適切な措置が講じるこ

とができるよう，緊急時対策所機能に係る設備を含め，

以下の設計とする。 

(1) 耐震性及び耐津波性 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該事故等に対処するための適切な措置が講じられ

るよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，機能を喪失しないよう設計するとと

もに，基準津波の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 (2) 中央制御室に対する独立性 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により中

央制御室と同時に機能喪失しないよう，中央制御室に対

して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室と

は離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

緊急時対策所は，以下の措置を講じること又は設備を

備えることにより緊急時対策所機能を確保する。 

a. 居住性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ロ,(1),(ⅱ)

重大事故等対処施設の

耐 震 設 計 」 及 び

「ロ,(2),(ⅱ)重大事故

等対処施設に対する耐

津波設計」に示す。 
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緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容することができるヌ

(3)(ⅵ)-⑩設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，ヌ(3)(ⅵ)-⑪対策

要員が緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え

等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイ

の結果，対策要員の汚染が確認された場合は，対策要員の

除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区画

に隣接して設置することができるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容することができる設計とす

る。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，対策要員が緊急時

対策所内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止

するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設置する設計とする。身体サーベイの結果，対策

要員の汚染が確認された場合は，対策要員の除染を行うこ

とができる区画を，身体サーベイを行う区画に隣接して設

置することができるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，原子炉冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置を

とるために必要な指示を行う要員を収容できるととも

に，それら要員が必要な期間にわたり滞在できる設計と

する。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために

必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必

要な数の要員を収容することができるとともに，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を行い

ヌ(3)(ⅵ)-⑩緊急時対策所の居住性を確保する。 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し，緊急時対策所の

外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

ヌ(3)(ⅵ)-⑪a 要員が緊急時対策所内に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び作

業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し，緊急時対策所の

外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

ヌ(3)(ⅵ)-⑪b 要員が緊急時対策所内に放射性物質による

汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び作

業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。 

身体サーベイの結果，要員の汚染が確認された場合は，

要員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行

う区画に隣接して設置することができるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑩は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3)(ⅵ)-

⑩と同義であり，整合し

ている。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑪a及びヌ

(3)(ⅵ)- ⑪bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑪と

同義であり，整合してい

る。 
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重大事故等が発生した場合においても，ヌ(3)(ⅵ)-⑫当

該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう，緊急時対策所の居住性を確保する

ための設備として，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気

空調設備，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬式モニタ

リング・ポスト及び可搬式エリア放射線モニタを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることがで

きるよう，緊急時対策所の居住性を確保するための設備と

して，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備，酸

素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬式モニタリング・ポス

ト及び可搬式エリア放射線モニタを設ける。 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質

の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの着用，

交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

＜中略＞ 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所換気空調設備

の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備として，緊急時対策所空気浄

身体サーベイ，作業服の着替え等に必要な照度の確保

は，緊急時対策所の非常用照明及び電源内蔵型照明により

できる設計とする。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に

加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要

な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができるとともに，ヌ(3)(ⅵ)-⑫a

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の居

住性を確保するための設備として，ヌ(3)(ⅵ)-⑫b 差圧計，

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を設置又は保管する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の居

住性を確保するための設備として，ヌ(3)(ⅵ)-⑫c 緊急時

対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調系の設備，可搬式モニ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑫a ～ ヌ

(3)(ⅵ)- ⑫cは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑫を

具体的に記載しており，

整合している。 
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緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質

の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの着用，

交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急

時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差圧計を設ける。 

＜中略＞ 

ｃ．放射線量の測定設備 

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止

するための確実な判断ができるよう放射線量を監視，測定

するため，さらに緊急時対策所正圧化装置による正圧化判

断のために使用する可搬式エリア放射線モニタを緊急時

対策所に保管する設計とするとともに，可搬式モニタリン

グ・ポストを第１保管エリア及び第４保管エリアに保管す

る設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・可搬式エリア放射線モニタ 

・可搬式モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備） 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

＜中略＞ 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質

の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの着用，

交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タリングポスト及び可搬式エリア放射線モニタを設置又

は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合における緊急時対策所の居

住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ，

緊急時対策所内でのマスクの着用，交替要員体制，安定ヨ

ウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても，

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手

法について（内規）」の手法を参考とした被ばく評価にお

いて，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7

日間で 100mSvを超えない設計とする。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1005



 

ヌ-104 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所換気空調設備

の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備として，緊急時対策所空気浄

化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，

可搬型ダクトを用いて緊急時対策所を正圧化し，放射性物

質の侵入を低減できる設計とする。また，ヌ(3)(ⅵ)-⑬緊

急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，プルーム通過時

において，緊急時対策所を正圧化し，希ガスを含む放射性

物質の侵入を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所換気空調設備

の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備として，緊急時対策所空気浄

化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急

時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差圧計を設ける。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急

時対策所空気浄化フィルタユニットは，可搬型ダクトを用

いて緊急時対策所を正圧化し，放射性物質の侵入を低減で

きる設計とする。また，緊急時対策所正圧化装置（空気ボ

ンベ）は，プルーム通過時において，緊急時対策所を正圧

化し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の気密性及び緊急時

対策所換気空調系の機能とあいまって，緊急時対策所にと

どまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えな

い設計とする。 

緊急時対策所換気空調系の設備のうち，緊急時対策所空

気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニッ

トは，可搬型ダクトを用いて緊急時対策所を正圧化し，放

射性物質の侵入を低減できる設計とする。またヌ(3)(ⅵ)-

⑬空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，プルーム通過時

において，緊急時対策所を正圧化し，希ガスを含む放射性

物質の侵入を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気空調系 

＜中略＞ 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，プルーム通過時

において，緊急時対策所を正圧化し，希ガスを含む放射性

物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び二酸化炭素

濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な容

量を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

緊急時対策所換気空調系は，緊急時対策所の建物の気

密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。 

＜中略＞ 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄

化フィルタユニットは，プルーム通過後の緊急時対策所内

を正圧化できる設計とする。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑬は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3)(ⅵ)-

⑬と同義であり，整合し

ている。 
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緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅵ)-⑭また，室内への希ガス等の放射性物質の侵

入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放

射線量を監視，測定するため，さらに緊急時対策所正圧化

装置による正圧化判断のために使用する可搬式エリア放

射線モニタを緊急時対策所に保管する設計とするととも

に，可搬式モニタリング・ポストを第１保管エリア及び第

４保管エリアに保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 

 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 

 

＜中略＞ 

ｃ．放射線量の測定設備 

 

 

 

 

 

 

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止

するための確実な判断ができるよう放射線量を監視，測定

するため，さらに緊急時対策所正圧化装置による正圧化判

断のために使用する可搬式エリア放射線モニタを緊急時

対策所に保管する設計とするとともに，可搬式モニタリン

グ・ポストを第１保管エリア及び第４保管エリアに保管す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度

計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計（個数 1（予

備 1））を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質の侵

入を低減又は防止するための判断ができるよう放射線量

を監視，測定するため，さらにヌ(3)(ⅵ)-⑭緊急時対策所

換気空調系の設備による正圧化判断のために使用する可

搬式エリア放射線モニタを緊急時対策所に保管する設計

とするとともに，可搬式モニタリングポストを第１保管エ

リア及び第４保管エリアに保管する設計とする。 

＜中略＞ 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

＜中略＞ 

エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所等に設け

る可搬式エリア放射線モニタ及び可搬式モニタリングポ

ストは，重大事故等時に緊急時対策所内への希ガス等の放

射性物質の侵入を低減又は防止するための判断ができる

よう放射線量を監視，測定し，計測結果を記録及び保存で

きる設計とする。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)- ⑭は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3)(ⅵ)-

⑭と同義であり，整合し

ている。 
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緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう，

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できるヌ

(3)(ⅵ)-⑮設備として，安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）を設置する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故

等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員

を介さずに緊急時対策所において把握できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所とヌ

(3)(ⅵ)-⑯通信連絡を行うための設備として，無線通信設

備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連

絡に関わる設備 

ａ．必要な情報を把握できる設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう，

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設

備として，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故

等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員

を介さずに緊急時対策所において把握できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．通信連絡設備 

 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うための設備として，無線通信設備，衛星電話設

備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備を設置又は保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報

及び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に

対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に

対処するために必要な情報を，中央制御室内の運転員を

介さずに正確，かつ速やかに把握できるヌ(3)(ⅵ)-⑮情

報収集設備を設置する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の必

要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集

し，緊急時対策所内で表示できるよう，ＳＰＤＳデータ

収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表

示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）（「１，２，３号機共用」，ＳＰＤＳデータ収集サーバ

は１，２号機共用（以下同じ。））を設置する設計とす

る。なお，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備とし

て兼用する。 

c. 通信連絡 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所とヌ

(3)(ⅵ)-⑯a 通信連絡できる設計とする。なお，緊急時対

策所に設置又は保管する通信連絡設備は，計測制御系統施

設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータ

を伝送できるＳＰＤＳ伝送サーバで構成するデータ伝送

設備については，重大事故等が発生した場合においても必

要なデータを伝送できる設計とする。 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑮は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑮ を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ (3)( ⅵ )- ⑯ a ～ ヌ

(3)(ⅵ)-⑯cは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑯ を

具体的に記載しており，

整合している。 
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緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，代

替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 代替交流電源設備からの給電 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，代

替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必

要な通信連絡設備（発電所内）として，必要な数量のヌ

(3)(ⅵ)-⑯b 衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内

外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行

った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要

な場所で共有するために必要な通信連絡設備（発電所

外）として，必要な数量のヌ(3)(ⅵ)-⑯c 衛星電話設備

（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所

内に設置又は保管する設計とする。なお，可搬型重大事

故等対処設備については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(3) 代替交流電源の確保 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，

代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からの給
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が可能な設計とする。 

 

 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電す

るために必要な容量を有するものを，燃料ヌ(3)(ⅵ)-⑰給

油時の切替えを考慮して，合計２台を緊急時対策所に接続

することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守

点検時のバックアップ用として予備機を２台保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が可能な設計とする。 

 

 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電す

るために必要な容量を有するものを，燃料給油時の切替え

を考慮して，合計２台を緊急時対策所に接続することで多

重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバッ

クアップ用として予備機を２台保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電が可能な設計とする。なお，緊急時対策所用発電機

は，プルーム通過時において，燃料を補給せずに運転で

きる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，1台で緊急時対策所に給電す

るために必要な容量を有するものを，燃料ヌ(3)(ⅵ)-⑰

補給時の切替えを考慮して，合計 2台を緊急時対策所に

接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及

び保守点検時のバックアップ用として予備機を 2台保管

する設計とする。 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.4 負荷に直接接続する電源設備 

2.4.2 緊急時対策所用発電設備 

緊急時対策所用発電機用発電機は，緊急時対策所 発電

機接続プラグ盤（210V，1200A のものを 1 個），緊急時対

策所 低圧受電盤（460/210V，800Aのものを 1個），緊急

時対策所 低圧母線盤（210/105V，800Aのものを 1個），

緊急時対策所 低圧分電盤 1（105V，225Aのものを 1個），

緊急時対策所 低圧分電盤 2（105V，225Aのものを 1個），

緊急時対策所 無停電交流電源装置（35kVA，210/210-105V

のものを 1 個），緊急時対策所 無停電分電盤 1（105V，

225A のものを 1 個），緊急時対策所 直流 115V 充電器

（120V，200A のものを 1 個），可搬ケーブル（210V,302A

のものを 1相分 2本の 3相分 6本を 4セット）を経由して

緊急時対策所空気浄化送風機，衛星電話設備（固定型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設

備（固定型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。）），統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ

－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））及

び安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（「１，２，

３号機共用」，ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共

用（以下同じ。））等へ給電できる設計とする。 

4. 燃料設備 

4.4 緊急時対策所用発電機の燃料補給設備 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑰は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑰と

同義であり，整合してい 

る。 
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緊急時対策所用発電機の燃料は，ヌ(3)(ⅵ)-⑱燃料補給

設備である緊急時対策所用燃料地下タンク及びタンクロ

ーリにより給油できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急時対策所用発電機は，プルーム通過時におい

て，燃料をヌ(3)(ⅵ)-⑲給油せずに運転できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機の燃料は，燃料補給設備である緊

急時対策所用燃料地下タンク及びタンクローリにより給

油できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急時対策所用発電機は，プルーム通過時におい

て，燃料を給油せずに運転できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機は，ヌ(3)(ⅵ)-⑱緊急時対策所

用燃料地下タンクからタンクローリを用いて燃料を補給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(3) 代替交流電源の確保 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，代

替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

が可能な設計とする。なお，緊急時対策所用発電機は，プ

ルーム通過時において，燃料をヌ(3)(ⅵ)-⑲補給せずに運

転できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑱は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑱と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-⑲は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-⑲と

同義であり，整合してい 

る。 
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ヌ(3)(ⅵ)-⑳タンクローリは，燃料を給油できる容量を

有するものを１台使用する。保有数は１台に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計２台を保管する。 

 

 

 

タンクローリは，燃料を給油できる容量を有するものを

１台使用する。保有数は 1台に加えて，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

２台を保管する。 

 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2 非常用発電装置に係る次の事項 

1.2.6 緊急時対策所用発電機 

ヌ(3)(ⅵ)-⑳

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-⑳は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-⑳と同義であり，

整合している。 
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緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの

燃料の補給は，ホースを用いる設計とする。 

 

 

緊急時対策所の遮蔽については，チ，(1)，(ⅴ) 遮蔽設

備にて記載する。 

 

 

緊急時対策所の換気設備については，チ，(1)，(ⅵ) 換

気空調設備にて記載する。 

 

 

可搬式エリア放射線モニタについては，チ，(1)，(ⅲ) 

放射線監視設備にて記載する。 

可搬式モニタリング・ポストについては，チ，(2) 屋外

管理用の主要な設備の種類にて記載する。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設

備，無線通信設備及び統合原子力防災ネットワークに接続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの

燃料の補給は，ホースを用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設

備，無線通信設備及び統合原子力防災ネットワークに接続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.4 緊急時対策所用発電機の燃料補給設備 

緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの

軽油の補給は，ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「チ,(1),(ⅴ)

遮蔽設備」に示す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「チ,(1),(ⅵ)

換気空調設備」に示す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「チ,(1),(ⅲ)

放射線監視設備」に示

す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(3),(ⅶ)
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

する通信連絡設備については，ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設

備にて記載する。 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉑（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

局線加入電話設備 

ヌ(3)(ⅵ)-㉒（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

電力保安通信用電話設備 

ヌ(3)(ⅵ)-㉑（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

テレビ会議システム（社内向） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉒（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

専用電話設備 

ヌ(3)(ⅵ)-㉒（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

衛星電話設備（社内向） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉒（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）   

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

する通信連絡設備については，「10.11 通信連絡設備」に

記載する。 

第 10.8－1表 緊急時対策所の主要機器仕様 

(3) 通信連絡設備 

 

 

 

ａ．所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

ｉ．局線加入電話設備 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

ｂ．電力保安通信用電話設備 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

ｈ．テレビ会議システム（社内向） 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

ｊ．専用電話設備 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

ｋ．衛星電話設備（社内向） 

第 10.11－1表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報装置

を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備（固定型）（「１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），有線式通信設備（有線式

通信機），無線通信設備（携帯型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設置又は保管す

る設計とする。 

＜中略＞ 

なお，ヌ(3)(ⅵ)-㉑緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設

備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，十分な数量の電力保安通

信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），局線

加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），テレビ会議システム（社

内向），専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地

方公共団体他向））（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），

衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）

及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固定型）,衛星電話

通信連絡設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉑は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉑と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉒は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉒と

同義であり，整合してい 

る。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所遮蔽 

ヌ(3)(ⅵ)-㉓（チ，(1)，(ⅴ) 遮蔽設備と兼用）

ヌ(3)(ⅵ)-㉔一式 

第 10.8－2表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器

仕様 

(1) 緊急時対策所

ａ．緊急時対策所遮蔽 

第 8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様に記載

する。 

設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

ＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設

置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

なお，ヌ(3)(ⅵ)-㉒緊急時対策所に設置又は保管する通

信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御

系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央

制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対

策所において従事者等の放射線防護を目的として設置す

るものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使

用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用

容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）

の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料 

「緊急時対策所遮蔽」

は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけ

るヌ(3)(ⅵ)-㉓を設計

及び工事の計画の「放射

線管理施設」のうち「遮

蔽設備」に整理してお

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉔は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉔を

具体的に記載しており，

整合している。 

ヌ(3)(ⅵ)-㉔
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

差圧計 

ヌ(3)(ⅵ)-㉕（チ，(1)，(ⅵ) 換気空調設備と兼用）

個  数 １ 

ｅ．差圧計 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕

様に記載する。 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保

a. 居住性の確保

＜中略＞ 

差圧計（個数 1，計測範囲 0～500Pa）は，緊急時対策所

の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲を監視で

きる設計とする。 

「差圧計」は，設置変更

許可申請書（本文（五

号 ） ） に お け る ヌ

(3)(ⅵ)-㉕を設計及び

工事の計画の「放射線管

理施設」のうち「換気空

調設備」に整理してお

り，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

基  数 １ 

容  量 ヌ(3)(ⅵ)-㉖約 45m3

(4) 緊急時対策所用燃料地下タンク

基  数 １

容  量 約 45m3 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2 非常用発電装置に係る次の事項 

1.2.6 緊急時対策所用発電機 

(4) 燃料設備に係る次の事項

ヌ(3)(ⅵ)-㉖

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㉖は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㉖と同義であり，

整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

個  数 １ 

緊急時対策所 低圧母線盤 

個  数 １ 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉗（ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備及び

ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）

一式

無線通信設備（固定型） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉘（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）

一式 

第 10.8－1表 緊急時対策所の主要機器仕様 

(2) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

第 10.11－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定

型）の主要機器仕様に記載する。 

ｅ．無線通信設備（固定型） 

第 10.11－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定

型）の主要機器仕様に記載する。 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備

2.4 負荷に直接接続する電源設備 

2.4.2 緊急時対策所用発電設備 

緊急時対策所用発電機用発電機は，緊急時対策所 発電

機接続プラグ盤（210V，1200A のものを 1 個），緊急時対

策所 低圧受電盤（460/210V，800Aのものを 1個），緊急

時対策所 低圧母線盤（210/105V，800Aのものを 1個），

緊急時対策所 低圧分電盤 1（105V，225Aのものを 1個），

緊急時対策所 低圧分電盤 2（105V，225Aのものを 1個），

緊急時対策所 無停電交流電源装置（35kVA，210/210-105V

のものを 1 個），緊急時対策所 無停電分電盤 1（105V，

225A のものを 1 個），緊急時対策所 直流 115V 充電器

（120V，200A のものを 1 個），可搬ケーブル（210V,302A

のものを 1相分 2本の 3相分 6本を 4セット）を経由して

緊急時対策所空気浄化送風機，衛星電話設備（固定型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設

備（固定型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。）），統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ

－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））及

び安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（「１，２，

３号機共用」，ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号機共

用（以下同じ。））等へ給電できる設計とする。 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報装置

を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備（固定型）（「１，

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉗は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉗と

同義であり，整合してい

る。 
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統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）

ヌ(3)(ⅵ)-㉙（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）

一式 

衛星電話設備（固定型） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉙（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用）

一式 

ｇ．統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）

第 10.11－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定

型）の主要機器仕様に記載する。 

ｃ．衛星電話設備（固定型） 

第 10.11－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定

型）の主要機器仕様に記載する。 

２，３号機共用」（以下同じ。）），有線式通信設備（有線式

通信機），無線通信設備（携帯型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設置又は保管す

る設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

なお，ヌ(3)(ⅵ)-㉘緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。ヌ(3)(ⅵ)-㉗安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急

時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，十分な数量の電力保安通

信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），局線

加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），テレビ会議システム（社

内向），専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地

方公共団体他向））（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），

衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）

及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固定型）,衛星電話

設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

ＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設

置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

なお，ヌ(3)(ⅵ)-㉙緊急時対策所に設置又は保管する通

信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御

系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉘は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉘と

同義であり，整合してい

る。 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉙は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉙と

同義であり，整合してい 

る。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所空気浄化送風機 

ヌ(3)(ⅵ)-㉚（チ，(1)，(ⅵ) 換気空調設備と兼用）

台  数 １（予備２） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉛容  量 約 1,500m3/h/台 

第 10.8－2表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器

仕様 

(1) 緊急時対策所

ｂ．緊急時対策所空気浄化送風機 

第 8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の

主要機器仕様に記載する。 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2.6 緊急時対策所換気空調系 

ヌ(3)（ⅵ）-㉛

整合性 

・「緊急時対策所空気浄化送風機」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるヌ(3)(ⅵ)-㉚を設計及び工

事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気空調設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㉛は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㉛と同義であり，

整合している。 
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緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

ヌ(3)(ⅵ)-㉜（チ，(1)，(ⅵ) 換気空調設備と兼用）

基  数 １（予備２） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉛容  量 約 1,500m3/h/基 

ｃ．緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

第 8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

整合性 

・「緊急時対策所空気浄化フィルタユニット」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるヌ(3)(ⅵ)-㉜を

設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気空調設備」に整理しており，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㉛は，設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㉛の緊急時対策所

空気浄化送風機の容量と同じであり，整合している。 
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無線通信設備（携帯型） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉝（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用） 

 

一式 

 

衛星電話設備（携帯型） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉝（ヌ，(3)，(ⅶ) 通信連絡設備と兼用） 

 

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.8－1表 緊急時対策所の主要機器仕様 

 

(3) 通信連絡設備 

 

 

ｆ．無線通信設備（携帯型） 

第 10.11－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬

型）の主要機器仕様に記載する。 

 

 

ｄ．衛星電話設備（携帯型） 

第 10.11－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬

型）の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報装置

を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以

下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備（固定型）（「１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），有線式通信設備（有線式

通信機），無線通信設備（携帯型）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設置又は保管す

る設計とする。 

＜中略＞ 

なお，ヌ(3)(ⅵ)-㉝緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設

備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，十分な数量の電力保安通

信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），局線

加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），テレビ会議システム（社

内向），専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地

方公共団体他向））（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），

衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）

及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固定型）,衛星電話

設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅵ)-㉝は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅵ)-㉝と

同義であり，整合してい

る。 
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ヌ(3)(ⅵ)-㉞緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

ヌ(3)(ⅵ)-㉟（チ，(1)，(ⅵ) 換気空調設備と兼用） 

 

本  数 454（予備 86） 

容  量 ヌ(3)(ⅵ)-㊱約 50L/本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.8－2表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器

仕様 

(1) 緊急時対策所 

ｄ．緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

第 8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設

置又は保管する設計とする。 

 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

2.6 緊急時対策所換気空調系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)（ⅵ）-㊱ 

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㉞は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㉞と同義であり，

整合している。 

・「空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるヌ(3)(ⅵ)-㉟を設計

及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「換気空調設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㊱は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㊱と同義であり，

整合している。 

 

 

 

ヌ(3)（ⅵ）-㉞ 
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酸素濃度計 

 

 

個  数 １（予備１） 

 

 

二酸化炭素濃度計 

 

 

個  数 １（予備１） 

 

ヌ(3)(ⅵ)-㊲酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，設計基

準事故時及び重大事故等時ともに使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．酸素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

個  数 １（予備１） 

測定範囲 0.0～25.0vol％ 

 

ｇ．二酸化炭素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

個  数 １（予備１） 

測定範囲 0～10,000ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

1.1.2 設計方針 

(4) 緊急時対策所の機能の確保 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度

計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計（個数 1（予

備 1））を保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-

㊲については，添付資料

Ⅵ-1-9-3「緊急時対策所

の説明書」に具体的に示

しており整合している。 
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可搬式エリア放射線モニタ 

ヌ(3)(ⅵ)-㊳（チ，(1)，(ⅲ) 放射線監視設備と兼用） 

 

台  数 １（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式モニタリング・ポスト 

ヌ(3)(ⅵ)-㊳（チ，(2) 屋外管理用の主要な設備の種類と

兼用） 

 

台  数 10（予備２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ．可搬式エリア放射線モニタ 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ．可搬式モニタリング・ポスト 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

1. 放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「可搬式エリア放射線モニタ」及び「可搬式モニタリング・ポスト」は，設置変更許可申請書（本文（五号））に

おけるヌ(3)(ⅵ)-㊳を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」に整理しており，

整合している。 
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ヌ(3)(ⅵ)-㊴緊急時対策所用発電機 

個  数 ２（予備２） 

容  量 約 220kVA/台 

(2) 緊急時対策所用発電機

機関 

個  数 ２（予備２） 

使用燃料 軽油 

発電機 

個  数 ２（予備２） 

種  類 横軸回転界磁三相同期発電機 

容  量 約 220kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 210V 

周波数  60Hz 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

1.2 非常用発電装置に係る次の事項 

ヌ(3)（ⅵ）-㊴a
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ヌ(3)（ⅵ）-㊴b

整合性 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㊴a～ヌ(3)(ⅵ)-㊴bは，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㊴

と同義であり，整合している。 
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タンクローリ

台 数 １（予備１） 

容 量 ヌ(3)(ⅵ)-㊵約 3.0m3/台 

ヌ(3)(ⅵ)-㊶※ ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備の予備と兼

用する。 

(3) タンクローリ

台 数 １（予備１）

容  量 約 3.0m3/台 

 

 

 

整合性

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㊵は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㊵と同義であり，整

合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(3)(ⅵ)-㊶は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(3)(ⅵ)-㊶と同義であり，整

合している。 

ヌ(3)（ⅵ）-㊵

ヌ(3)（ⅵ）-㊶
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(ⅶ) 通信連絡設備 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-①a 通信連絡設備は，ヌ(3)(ⅶ)-②通信連絡

設備（発電所内），安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ），通信連絡設備（発電所外），データ伝送設備ヌ(3)(ⅶ)-

①b から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11 通信連絡設備 

10.11.1 通常運転時等 

10.11.1.4 主要設備 

(1) 通信連絡設備（発電所内） 

通信連絡設備（発電所内）は，設計基準事故が発生した

場合において，中央制御室等から人が立ち入る可能性のあ

る原子炉建物，タービン建物等の建物内外各所の者への必

要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等に

より行うことができる装置及び音声等により行うことが

可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝

送できる設備として，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤ

Ｓ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安

全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，非

常用所内電源設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）

に接続し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設

計とする。 

 

(3) 通信連絡設備（発電所外） 

通信連絡設備（発電所外）は，設計基準事故が発生した

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故

障その他の異常の際に，中央制御室等から人が立ち入る

可能性のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外各

所の人に操作，作業，退避の指示，事故対策のための集

合等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる設備

及び音声等により行うことができる設備として，ヌ

(3)(ⅶ)-②警報装置及び通信連絡設備（発電所内）ヌ

(3)(ⅶ)-①a を設置又は保管する設計とする。 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備

（発電所内）として，十分な数量の所内通信連絡設備

（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）

（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛

星電話設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），有線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備

（携帯型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同

じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（「１，２，３号機共

用」（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できる設備として，安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）ヌ(3)(ⅶ)-①b を一式設置する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ (3)( ⅶ )- ① a ～ ヌ

(3)(ⅶ)-①dは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-①a 

及びヌ(3)(ⅶ)-①bと同

義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-②と

同義であり，整合してい

る。 

以下，同一用語について

は，通信1とし，説明を

省略する。 
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ヌ(3)(ⅶ)-③発電用原子炉施設には，設計基準事故が発

生した場合において，中央制御室等から人が立ち入る可能

性のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外各所の者

への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴

動等により行うことができる装置及び音声等により行う

ことができる設備として，通信 1 所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備，有線式通信設備，

無線通信設備及び衛星電話設備の多様性を確保した通信

連絡設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合において，発電所外の本社，国，自治体，その他関係

機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等に

より行うことが可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) データ伝送設備 

発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲ

ＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備として，ＳＰＤ

Ｓ伝送サーバで構成するデータ伝送設備を設置する設計

とする。 

＜中略＞ 

10.11.1.2 設計方針 

(1) 設計基準事故が発生した場合において，中央制御室

等から人が立ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建

物等の建物内外各所の者への必要な操作，作業又は退避の

指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装

置及び音声等により行うことができる設備として，所内通

信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，

有線式通信設備，無線通信設備及び衛星電話設備の多様性

を確保した通信連絡設備（発電所内）を設置又は保管する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事

故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる

通信連絡設備（発電所外）として，十分な数量の電力保

安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）（「１号

機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），テレビ会

議システム（社内向），専用電話設備（専用電話設備（ホ

ットライン）（地方公共団体他向））（「１，２，３号機共

用」（以下同じ。）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ

会議システム（社内向）及び衛星社内電話機），衛星電話

設備（固定型）,衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，

３号機共用」（以下同じ。））ヌ(3)(ⅶ)-①c を設置又は保

管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備とし

て，データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。））ヌ(3)(ⅶ)-①d を一式設置する設計とする。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

ヌ(3)(ⅶ)-③a 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設

の損壊又は故障その他の異常の際に，中央制御室等から人

が立ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建物等の建

物内外各所の人に操作，作業，退避の指示，事故対策のた

めの集合等の連絡をブザー鳴動等により行うことができ

る設備及び音声等により行うことができる設備として，通

信 1 警報装置及び通信連絡設備（発電所内）を設置又は保

管する設計とする。 

警報装置として，十分な数量のヌ(3)(ⅶ)-③b 所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）並びに多様性を確保した通信

連絡設備（発電所内）として，十分な数量の所内通信連絡

設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定

電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話

設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），有

線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備（携帯型）（「１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-③a及びヌ

(3)(ⅶ)-③bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-③を 

具体的に記載しており，

整合している。 
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また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を設置する設計とする。 

 

通信 1 通信連絡設備（発電所内）及び安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）については，ヌ(3)(ⅶ)-④非常用

所内電源設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に接

続し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-⑤a 発電用原子炉施設には，設計基準事故が

発生した場合において，発電所外の本社，国，自治体，そ

の他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を

音声等により行うことができる通信連絡設備（発電所外）

として，ヌ(3)(ⅶ)-⑤b 電力保安通信用電話設備，局線加

入電話設備，テレビ会議システム（社内向），専用電話設備，

衛星電話設備（社内向），衛星電話設備及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管す

る設計とする。また，発電所内から発電所外の緊急時対策

支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる

設備として，データ伝送設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

(3) 通信連絡設備（発電所内），安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ），通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝

送設備については，非常用所内電源設備又は無停電電源装

置（充電器等を含む。）に接続し，外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

10.11.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(2) 設計基準事故が発生した場合において，発電所外の

本社，国，自治体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の

発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信

連絡設備（発電所外）として，電力保安通信用電話設備，

局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向），専用電

話設備，衛星電話設備（社内向），衛星電話設備及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又

は保管する設計とする。また，発電所内から発電所外の緊

急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝

送できる設備として，データ伝送設備を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電

話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

＜中略＞ 

通信 1 警報装置，通信連絡設備（発電所内）及び安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，ヌ(3)(ⅶ)-

④非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器

等を含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，ヌ(3)(ⅶ)-⑤a 地方公共団体，その他関係機関の

必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行う

ことができる通信連絡設備（発電所外）として，十分な数

量のヌ(3)(ⅶ)-⑤b 電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），局線加入電話設備（固定電話機及

びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），テレビ会議システム（社内向），専用電話設備（専

用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向））（「１，

２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備（社内向）

（衛星テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話

機），衛星電話設備（固定型）,衛星電話設備（携帯型）及

び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を設置又は保管す

る設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備として，

データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

一式設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-④は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-④と

同義であり，整合してい

る。 

以下，同一用語について

は，通信 2 とし，説明を

省略する。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ (3)( ⅶ )- ⑤ a ～ ヌ

(3)(ⅶ)-⑤bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑤a

及びヌ(3)(ⅶ)-⑤bを具

体的に記載しており，整

合している。 
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通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備について

は，有線系回線，無線系回線又は衛星系回線による通信方

式の多様性をヌ(3)(ⅶ)-⑥確保した専用通信回線に接続

し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備について

は，通信 2 非常用所内電源設備又は無停電電源装置（充電

器等を含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも

動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要なヌ(3)(ⅶ)-⑦通信連絡設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備について

は，有線系回線，無線系回線又は衛星系回線による通信方

式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等によ

る制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 通信連絡設備（発電所内），安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ），通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝

送設備については，非常用所内電源設備又は無停電電源装

置（充電器等を含む。）に接続し，外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2 重大事故等時 

10.11.2.1 概要 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な通信連絡設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

＜中略＞ 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備について

は，有線系，無線系又は衛星系回線による通信方式の多様

性をヌ(3)(ⅶ)-⑥備えた構成の通信回線に接続する。電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），テレビ会議システム（社内向），専用電話設備（専用

電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向）），衛星電話

設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）及び衛

星社内電話機），統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩ

Ｐ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備は，専用通信回線に接続

し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設

計とする。また，これらの専用通信回線の容量は通話及び

データ伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設

計とする。 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備について

は，通信 2 非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置

（充電器等を含む。）に接続し，外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。 

 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故

障その他の異常が発生した場合において，データ伝送設備

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震時及び地震

後においても，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ

必要なデータを伝送する機能を保持するため，固縛又は固

定による転倒防止措置等を実施するとともに，信号ケーブ

ル及び電源ケーブルは，耐震性を有する電線管等の電路に

敷設する設計とする。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

ヌ(3)(ⅶ)-⑦a 通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行

った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共

有するために必要な通信連絡設備（発電所内）として，必

要な数量の衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑥は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑥と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑦a及びヌ

(3)(ⅶ)-⑦bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑦を

具体的に記載しており，

整合している。 
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重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連

絡設備（発電所内），緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送ヌ(3)(ⅶ)-⑧できる安全パラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発電所外との通信連絡を行うための設備 

ａ．通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

の通信連絡設備（発電所外）として，衛星電話設備及び統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設

置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と

同じである。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

は，緊急時対策所内に設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

10.11.2.2 設計方針 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連

絡設備（発電所内），緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送できる安全パラメータ表示シ

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。なお，緊急時対策所内に設置又は

保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設

備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行った特

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

共有するために必要なヌ(3)(ⅶ)-⑦b 通信連絡設備（発電

所外）として，必要な数量の衛星電話設備（固定型），衛星

電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機

及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する

設計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については

必要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管す

る。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うためヌ

(3)(ⅶ)-⑧a に必要な通信連絡設備（発電所内）及び計測

等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑧a及びヌ

(3)(ⅶ)-⑧bは，設置変

更許可申請書（本文（五
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メータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び計測等を行った特に

重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するた

めの通信連絡設備（発電所内）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連

絡設備（発電所内）として，ヌ(3)(ⅶ)-⑨衛星電話設備，

無線通信設備及び有線式通信設備を設置又は保管する設

計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線通

信設備のうち無線通信設備（携帯型）は，緊急時対策所内

に保管する設計とする。 

有線式通信設備は，中央制御室近傍の廃棄物処理建物内

に保管する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び無線通

信設備のうち無線通信設備（固定型）は，中央制御室及び

緊急時対策所内に設置し，屋外に設置したアンテナと接続

することにより，屋内で使用できる設計とする。 

また，衛星電話設備及び無線通信設備のうち中央制御室

内に設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）は，中央制御室待避室においても使用できる設計と

ステム（ＳＰＤＳ）及び計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所内の必要な場所で共有するための通信連絡

設備（発電所内）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．通信連絡設備（発電所内） 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連

絡設備（発電所内）として，衛星電話設備，無線通信設備

及び有線式通信設備を設置又は保管する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線通

信設備のうち無線通信設備（携帯型）は，緊急時対策所内

に保管する設計とする。 

有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内

に保管する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び無線通

信設備のうち無線通信設備（固定型）は，中央制御室及び

緊急時対策所内に設置し，屋外に設置したアンテナと接続

することにより，屋内で使用できる設計とする。 

また，衛星電話設備及び無線通信設備のうち中央制御室

内に設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）は，中央制御室待避室においても使用できる設計と

所で共有するために必要な通信連絡設備（発電所内）とし

て，必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び無線通信設

備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，

必要な数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御

室近傍の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，

必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携

帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

＜中略＞ 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送ヌ(3)(ⅶ)-⑧b するための設備として安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収

集サーバを，廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝

送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内

にそれぞれ一式設置する設計とする。なお，緊急時対策所

内に設置又は保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測

制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用す

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制

御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必

要な通信連絡設備（発電所内）として，必要な数量のヌ

(3)(ⅶ)-⑨a 衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-⑨b 衛星電話設備（固定型）及び無線通信設

備（固定型）は，屋外に設置したアンテナと接続すること

により，屋内で使用できる設計とする。 

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑧と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑨a及びヌ

(3)(ⅶ)-⑨bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑨と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1034



 

ヌ-133 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
1-
1 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

する。 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-⑩衛星電話設備及び無線通信設備のうち中

央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通

信設備（固定型）は，通信 2 非常用交流電源設備に加えて，

全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備

である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備及び無線通信設備のうち緊急時対策所内

に設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）は，通信 2 非常用交流電源設備に加えて，全交流動

力電源が喪失した場合においても，代替電源設備である緊

急時対策所用発電機からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線通信設

備のうち無線通信設備（携帯型）及び有線式通信設備は，

充電式電池又は乾電池を使用する設計とする。 

充電式電池をヌ(3)(ⅶ)-⑪用いるものについては，別の

端末又は予備の充電式電池と交換することにより７日間

以上継続して通話を可能とし，使用後の充電式電池は，緊

急時対策所の電源から充電することができる設計とする。

また，乾電池をヌ(3)(ⅶ)-⑫用いるものについては，予備

の乾電池と交換することにより，７日間以上継続して通話

ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所へヌ(3)(ⅶ)-⑬重大事故等に対処するた

めに必要なデータを伝送するための設備として，ＳＰＤＳ

データ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデー

する。 

 

 

 

 

 

衛星電話設備及び無線通信設備のうち中央制御室内に

設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定

型）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が

喪失した場合においても，代替電源設備である常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

衛星電話設備及び無線通信設備のうち緊急時対策所内

に設置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源

が喪失した場合においても，代替電源設備である緊急時対

策所用発電機からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線通信設

備のうち無線通信設備（携帯型）及び有線式通信設備は，

充電式電池又は乾電池を使用する設計とする。 

充電式電池を用いるものについては，別の端末又は予備

の充電式電池と交換することにより７日間以上継続して

通話を可能とし，使用後の充電式電池は，緊急時対策所の

電源から充電することができる設計とする。また，乾電池

を用いるものについては，予備の乾電池と交換することに

より，７日間以上継続して通話ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として，ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で

また，中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）

及び無線通信設備（固定型）は，中央制御室待避室におい

ても使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

中央制御室内に設置するヌ(3)(ⅶ)-⑩衛星電話設備（固

定型）及び無線通信設備（固定型）は，通信 2 非常用ディ

ーゼル発電設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合

においても，代替電源設備である常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び

無線通信設備（固定型）は，通信 2 非常用ディーゼル発電

設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

が可能な設計とする。 

衛星電話設備（携帯型），無線通信設備（携帯型）及び有

線式通信設備（有線式通信機）は，充電式電池又は乾電池

を使用する設計とする。 

充電式電池をヌ(3)(ⅶ)-⑪使用する通信連絡設備（発電

所内）については，予備の充電式電池と交換すること又は

予備の端末を使用することにより，継続して通話ができ，

使用後の充電式電池は，緊急時対策所の電源から充電する

ことができる設計とする。また，乾電池をヌ(3)(ⅶ)-⑫使

用する通信連絡設備（発電所内）については，予備の乾電

池と交換することにより，7 日間以上継続して通話ができ

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

また，緊急時対策所へヌ(3)(ⅶ)-⑬a 事故状態等の把握

に必要なデータを伝送できる設備として，安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑩は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑩と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑪は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑪を

全て含んでおり，整合し 

ている。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑫は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑫と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ (3)( ⅶ )- ⑬ a ～ ヌ

(3)(ⅶ)-⑬bは，設置変
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タ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対

策所内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは，通信 2 非常用交流電源設備に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源

設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，通信 2 非常

用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合

においても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機か

らの給電が可能な設計とする。 

 

 

構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置

する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対

策所内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは，非常用交流電源設備に加えて，全

交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備で

ある常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，非常用交流

電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合におい

ても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給

電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

ｃ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必

＜中略＞ 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）ヌ(3)(ⅶ)-⑬b のうちＳＰＤＳデータ

収集サーバを，廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ

伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所

内にそれぞれ一式設置する設計とする。なお，緊急時対策

所内に設置又は保管する通信連絡設備（発電所内）は，計

測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用

する。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測

制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用す

る。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

<中略> 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。なお，緊急時対策所内に設置又は

保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設

備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバは，通信 2 非常用ディーゼル発電設備

に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代

替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，通信 2 非常

用ディーゼル発電設備に加えて，全交流動力電源が喪失し

た場合においても，代替電源設備である緊急時対策所用発

電機からの給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑬と

同義であり，整合してい 

る。 
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重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するヌ

(3)(ⅶ)-⑭通信連絡設備（発電所内）は，通信連絡設備（発

電所内）と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-⑮緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ

のデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信

連絡機能に係る設備としての安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ），無線通信設備及び衛星電話設備について

は，固縛又はヌ(3)(ⅶ)-⑯転倒防止処置を講じる等，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能喪失しない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

要な場所で共有する通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通信連

絡設備（発電所内）は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」

と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所内の必要な場所で共有するためヌ

(3)(ⅶ)-⑭に必要な通信連絡設備（発電所内）として，必

要な数量の衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。なお，緊急時対策所内に設置又は

保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設

備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-⑮重大事故等が発生した場合に必要な通信

連絡設備（発電所内）及び安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，

地震時及び地震後においても通信連絡に係る機能を保持

するため，固縛又はヌ(3)(ⅶ)-⑯固定による転倒防止処置

等を実施するとともに，信号ケーブル及び電源ケーブル

は，耐震性を有する電線管等に敷設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑭は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑭を

具体的に記載しており， 

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑮は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑮と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑯は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑯を

具体的に記載しており， 

整合している。 
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重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外），発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータ

を伝送できるデータ伝送設備及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有するため

の通信連絡設備（発電所外）を設ける。 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

の通信連絡設備（発電所外）として，ヌ(3)(ⅶ)-⑰衛星電

話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備を設置又は保管する設計とする。 

ヌ(3)(ⅶ)-⑱衛星電話設備は，通信連絡設備（発電所内）

と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電

所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデ

ータを伝送できる設備として，ＳＰＤＳ伝送サーバで構成

するデータ伝送設備を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所内に設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発電所外との通信連絡を行うための設備 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外），発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータ

を伝送できるデータ伝送設備及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有するため

の通信連絡設備（発電所外）を設ける。 

ａ．通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

の通信連絡設備（発電所外）として，衛星電話設備及び統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設

置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と

同じである。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

ｂ．データ伝送設備 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電

所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデ

ータを伝送できる設備として，ＳＰＤＳ伝送サーバで構成

するデータ伝送設備を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所内に設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行った特

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

共有するために必要な通信連絡設備（発電所外）として，

必要な数量のヌ(3)(ⅶ)-⑰衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する設

計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については必

要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電

所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデ

ータを伝送できる設備として，ＳＰＤＳ伝送サーバで構成

するデータ伝送設備を緊急時対策所内に一式設置する設

計とする。なお，緊急時対策所に設置又は保管する通信連

絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御系統

施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

ヌ(3)(ⅶ)-⑱a 衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置

したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設

計とする。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-⑱b 衛星電話設備（携帯型）は，充電式電池

を使用する設計とする。 

充電式電池を使用する通信連絡設備（発電所外）につい

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑰は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑰と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑱a及びヌ

(3)(ⅶ)-⑱bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑱を

具体的に記載しており，

整合している。 
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なお，データ伝送設備ヌ(3)(ⅶ)-⑲を構成するＳＰＤＳ

伝送サーバは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

のＳＰＤＳ伝送サーバと同じである。 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-⑳統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備は，緊急時対策所内に設置する設計とする。 

ヌ(3)(ⅶ)-㉑統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備は，通信 2 非常用交流電源設備に加えて，全

交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備で

ある緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外の必要な場所で共有するヌ

(3)(ⅶ)-㉒通信連絡設備（発電所外）は，通信連絡設備（発

電所外）と同じである。 

 

 

 

 

なお，データ伝送設備を構成するＳＰＤＳ伝送サーバ

は，「(1)ｂ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）」と

同じである。 

 

 

 

ａ．通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

は，緊急時対策所内に設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失

した場合においても，代替電源設備である緊急時対策所用

発電機からの給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必

要な場所で共有する通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外の必要な場所で共有する通信連

絡設備（発電所外）は，「(2)ａ．通信連絡設備（発電所外）」

と同じである。 

ては，予備の充電式電池と交換すること又は予備の端末を

使用することにより，継続して通話ができ，使用後の充電

式電池は，緊急時対策所の電源から充電することができる

設計とする。 

データ伝送設備ヌ(3)(ⅶ)-⑲は，非常用ディーゼル発電

設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電

が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行った特

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

共有するために必要な通信連絡設備（発電所外）として，

必要な数量の衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

型）及びヌ(3)(ⅶ)-⑳統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する設

計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については必

要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び

ヌ(3)(ⅶ)-㉑統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ

－ＦＡＸ）は，通信 2 非常用ディーゼル発電設備に加えて，

全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備

である緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計と

する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な通信連絡設備（発電所外）及び計測等を行った特

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑲は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑲を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-⑳は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-⑳と

同義であり，整合してい 

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉑は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉑と

同義であり，整合してい 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉒は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉒を
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ヌ(3)(ⅶ)-㉓緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ

のデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信

連絡機能に係る設備としてのデータ伝送設備，衛星電話設

備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備については，固縛又は転倒防止処置を講じる等，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能喪失しない設計とす

る。 

非常用交流電源設備については，(2) 非常用電源設備

の構造に記載する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備に

ついては，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

 

 

緊急時対策所用発電機については，(3),(ⅵ) 緊急時対

策所に記載する。 

 

 

 

中央制御室，廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置

する無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型），ヌ

(3)(ⅶ)-㉔統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び

データ伝送設備は，号炉の区分けなく通信連絡すること

で，必要な情報（相互のプラント状況，運転員，緊急時対

策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しなが

ら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安

全性の向上をヌ(3)(ⅶ)-㉕図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送

の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係

る設備としての安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），

データ伝送設備，無線通信設備，衛星電話設備及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備について

は，固縛又は転倒防止処置を講じる等，基準地震動による

地震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

非常用交流電源設備ついては，「10.1 非常用電源設備」

に記載する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備に

ついては，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

緊急時対策所用発電機については，「10.8 緊急時対策

所」に記載する。 

＜中略＞ 

10.11.2.2.3 共用の禁止 

＜中略＞ 

中央制御室，廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置

する無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型），統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備

は，号炉の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相

互のプラント状況，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防

隊の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な管理（事

故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向上を図る設

計とする。 

共有するために必要な通信連絡設備（発電所外）として，

必要な数量のヌ(3)(ⅶ)-㉒衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及

びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する設

計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については必

要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管する。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-㉓重大事故等が発生した場合に必要な通信

連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備については，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震時及び地震後にお

いても通信連絡に係る機能を保持するため，固縛又は固定

による転倒防止措置等を実施するとともに，信号ケーブル

及び電源ケーブルは，耐震性を有する電線管等に敷設する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 設備の共用 

＜中略＞ 

中央制御室内に設置する無線通信設備（固定型），衛星電

話設備（固定型），廃棄物処理建物内に設置する安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）ヌ(3)(ⅶ)-㉔のうちＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバ，緊急時対策所内に設置する無線通信

設備（固定型），無線通信設備（携帯型），衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ

－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ），安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデ

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉓は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉓を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2) 非

常用電源設備の構造」に

示す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(2),(ⅳ) 

代替電源設備」に示す。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））「ヌ,(3),(ⅵ) 

緊急時対策所」に示す。 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉔は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉔を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉕は，設置変
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これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさな

いよう，ヌ(3)(ⅶ)-㉖必要な容量を確保するとともに，号

炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㉗通信連絡設備の一覧を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㉘所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉙（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉚一式 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㉛局線加入電話設備 

ヌ(3)(ⅶ)-㉙（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉚一式 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㉜電力保安通信用電話設備 

ヌ(3)(ⅶ)-㉙（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉚一式 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室，廃棄物処理建物及び緊急時対策所内

に設置する無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定

型），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ

伝送設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，必要な

容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.1.4 主要設備 

(1) 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

主要な設備は，以下のとおりとし，多様性を確保した通

信連絡設備（発電所内）を設置又は保管する。 

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

＜中略＞ 

 (3) 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・局線加入電話設備 

 

 

 

・電力保安通信用電話設備 

 

 

 

 

ータ表示装置並びにデータ伝送設備は，号機の区分けなく

通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を

共有・考慮しながら総合的な管理（事故処理を含む。）を行

うことができ，また，端末を変更する場合に生じる情報共

有の遅延を防止することができ，安全性の向上がヌ

(3)(ⅶ)-㉕図れることから，１，２，３号機で共用する設

計とする。 

これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさな

いよう，ヌ(3)(ⅶ)-㉖１，２，３号機に必要な容量を確保

するとともに，号機の区分けなく通信連絡が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，ヌ(3)(ⅶ)-㉚a 十分な数量のヌ

(3)(ⅶ)-㉘a 所内通信連絡設備（警報装置を含む。）並びに

多様性を確保した通信連絡設備（発電所内）として，ヌ

(3)(ⅶ)-㉚b 十分な数量のヌ(3)(ⅶ)-㉘b 所内通信連絡設

備（警報装置を含む。），ヌ(3)(ⅶ)-㉜電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，

１，２，３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定

型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），

衛星電話設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），有線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備（携

帯型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））

及び衛星電話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下

同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉕を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉖は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉖を

具体的に記載しており，

整合している。 

 

設置変更許可申請書（本

文（五号））ヌ(3)(ⅶ)-

㉗に整合していること

は，以下に示す。 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉘a及びヌ

(3)(ⅶ)-㉘bは，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉘と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉙は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉙と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の
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テレビ会議システム（社内向） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉝（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉞一式 

 

専用電話設備 

ヌ(3)(ⅶ)-㉝（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉞一式 

 

衛星電話設備（社内向） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉝（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉞一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テレビ会議システム（社内向） 

 

 

 

・専用電話設備 

 

 

 

・衛星電話設備（社内向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2 重大事故等時 

10.11.2.2 設計方針 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備 

ａ．通信連絡設備（発電所内） 

なお，ヌ(3)(ⅶ)-㉙緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設

備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，ヌ(3)(ⅶ)-㉞十分な数量

の電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及び

ＦＡＸ），ヌ(3)(ⅶ)-㉛局線加入電話設備（固定電話機及び

ＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），

テレビ会議システム（社内向），専用電話設備（専用電話設

備（ホットライン）（地方公共団体他向））（「１，２，３号

機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレ

ビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機），衛星電話

設備（固定型）,衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機

共用」（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備として，

データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

一式設置する設計とする。 

なお，ヌ(3)(ⅶ)-㉝緊急時対策所に設置又は保管する通

信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御

系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉚a及びヌ

(3)(ⅶ)-㉚bは，設置変

更許可申請書（本 

文（五号））のヌ(3)(ⅶ)-

㉚を全て含んでおり，整

合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉛は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉛と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉜は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉜と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉝は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉝と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉞は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉞を

全て含んでおり，整合し

ている。 
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無線通信設備（固定型） 

ヌ(3)(ⅶ)-㉟（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

ヌ(3)(ⅶ)-㊱一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

無線通信設備（固定型） 

（ヌ(3)(ⅶ)-㊲ヘ，(5)，(ⅵ) 中央制御室及び 

ヌ(3)(ⅶ)-㊳ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

                   

ヌ(3)(ⅶ)-㊴一式 

 

 

＜中略＞ 

・無線通信設備（固定型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.11－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）

の主要機器仕様 

 

(1) 無線通信設備 

無線通信設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，ヌ(3)(ⅶ)-㊱十分な数量の所内通信連絡設

備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３

号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号

機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設

備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），有線

式通信設備（有線式通信機），無線通信設備（携帯型）（「１

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電

話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。なお，ヌ(3)(ⅶ)-㉟緊急時対策所

内に設置又は保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測

制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用す

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制

御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，ヌ(3)(ⅶ)-㊴十分な数量の所内通信連絡設

備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３

号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号

機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設

備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），有線

式通信設備（有線式通信機），無線通信設備（携帯型）（「１

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））及び衛星電

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㉟は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㉟と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊱は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊱と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「無線通信設備（固定

型）」及び「衛星電話設

備（固定型）」は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））におけるヌ

(3)(ⅶ)-㊲を設計及び

工事の計画の主たる登

録として「計測制御系統

施設」のうち「基本設計

方針」に整理しており，
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衛星電話設備（固定型） 

（ヌ(3)(ⅶ)-㊲ヘ，(5)，(ⅵ) 中央制御室及び 

ヌ(3)(ⅶ)-㊳ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

                   

ヌ(3)(ⅶ)-㊴一式 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

（ヌ(3)(ⅶ)-㊵ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備及

びヌ(3)(ⅶ)-㊳ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

 

     

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

 

(3) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個  数 一式 

ｂ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

個  数 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

なお，ヌ(3)(ⅶ)-㊳緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。ヌ(3)(ⅶ)-㊵安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急

時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必

要な通信連絡設備（発電所内）として，必要な数量の衛星

電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定型）を中央制

御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な数量の有線式通

信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍の廃棄物処理建

物内に保管する設計とする。また，必要な数量の衛星電話

設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）は，緊急時対

策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。なお，緊急時対策所内に設置又は

保管する通信連絡設備（発電所内）は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設

備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るも

整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊳は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊳と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊴は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊴を

全て含んでおり，整合し

ている。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊵は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊵と

同義であり，整合してい

る。 
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ヌ(3)(ⅶ)-㊶統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備 

ヌ(3)(ⅶ)-㊷（ヌ，(3)，(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊸一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．テレビ会議システム 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｂ．ＩＰ－電話機 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

 

のにあっては，次の事項 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 

(1) 中央制御室機能 

e. 居住性の確保 

＜中略＞ 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御

室に運転員がとどまるため，以下の設備を設置する。 

中央制御室待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と

通信連絡を行うため，必要な数量の無線通信設備（固定型）

（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））及び

衛星電話設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））

を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，

全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

4. 通信連絡設備 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

社，国，地方公共団体，その他関係機関の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通

信連絡設備（発電所外）として，ヌ(3)(ⅶ)-㊸十分な数量

の電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及び

ＦＡＸ），局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡＸ）（「１

号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），テレビ会

議システム（社内向），専用電話設備（専用電話設備（ホッ

トライン）（地方公共団体他向））（「１，２，３号機共用」

（以下同じ。）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議

システム（社内向）及び衛星社内電話機），衛星電話設備（固

定型）,衛星電話設備（携帯型）及びヌ(3)(ⅶ)-㊶統合原子

力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３

号機共用」（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊶は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊶と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊷は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊷と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊸は，設置変
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データ伝送設備 

 

 

 

 

一式 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊹有線式通信設備  

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊺一式 

 

 

無線通信設備（携帯型） 

ヌ(3)(ⅶ)-㊻（ヌ,(3),(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊺一式 

 

 

衛星電話設備（携帯型） 

ヌ(3)(ⅶ)-㊻（ヌ,(3),(ⅵ) 緊急時対策所と兼用） 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊺一式 

 

ヌ(3)(ⅶ)-㊼有線式通信設備，無線通信設備，衛星電話設

備，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ

(5) データ伝送設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

第 10.11－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬

型）の主要機器仕様 

(1) 有線式通信設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．有線式通信機 

使用回線 有線系回線 

個  数 一式 

 

(2) 無線通信設備 

無線通信設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

 

(3) 衛星電話設備 

衛星電話設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

 

 

（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備として，

データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

一式設置する設計とする。 

なお，ヌ(3)(ⅶ)-㊷緊急時対策所に設置又は保管する通

信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御

系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備（発電

所内）として，ヌ(3)(ⅶ)-㊺十分な数量の所内通信連絡設

備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，３

号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）（「１号

機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設

備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），ヌ

(3)(ⅶ)-㊹有線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備

（携帯型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。））

及び衛星電話設備（携帯型）（「１，２，３号機共用」（以下

同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

なお，ヌ(3)(ⅶ)-㊻緊急時対策所内に設置又は保管する

通信連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所

の設備として兼用する。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設

備として兼用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

ヌ(3)(ⅶ)-㊼a 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設

の損壊又は故障その他の異常の際に，中央制御室等から

人が立ち入る可能性のある原子炉建物，タービン建物等

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊸を

全て含んでおり，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊹は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊹と

同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊺は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊺を

全て含んでおり，整合し

ている。 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊻は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊻と

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅶ)-㊼a ～ ヌ

(3)(ⅶ)-㊼dは，設置変
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伝送設備は，設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の建物内外各所の人に操作，作業，退避の指示，事故対

策のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うこと

ができる設備及び音声等により行うことができる設備と

して，警報装置及び通信連絡設備（発電所内）を設置又

は保管する設計とする。 

警報装置として，十分な数量の所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）並びに多様性を確保した通信連絡設備

（発電所内）として，十分な数量の所内通信連絡設備

（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）（「１号機設備，１，２，

３号機共用」（以下同じ。）），無線通信設備（固定型）

（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛

星電話設備（固定型）（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），有線式通信設備（有線式通信機），無線通信設備

（携帯型）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同

じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（「１，２，３号機共

用」（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できる設備として，安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）を一式設置する設計とする。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-㊼b 重大事故等が発生した場合において，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な通信連絡設備（発電所内）及び計測等を行

った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共

有するために必要な通信連絡設備（発電所内）として，必

要な数量の衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，必要な

数量の有線式通信設備（有線式通信機）を中央制御室近傍

の廃棄物処理建物内に保管する設計とする。また，必要な

数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

なお，可搬型については必要な数量に加え，故障を考慮

した数量の予備を保管する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバを，

廃棄物処理建物内に一式設置し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅶ)-㊼を

具体的に記載しており，

整合している。 
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ＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内にそれぞれ一

式設置する設計とする。 

＜中略＞ 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

ヌ(3)(ⅶ)-㊼c 設計基準事故が発生した場合において，

発電所外の本社，国，地方公共団体，その他関係機関の

必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行う

ことができる通信連絡設備（発電所外）として，十分な

数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ），局線加入電話設備（固定電話機及びＦＡ

Ｘ）（「１号機設備，１，２，３号機共用」（以下同

じ。）），テレビ会議システム（社内向），専用電話設備

（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向））

（「１，２，３号機共用」（以下同じ。）），衛星電話設備

（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）及び衛星

社内電話機），衛星電話設備（固定型）,衛星電話設備

（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及び

ＩＰ－ＦＡＸ）（「１，２，３号機共用」（以下同じ。））を

設置又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備とし

て，データ伝送設備（「１，２，３号機共用」（以下同

じ。））を一式設置する設計とする。 

＜中略＞ 

ヌ(3)(ⅶ)-㊼d 重大事故等が発生した場合において，発

電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な通信連絡設備（発電所外）及び計

測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）

の必要な場所で共有するために必要な通信連絡設備（発電

所外）として，必要な数量の衛星電話設備（固定型），衛星

電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機

及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する

設計とする。なお，可搬型重大事故等対処設備については

必要な数量に加え，故障を考慮した数量の予備を保管す

る。 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電
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(ⅷ) 復水貯蔵タンク 

 

 

 

復水貯蔵タンクヌ(3)(ⅷ)-①は，通常運転時には原子炉

冷却設備等への補給水の水源として，また，高圧炉心スプ

レイ系及び原子炉隔離時冷却系の水源としても使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13 復水輸送系 

10.13.3 主要設備 

 

 

復水輸送系は，復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，

復水輸送ポンプ等で構成し，復水貯蔵タンク水を必要箇所

へ給水する。 

使用後の水は，主として液体廃棄物処理系で処理し，復

水貯蔵タンクに回収し再使用する。 

復水貯蔵タンク水は，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔

離時冷却系の水源としても使用する。（「5.3 非常用炉心

冷却系」及び「5.8 原子炉隔離時冷却系」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデ

ータを伝送できる設備として，ＳＰＤＳ伝送サーバで構成

するデータ伝送設備を緊急時対策所内に一式設置する設

計とする。なお，緊急時対策所に設置又は保管する通信連

絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備は，計測制御系統

施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

＜中略＞ 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

6.2 復水輸送系 

通常運転ヌ(3)(ⅷ)-①中の原子炉冷却系統への補給水，

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の原子炉へ

の注入水を貯蔵するため，復水貯蔵タンクを設置する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅷ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅷ)-①と

同義であり，整合してい

る。 
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a． 基  数 １ 

b． 容  量 ヌ(3)(ⅷ)b-①約 2,000m3

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

7.2  復水輸送系 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅷ)b-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3)(ⅷ)b-

①と同義であり，整合し

ている。 

ヌ(3)(ⅷ)b-①

1050



設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(ⅸ) 補助復水貯蔵タンク 

補助復水貯蔵タンクは，燃料交換等のため，原子炉ウェ

ルへの水張，水抜き用及び復水貯蔵タンクの補助として使

用する。 

また，サプレッション・チェンバの水抜き時には，サプ

レッション・チェンバのプール水の一部を貯留する。

a． 基  数 １ 

b． 容  量 ヌ(3)(ⅸ)b-①約 2,000m3 

また，補助復水貯蔵タンクは，燃料取替等のための原子

炉ウェルへの水張，水抜き用など復水貯蔵タンクの補助と

して使用する。 

また，サプレッション・チェンバの水抜き時には，サプ

レッション・プール水の一部を貯留する。（「10.14 トー

ラス水受入タンク」参照）

＜中略＞ 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

7.2  復水輸送系 

設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「補助復水貯

蔵タンク」は，本工事計

画では技術基準規則第 5

条の規定への適合を説

明するために要目表に

記載。 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅸ)b-①は，設置

変更許可申請書（本文

（五号））のヌ(3)(ⅸ)b-

①と同義であり，整合し

ている。 

ヌ(3)(ⅸ)b-①
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(ⅹ) 低圧原子炉代替注水槽 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽には，低圧原子炉代替注水系（常

設）ヌ(3)(ⅹ)-①による原子炉への注入水，格納容器代替

スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）に

よる原子炉格納容器への注入水を貯留する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

 

 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替

注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデ

スタル代替注水系（常設）の水源として，低圧原子炉代替

注水槽を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5.9 水の供給設備 

5.9.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

(1) 低圧原子炉代替注水槽からの水の供給 

 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時にお

いて，ヌ(3)(ⅹ)-①原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が

機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替注水

系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタ

ル代替注水系（常設）の水源として使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅹ)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅹ)-①と

同義であり，整合してい

る。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

基  数 １ 

容  量 ヌ(3)(ⅹ)-②約 1,230m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水槽 

基   数 １ 

容   量 約 1,230 m3 

主要部材質 鉄筋コンクリート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

6.5 低圧原子炉代替注水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ヌ(3)(ⅹ)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五

号））のヌ(3)(ⅹ)-②と，

同義であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

ヌ(3)(ⅹ)-② 
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(ⅹⅰ) トーラス水受入タンク（１号及び２号炉共用，既

設） 

トーラス水受入タンクは，サプレッション・チェンバの

水抜きを行う場合に，補助復水貯蔵タンクとともにサプレ

ッション・チェンバのプール水を一時貯留するために使用

する。 

また，このタンクは，機器ドレン水又は床ドレン水を一

時貯留することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.14 トーラス水受入タンク（１号及び２号炉と共用） 

10.14.3 主要設備 

サプレッション・チェンバの水抜きを行う場合は，サプ

レッション・プール水をトーラス水受入タンク及び補助復

水貯蔵タンクに一時貯留する。 

 

また，本タンクは，サプレッション・プール水を貯留し

ないときは，機器ドレン水又は床ドレン水を一時貯留する

ことができる。この場合サプレッション・プール水と機器

ドレン水又は床ドレン水とは混合しないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置変更許可申請書（本

文（五号））において許

可を受けた「トーラス水

受入タンク」は，本工事

計画の対象外である。 
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